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量
刑
基
準
に
関
す
る
一
試
論

(
四
・
完
)

ー
ー
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
中
心
に
1

1

自

次

第
一
章
問
題
の
所
在

第
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前
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的
考
察
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節
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け
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一
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意
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二
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節
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基
準
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例
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裕
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説論

第
三
節
判
例
の
概
観

第
三
章
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準

第
一
節
序
論
|
|
刑
罰
理
論
と
量
刑
基
準
の
関
係
|
|

第
二
節
我
が
国
に
お
け
る
刑
罰
理
論
と
量
刑
基
準

一
応
報
刑
論
と
量
刑
基
準

二
目
的
刑
論
と
量
刑
基
準

三

小

括

第
三
節
刑
法
改
正
と
量
刑
基
準

一
改
正
刑
法
準
備
草
案
四
七
条

二
改
正
刑
法
草
案
四
八
条
(
以
上
四
三
巻
四
号
)

第
四
節
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
状
況

一
諸
草
案
お
よ
び
現
行
刑
法
典
に
お
け
る
量
刑
基
準

二
「
幅
の
理
論
」
に
つ
い
て

三
「
位
置
価
説
」
に
つ
い
て

四
小
括
(
以
上
四
三
巻
五
号
)

第
五
節
量
刑
に
お
け
る
「
責
任
」
と
「
予
防
」

一
量
刑
に
お
け
る
責
任
主
義

二
「
予
防
」
の
内
容

三

小

括

第
四
章
当
為
と
し
て
の
量
刑
事
情

l
l
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
中
心
に

第
一
節
量
刑
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
諸
相

第
二
節
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

一

自

首
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量刑基準に関する一試論 (4・完)

二三四

第
三
節

第
五
章

自
白

被
拐
取
者
の
解
放

検
討
(
以
上
四
四
巻
二
号
)

宣
告
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

諸
草
案
お
よ
び
立
法
例
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

付
我
が
国
の
諸
草
案

口
ド
イ
ツ
の
諸
草
案
お
よ
び
現
行
法

印
諸
外
国
の
立
法
例

判
例
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

付
我
が
国
の
判
例

口
ド
イ
ツ
の
判
例

責
任
判
断
・
予
防
判
断
と
「
犯
罪
後
の
態
度
」

付
責
任
判
断
と
「
犯
罪
後
の
態
度
」

-
従
来
の
見
解

2
批
判
的
検
討

口
予
防
判
断
と
「
犯
罪
後
の
態
度
」

-
従
来
の
見
解

2

「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化

総
括
と
展
望
(
以
上
本
号
)

北法44(5・41)1079 



説

第
三
節

宣
告
刑
形
成
過
程
に
お
け
る

「
犯
罪
後
の
態
度
」

論

本
節
で
は
、

ま
ず
諸
草
案
・
立
法
例
お
よ
び
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
概
観
す
る
。
そ
の
上
で
、

宣
告
刑
形
成
過
程
に
お
い
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
ど
の
よ
う
な
意
義
と
機
能
を
有
す
る
の
か
と
い
う
本
稿
の
中
心
的
課
題
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

諸
草
案
お
よ
び
立
法
例
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

我
が
国
の
諸
草
案

川
前
章
に
お
い
て
、
我
が
国
の
刑
法
改
正
仮
案
・
改
正
刑
法
準
備
草
案
・
改
正
刑
法
草
案
が
掲
げ
た
量
刑
基
準
を
概
観
し
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
れ
ら
の
規
定
の
中
で
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

同
ま
ず
、
刑
法
改
正
仮
案
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
か
ら
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
l
)
 

先
に
も
見
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
刑
法
改
正
仮
案
(
昭
和
一
五
年
)
は
、
そ
の
五
七
条
に
、
「
刑
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
犯
人
ノ
性
格
、
年
齢

及
境
遇
誼
犯
罪
ノ
情
状
及
犯
罪
後
ノ
情
況
ヲ
考
察
シ
特
ニ
左
ノ
事
項
ヲ
参
酌
ス
ヘ
シ
」
と
定
め
、
「
八

罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
後
悔
悟
シ
タ
リ
ヤ

否
損
害
ヲ
賠
償
シ
其
ノ
他
実
害
ヲ
軽
減
ス
ル
為
努
力
シ
タ
リ
ヤ
否
」
と
い
う
項
目
を
掲
げ
て
い
た
。

北法44(5・42)1080



こ
の
文
言
は
、
後
の
改
正
刑
法
準
備
草
案
お
よ
び
改
正
刑
法
草
案
に
お
け
る
「
犯
罪
後
に
お
け
る
犯
人
の
態
度
」
と
い
う
項
目
に
比
し
て

か
な
り
具
体
的
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
仮
案
五
七
条
が
単
に
量
刑
事
情
を
列
挙
す
る
と
い
う
方
式
を
採
用
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
学
説
の
側
か
ら
も
「
そ
れ
ら
が
刑
の
量
定
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
-
評
価
さ
れ
参
酌
さ
れ
る
べ
き
か
の
基
準
に
つ
い
て
は
何
も
語
つ

(
2
)
 

て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
犯
罪
後
の
悔
悟
、
特
に
被
害
弁
償

の
有
無
な
ど
は
、
も
は
や
犯
罪
行
為
そ
の
も
の
の
要
素
で
は
な
く
、
正
し
く
犯
罪
終
了
後
の
情
況
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
も
責
任
の
要
素
な

の
か
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ

そ
れ
は
責
任
と
犯
罪
行
為
と
の
同
時
存
在
を
強
調
す
る
従
来
の
刑
法
学
の
立
場
と
ど
う
調
和
す
る
の
か
、

に
よ
り
、
責
任
が
一
部
償
わ
れ
軽
く
な
っ
た
と
み
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、

か
よ
う
な
行
為
後
の
情
況
は
、
反
転
し
て
、
犯
行
当
時
の
行
為
者

(
3
)
 

の
責
任
の
軽
重
を
徴
表
す
る
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
問
題
は
、
項
目
を
列
挙
し
た
だ
け
で
は
解
決
さ
れ
な
い
、
と
い
う
疑

量刑基準に関する一試論 (4・完)

問
も
提
起
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
そ
の
後
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
(
昭
和
三
六
年
)
四
七
条
二
項
は
、
刑
の
適
用
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
事
項
と
し
て
「
犯
罪
後
に
お
け

る
犯
人
の
態
度
」
と
い
う
文
言
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
準
備
草
案
理
由
香
は
「
犯
人
が
犯
行
後
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と

っ
た
か
、
被
害
の
賠
償
に
効
力
し
た
か
、
あ
る
い
は
自
己
の
犯
罪
の
結
果
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
情
緒
的
反
応
を
示
し
た
か
、
と
い
う
よ
う

(
4
)
 

な
こ
と
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
理
由
香
は
、
四
七
条
二
項
に
列
挙
さ
れ
た
事
項
が
、
「
犯
罪
の
抑
制
」
(
対
社
会
、

対
犯
人
自
身
の
両
面
の
関
係
に
お
け
る
刑
罰
の
抑
制
的
機
能
)
お
よ
び
「
犯
人
の
改
善
更
生
」
(
刑
罰
の
持
つ
矯
正
的
・
教
育
的
作
用
)
の

観
点
か
ら
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
「
こ
れ
ら
の
事
項
の
中
に
は
、
第
一
項
に
お
け
る
責
任
の
量
の
判
定
の
た

(
5
)
 

め
に
も
考
慮
せ
ら
る
べ
き
事
項
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
犯
罪
後
に

お
け
る
犯
人
の
態
度
」
が
そ
れ
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

北法44(5・43)1081 

凶
改
正
刑
法
草
案
(
昭
和
四
九
年
)

四
人
条
二
項
も
、
刑
の
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用
に
あ
た
っ
て
は
「
犯
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後
に
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る
犯
人
の
態
度
」
を
考
慮
す
べ
き
も



説

(
審
議
過
程
に
お
い
て
は
、
被
害
者
が
後
に
犯
人
を
宥
恕
し
た
こ
と
な
ど
の
事
・
情
を
も
含
ま
せ
る
た
め
、
「
犯
罪
後
に
お
け
る
犯

人
の
態
度
」
を
「
犯
罪
後
の
情
状
」
と
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
主
張
さ
れ
た
が
、
採
用
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
の
報
告

(

6

)

(

7

)

 

も
な
さ
れ
て
い
る
)
。
草
案
説
明
書
は
、
こ
の
事
項
は
「
改
心
し
た
か
ど
う
か
、
被
害
の
回
復
に
努
力
し
た
か
ど
う
か
な
ど
の
事
情
を
さ
す
」

の
と
し
た

論

と
い
う
簡
単
な
指
摘
を
行
う
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
説
明
書
は
二
項
に
掲
げ
る
考
慮
事
項
の
う
ち
、
「
犯
人
の
年
齢
、
性
格
、
経
歴
及
び
環
境
」

は
、
主
と
し
て
犯
人
の
危
険
性
あ
る
い
は
改
善
可
能
性
に
関
す
る
判
断
の
基
礎
と
な
る
要
素
で
あ
る
が
同
時
に
犯
人
の
責
任
を
評
価
す
る
う

え
で
も
考
膚
さ
れ
、
「
犯
罪
の
動
機
、
方
法
、
結
果
及
ぴ
社
会
的
影
響
」
は
、
主
と
し
て
責
任
の
評
価
と
い
う
面
か
ら
も
考
慮
さ
れ
る
が
一

般
予
防
及
ぴ
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
事
項
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
「
犯
罪
後
に
お
け
る
犯
人
の
態
度
」
に
つ
い
て
は
か
よ
う
な
説
明

(
8
)
 

を
行
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
も
、
「
犯
罪
後
に
お
け
る
犯
人
の
態
度
」
が
、
四
八
条
一
項
に
い
う
「
犯
人
の
責
任
」
に
影
響
を
与
え

る
の
か
、
そ
れ
と
も
同
条
二
項
に
い
う
「
犯
罪
の
抑
制
及
び
犯
人
の
改
善
更
生
」
を
内
容
と
す
る
刑
事
政
策
的
考
慮

(
H
予
防
目
的
)
に
際

し
て
意
味
を
も
つ
の
か
、
あ
る
い
は
両
者
に
関
係
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
改
心
の
有
無
・
被
害
回
復
の
有
無
が
例
示
さ
れ

て
い
る
が
、
例
え
ば
被
害
を
回
復
さ
せ
た
こ
と
を
減
軽
事
情
と
す
る
一
方
で
、
ぞ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
を
加
重
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
趣
旨
な

(
9
)
 

の
か
否
か
も
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
本
稿
第
三
章
第
三
節
参
照
。

(
2
)
佐
伯
千
偲
「
刑
の
量
定
の
基
準
」
日
本
刑
法
学
会
(
編
)

(
3
)
佐
伯
・
前
掲
論
文
(
注
2
)

一一一一一頁。

(
4
)
刑
法
改
正
準
備
会
『
改
正
刑
法
準
備
草
案
(
附
同
理
白
書
)
』

(
5
)
前
掲
香
(
注
4
)

一
二
六
頁
。

(
6
)
鈴
木
義
男
「
刑
法
改
正
作
業
レ
ポ
ー
ト

『
刑
法
講
座
・
第
一
巻
』

(
昭
和
三
八
年
)

頁

(
昭
和
三
六
年
)

一
二
七
頁
〔
中
野
次
雄
執
筆
〕
。

(一

O
)
刑
の
適
用
(
そ
の
一
)
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
九
五
号
(
昭
和
四
三
年
)

一
一
五
賞
。

北法44(5・44)1082



(7)
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
『
改
正
刑
法
草
案
説
明
書
』

(
8
)
前
掲
書
(
注
7
)

一
二
九
頁
。

(
9
)
な
お
、
中
義
勝
H
士
口
川
経
夫
H

中
山
研
一

(
昭
和
四
七
年
)

一
二
九
頁
。

(
編
)
『
刑
法
1
総
論
』
(
昭
和
五
九
年
)

一
八
五
頁
以
下
〔
浅
田
和
茂
執
筆
〕
参
照
。

(二)

ド
イ
ツ
の
諸
草
案
お
よ
び
現
行
法

量刑基準に関する一試論 (4・完)

川
戦
後
の
ド
イ
ツ
で
公
表
さ
れ
た
諸
草
案
お
よ
び
現
行
刑
法
典
に
お
け
る
量
刑
規
定
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
確
認
し
た
。
こ
こ
で
は
、
右

(ω) 

の
諸
規
定
に
お
い
て
、
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

間
一
九
五
六
年
草
案
六
二
条
は
、
「
刑
の
量
定
に
当
た
り
、
裁
判
官
は
、
法
律
上
の
構
成
要
件
に
属
さ
な
い
事
情
の
い
ず
れ
が
行
為
者
に

(
日
)

不
利
と
な
り
、
い
ず
れ
が
有
利
と
な
る
か
を
比
較
衡
量
す
る
」
と
し
て
、
考
慮
す
べ
き
事
情
の
一
つ
に
、
戦
前
の
諸
草
案
と
同
様
に
「
行
為

(ロ)

者
の
犯
罪
後
の
態
度
、
特
に
行
為
の
結
果

(25-岡
市
ロ
)
を
回
復
す
る
た
め
の
努
力
」
と
い
う
項
目
を
置
い
た
。

草
案
理
白
書
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
行
為
者
に
対
し
、
行
為
に
つ
い
て
非
難
を
加
え
る
べ
き
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、

原
則
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
行
為
時
に
お
け
る
事
情
が
問
題
と
な
り
得
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
非
難
の
重
さ
、
従
っ
て
責
任
の
程
度
は
、
時
間
的

に
行
為
に
先
行
な
い
し
後
行
す
る
事
情
に
よ
っ
て
も
拡
大
ま
た
は
縮
少
さ
れ
得
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
六
二
条
か
ら
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

同
条
に
よ
れ
ば
、
量
刑
に
際
し
て
は
特
に
行
為
者
の
前
歴
、

そ
の
犯
罪
後
の
態
度
及
び
責
め
に
帰
す
べ
き
行
為
の
結
果
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、

し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
責
任
の
程
度
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
刑
の
程
度
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
。
従
っ
て
、
草
案
は
こ
の
よ

う
な
事
情
も
責
任
の
程
度
に
対
し
て
影
響
を
与
え
得
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
出
発
点
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
草
案
は
、
責
任
の
程

北法44(5・45)1083 



説

度
に
と
っ
て
問
題
と
な
り
得
る
の
は
、
直
接
的
な
行
為
事
情
の
み
に
限
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
量
刑
の
領
域
に
お
い
て
行
為
の
概
念
が
単
な
る
構
成
要
件
の
実
現
と
い
う
こ
と
を
踏
み
越
え
て
拡
張
さ
れ
、

ま
た
は
、

先
、
戸
り
H
h
H

言命

責
任
の
概
念
が
行
為
責
任
と
い
う
こ
と
を
踏
み
越
え
て
拡
張
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、

い
か
な
る
限
度
に
お
い
て
そ
う
で

あ
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
依
然
と
し
て
法
律
の
決
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
判
例
及
び
学
説
に
よ
る
議
論
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で

(
日
)

あ
る

l
l
と
。
理
由
書
は
さ
ら
に
、
六
二
条
の
ほ
か
、
六
三
条
(
累
犯
)
・
六
四
条
(
「
特
別
に
重
い
事
態
」
)
に
お
い
て
は
、
行
為
自
体
に

(
比
)

現
わ
れ
た
限
度
で
「
行
状
責
任
」
の
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

同
一
九
五
六
年
草
案
の
量
刑
規
定
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
一
九
五
九
年
第
一
草
案
に
引
き
継
が
れ
た
。
そ
の
後
、
批
判
を
受
け
入
れ
て
一

(
日
)

九
五
九
年
第
二
草
案
六
二
条
、
一
九
六

O
年
草
案
六

O
条
、
一
九
六
二
年
草
案
六

O
条
が
発
表
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
量
刑
規
定
に
お
い
て

(
凶
)

は
、
量
刑
事
情
の
一
つ
と
し
て
「
行
為
者
の
犯
罪
後
の
態
度
、
特
に
損
害

(ω
円
冨
母
国
)
を
回
復
す
る
た
め
の
努
力
」
と
い
う
項
目
が
置
か
れ
た
。

(口)

一
九
六
二
年
草
案
理
白
書
は
、
こ
の
項
目
に
つ
い
て
一
九
五
六
年
草
案
理
由
書
と
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
を
行
っ
た
上
で
、
「
今
日
、
す
で
に
量

刑
に
際
し
て
は
、
行
為
者
の
責
任
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
構
成
要
件
実
現
に
先
行
な
い
し
後
行
す
る
諸
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
法
律
が
構
成
要
件
実
現
の
時
間
的
限
界
を
測
定
す
る
の
は
、
ど
の
要
素
が
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
の
か
、
と
い
う
観
点
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
、

ど
の
要
素
が
刑
の
程
度
に
対
し
て
意
義
を
有
す
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
こ

と
い
う
観
点
に
よ
る
の
で
は
な
い
、

の
点
は
さ
ら
に
、
行
為
は
そ
れ
に
先
行
な
い
し
後
行
す
る
事
情
に
よ
っ
て
意
味
が
決
定
さ
れ
、
ま
た
は
変
更
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
も
関

(
国
)

係
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
四
)

附
一
九
六
六
年
に
学
者
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
刑
法
改
正
代
案
」
の
量
刑
規
定
で
あ
る
五
九
条
は
|
|
従
来
の
諸
草
案
と
異

な
り

l
l
量
刑
事
情
を
列
挙
す
る
と
い
う
方
法
を
採
ら
な
か
っ
た
。
代
案
理
由
香
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
確

か
に
一
九
六
二
年
草
案
の

(
量
刑
事
情
を
列
挙
し
た
)

カ
タ
ロ
グ
は
、
量
刑
判
断
の
た
め
の
合
理
的
基
礎
を
拡
張
す
る
と
い
う
正
し
い
目
的
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を
追
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
カ
タ
ロ
グ
は
、
右
の
目
的
の
た
め
に
は
役
立
た
な
い
。
そ
れ
は
、

そ
の
カ
タ
ロ
グ
が
、

一
般
予
防
及
び
特
別
予

防
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
か
、
ま
た
、
個
々
の
観
点
が
い
か
な
る
位
置
価

(
ω
E
Z
E
2
5
を
有
す
る
の
か
と
い
う

点
に
つ
き
、
各
々
の
量
刑
事
情
に
関
し
て
全
く
明
ら
か
に
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
カ
タ
ロ
グ
は
、
次
の
理
由
か
ら
危
険
で

あ
り
、
混
乱
を
招
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
上
告
可
能
性
(
河

2
E
Z
z
g
c
に
関
す
る
予
測
の
つ
か
な
い
問
題
を
含
ん
で
お
り
、

必
然
的
に
不
完
全
か
つ
無
内
容
で
、
表
面
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
立
法
者
が
固
定
す
べ
き
で
な
い

(
「
心
情
」
「
義
務
違

反
性
」
「
前
歴
」
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
い
う
)
項
目
を
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
列
挙
さ
れ
た
基
準
を
あ
る
程
度
強
制
的
に
考
慮
さ
せ
る
と

い
う
傾
向
を
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
量
刑
判
断
の
理
由
づ
け
に
際
し
て
む
し
ろ
不
正
直
さ
さ

zvユ
豆
長
与
)
を
促
す
こ
と
に
な
り
、
裁
判
官

のが
で
あ(し
る担ば
。し

(;r 
色
彩
を
欠
き

か
つ
常
に
暖
昧
な
基
準
を
、
消
極
的
で
行
為
者
に
不
利
な
も
の
に
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
を
内
包
す
る

量刑基準に関する一試論(4・完)

も
っ
と
も
代
案
五
九
条
一
項
は
、
「
犯
罪
の
前
後
の
態
度
は
、
そ
れ
が
行
為
責
任
の
程
度
を
推
測
せ
し
め
る
限
り
で
の
み
考
慮
さ
れ
う
る
」

と
い
う
規
定
を
置
い
た
。
こ
こ
で
は
、
「
不
明
確
で
、
行
為
責
任
の
観
念
を
再
ぴ
無
に
す
る
規
定
形
式
に
よ
っ
て
、
不
統
一
で
、
か
っ
法
治

(
幻
)

国
家
の
限
界
を
逸
脱
す
る
量
刑
を
も
た
ら
す
危
険
を
強
め
て
い
る
」
六
二
年
草
案
六

O
条
か
ら
脱
却
し
て
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
い
う
量

(
幻
)

刑
事
情
を
「
行
為
責
任
の
思
想
ヨ
主
的
門
町
三
身

E
g
r何
回
)
に
従
わ
せ
る
」
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
代
案
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、

従
来
の
草
案
が
部
分
的
に
認
め
て
い
た
「
行
状
責
任
」
の
概
念
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
「
行
為
責
任
」
に
よ
っ
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を

包
摂
す
べ
き
こ
と
を
明
言
し
た
の
で
あ
る
。

同
一
九
七
五
年
よ
り
施
行
さ
れ
た
現
行
刑
法
典
総
則
四
六
条
二
項
(
刑
法
改
正
第
一
法
律
で
は
一
一
ニ
条
二
項
)
は

一
九
六
二
年
草
案
六

O
条
二
項
と
同
様
に
量
刑
事
情
を
列
挙
し
、

そ
の
一
つ
に
「
行
為
者
の
犯
罪
後
の
態
度
、
特
に
損
害
を
回
復
す
る
た
め
の
努
力
」
と
い
う
項

日
を
掲
げ
た
。
文
言
は
六
二
年
草
案
と
同
一
で
あ
る
。
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説

ホ
ル
ス
ト
コ
ッ
テ
参
事
官

(
5
2
2
m
E白
可
主
国
恒
三
自
己
u
z
o
Z再
三
宮
)
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
代
案
五
九
条
二
項
は
、
「
犯
罪

後
の
態
度
」
を
行
為
責
任
の
程
度
を
推
測
せ
し
め
る
限
り
で
の
み
考
慮
さ
れ
う
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
新
総
則
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ほ
ど

雪ι
ロ岡

厳
格
に
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
責
任
と
は
関
連
し
な
い
特
別
予
防
の
観
点
が
重
要
性
を
も
っ
限
り
に
お
い
て
、

「
行
為
責
任
」
に
影
響
を
与
え
な
い
「
犯
罪
後
の
態
度
」
も
ま
た
、
特
別
予
防
の
必
要
性
を
判
断
す
る
際
に
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
(
一
三
条
一
項
に
お
け
る
「
刑
の
量
定
の
基
礎
」
と
し
て
の
)
責
任
を
決
定
す
る
場
合
に
も
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
関

連
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
、

そ
れ
は
責
任
の
程
度
を
推
論
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
新
総
則
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
も
は
や
責

任
に
対
し
て
は
影
響
を
及
ぽ
さ
な
く
な
る
よ
う
な
厳
密
な
時
間
的
限
界
を
ど
こ
に
設
定
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
未
解
決
の
ま

ま
に
し
て
い
る
。
新
総
則
は
、
代
案
が
提
案
し
た
「
行
為
責
任
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
旧
法
ニ

O
条
(
危
険
な
常
習
犯
に

(
お
)

対
す
る
加
重
規
定
)
の
削
除
に
よ
り
、
行
状
責
任
を
認
め
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
!
!
と
。

な
お
、
新
総
則
が
、
代
案
に
よ
っ
て
反
対
さ
れ
て
い
た
量
刑
事
情
の
カ
タ
ロ
グ
を
採
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
連
邦
議
会
の
刑
法
改
正
特

別
委
員
会
は
川
か
よ
う
な
カ
タ
ロ
グ
は
裁
判
官
に
量
刑
の
指
針
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
川
一
項
が
明
文
に
よ
り
量
刑
を
行
為
者
の
責
任
に

(
倒
的
)

結
び
つ
け
て
い
る
の
で
、
行
為
者
が
責
め
を
負
わ
な
い
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
危
険
は
な
い
、
と
い
う
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。

川
そ
の
後
、
一
九
八
六
年
一
二
月
一
八
日
に
成
立
し
た
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
地
位
を
改
善
す
る
た
め
の
第
一
法
律
(
被
害
者

(
お
)

保
護
法
)
」
に
よ
り
、
四
六
条
二
項
の
最
後
の
項
目
に
は
若
干
の
文
言
が
付
加
さ
れ
「
行
為
者
の
犯
罪
後
の
態
度
、
特
に
損
害
を
回
復
す
る

た
め
の
努
力
及
ぴ
被
害
者
と
和
解
す
る
た
め
の
努
力
」
(
お
5
〈

2
g
z
g
E
n
v
色

2
3
?
z
g
z
m『日間巾
S
F
E
S
S
-
a
g
p
E母国

さ
え
巾
「
伺
Z
R
Z呂
田
円

F
2・
8
ヨ
巾
色
曲
目
回
巾
自
口

F
g
a巾日叶肺門巾
2
・
2
M
g
〉

5
岡
-anFBX
号
ロ
ぐ
巾
『
Z
R丹市ロ

N=巾
『
『
巾
王
国
巾
ロ
)
と
な
っ
た
。
「
被
害
者

と
和
解
す
る
た
め
の
努
力
」
と
い
う
項
目
の
新
設
に
よ
り
、
和
解
の
思
想

2
5悶
Z
E
Z岡市

a
E
Z
)
と
、
和
解
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
行
為

者
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
に
対
し
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
領
域
に
お
い
て
特
別
な
位
置
価
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
物
質
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(
お
)

的
な
損
害
回
復
以
外
の
方
法
に
基
づ
く
、
被
害
者
に
対
す
る
謝
罪
の
努
力
が
減
軽
事
情
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
損
害

回
復
の
場
合
と
同
様
に
、
か
よ
う
な
努
力
を
怠
っ
た
こ
と
を
直
ち
に
行
為
者
の
不
利
益
に
考
慮
す
る
こ
と
は
|
|
被
告
人
の
権
利
を
侵
害
す

(
幻
)

る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
|
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

量刑基準に関する一試論 (4・完)

(
叩
)
以
下
に
見
る
ド
イ
ツ
の
諸
草
案
・
代
案
お
よ
び
現
行
刑
法
典
に
関
す
る
邦
語
文
献
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
章
第
四
節
一
の
注

(
5
)
以
下

を
参
照
。

(
日
)
こ
こ
で
、
戦
前
の
(
西
)
ド
イ
ツ
の
諸
草
案
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
(
第
三
章
第
四
節
ニ
戦
前
に
公
表
さ

れ
た
諸
草
案
は
、
い
ず
れ
も
考
慮
す
べ
き
量
刑
事
情
を
掲
げ
る
と
い
う
立
法
形
式
を
採
用
し
て
い
た
が
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
当
初
よ
り
そ
の

中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
一
九

O
九
年
の
予
備
草
案
八
一
条
は
、
刑
の
量
定
に
際
し
て
考
慮
す
べ
き
諸
事
情
の
一
つ
と
し
て
「
行
為
者
の

犯
罪
後
の
態
度
、
特
に
悔
悟
の
情
を
示
し
て
結
果
(
司
♀
同
巾
ロ
)
を
再
び
回
復
し
よ
う
と
い
う
努
力

(ω
円
『
巾
宮
口
)
を
示
し
た
か
ど
う
か
」
と
い
う
項
目

を
掲
げ
た
2
2
2
Z
E
『
『
N
E
2
ロ
冊
目
。
2
z
s
g
∞
可
え
岡
市
認
可
宮
門
戸
5
0
@
〈
間
一
-
吋
g
B
g
出

qR・

0
8
〈
ミ
宮
津
市
ロ
島
市
目
、
『
丘
町
『
印
z
n
F
門官

、2
?
呂斗
ω
・
ω'
コ
円
)
。
一
九
一
一
年
の
予
備
草
案
代
案
八
一
条
も
、
こ
の
規
定
を
維
持
し
た
(
の
お
g
g
Z
R
ご
巴
呂
〈
2
2
Z
E
『
ご
5
2

島
市
三
日
円
宮
口

ω円
『
弘
常
国
巾
R
F
E
Z
-
E
H
H
〈
包
国
市
『
戸
田
・
曲
。
∞
-
H
∞
)

0

一
九
一
一
一
一
年
の
刑
法
委
員
会
草
案
一
一

O
条
(
E
Z
E
『
同
色
角

的
可
え
z
s
z
E
S
E
E
C
=
・
5
Z
て
お
よ
び
一
九
一
九
年
草
案
一

O
六
条
百
三
宅
ロ
ユ
〈
S
E
E
・

E
・
-
凶
ロ
Z
R
『
冊
目
包
括
B
u
z
z
s
s

∞
可
え
四
2
3
E
門
戸
Z
N
O
)
に
お
い
て
も

l
l
若
干
の
表
現
上
の
変
更
は
あ
る
が
|
|
ほ
ぽ
同
様
の
規
定
が
置
か
れ
た
(
前
者
は
「
行
為
者
の
犯

罪
後
の
態
度
、
特
に
悔
悟
の
情
を
示
し
た
か
ど
う
か
、
惹
起
し
た
損
害
を
再
び
回
復
し
よ
う
と
努
力
し
た
か
ど
う
か
」
と
し
後
者
は
「
行
為
者

の
犯
罪
後
の
態
度
、
特
に
悔
悟
の
情
を
示
し
た
か
ど
う
か
、
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
再
び
回
復
し
よ
う
と
努
力
し
た
か
ど
う
か
」
と
し

て
い
る
)
。
一
九
二
二
年
に
発
表
さ
れ
た
ラ

l
ト
ブ
ル
ッ
フ
草
案
六
七
条
は
「
刑
の
量
定
に
あ
た
っ
て
は
裁
判
所
は
行
為
が
ど
の
程
度
ま
で
行
為

者
の
非
難
す
べ
き
心
情
又
は
意
向
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
ま
た
、
行
為
が
ど
の
程
度
ま
で
行
為
者
に
対
し
て
非
難
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
原
因

に
基
づ
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
考
慮
す
べ
き
事
項
の
一
つ
に
「
行
為
者
の
犯
罪
後
の
態
度
、
特

に
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
再
び
回
復
し
よ
う
と
努
力
し
た
か
ど
う
か
」
と
い
う
文
一
言
を
掲
げ
た
積
三
者
=
『
『
2
ロ
g
E夜
間
邑

2
=
2

北法44(5・49)1087 



説

U
E
z
s
s
g
g
R
2
2
N
F
5
Z・
5
N
N・
〈
同

--Z2R-
白・白・

0・
∞
巴
)
。
こ
の
部
分
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
一
九
二
五
年
草
案
六
七
条

(
〉
自
己

WF21
開
ロ
プ
弓
巴
『
同
巳
ロ
巾
印
〉
ロ
岡
市
岡
国
内
凶

5
2
H
U巾
ロ
門
的
円
『
巾
ロ
∞
可
広
岡
町
田
市
門

NF匡
円
『
印
口
市

F
2
∞巾伺『門戸口己=口同・]戸市

VN印
(
河
包
円

FM『え〈巴『一白同市)・

E

F白血丹市『
E
5ロ
NE『∞門『白『『
2
F
Z
Z向。『戸

ω

E
・
5

2・
ω
目
。
)
一
九
二
七
年
草
案
六
九
条

(
E
Z
Z
Z
2
5
M
E
-岡
市
自
巳
ロ

2
0
2
Z円
宮
口

∞可田町岡市的巾丹

NFEnF師
同
匂

N叶
呂
芹
∞
丘
四
『
口
口
門
宮
口
問
ロ
ロ

S
N
〉三位向巾ロ(閉山巾国内}同日丹田四回〈
D
『
Z岡
市
)
・
百
一
玄
白

Z
Z包囲巾口

NE『∞門『白『『市内}回門的『巾『
C『
戸
九
一
∞

p
・

5

2・
∞
・
∞
)
、
一
九
三

O
年

草

案

六

九

条

(
E
Z
E三
巴
ロ

g
と
-
岡
市
富
市

5
2
0
2
Z円
F
2
2
2
R
2
2
N
σ
宮
町
田
昌

ω。
(
開
口
言
ロ
ユ
穴
白

F
3
5
一

玄白押吊『

E
F
S
N
R
U
Eマ
巾
円
宮
田
「
市
町
ミ
戸
印
・
∞
門
戸
-

H川

W
2・
ω・
4
ご
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
一
九
二
五
年
草
案
の
理
由
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

行
為
は
刑
罰
の
枠
を
定
め
る
に
す
ぎ
ず
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
科
さ
れ
る
刑
罰
は
、
行
為
者
の
人
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
六
七
条
に
掲

げ
ら
れ
た
各
々
の
量
刑
事
情
は
、
犯
人
の
人
格
に
つ
い
て
情
報
を
得
る
た
め
の
認
識
根
拠
包
『

E
g
g
-
Z
E皇
内
)
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
犯
罪

後

の

態

度

」

も

、

行

為

者

の

性

格

な

い

し

道

徳

的

人

格

を

直

接

・

間

接

に

解

明

す

る

も

の

で

あ

る

|

|

と

(

冨

巳

2
白
-
5ロ

N
R

∞
可
え

zszzF『
戸

ω
・回己・・

5
E
-
∞
印
〔
)
)
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
戦
前
の
諸
草
案
に
つ
い
て
は
、
〈
間
一
回
何
凶
器
』
世
話
巾
ロ
回
『
巴
ロ
∞
-

ω円『白『
NE富市印帥
Eロ
閥
均

R
Z・
H
a

〉
Z
P
E
S
-
∞-
H

O

え
『
・
我
が
国
の
文
献
と
し
て
、
荘
子
邦
雄
「
刑
事
責
任
と
刑
の
量
定
|
|
改
正
刑
法
準
備
草
案

第
四
七
条
と
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
|
|
」
一
一
一
ヶ
月
章
(
編
)
菊
井
先
生
献
呈
論
集
『
裁
判
と
法
』
(
上
)
(
昭
和
四
二
年
)
四
一
二
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
ラ

1
ト
プ
ル
ァ
フ
草
案
に
つ
い
て
は
、
中
谷
道
子
H
宮
津
浩
一
訳
「
ラ

l
ト
プ
ル
ッ
フ
刑
法
草
案
」
法
学
研
究
二
八
巻
八
号
(
昭
和
三

O
年
)
二
三
頁
以
下
を
参
照
。

(
ロ
)
何
異
耳
巴
『
同
門
rw凹
〉
=
問
。
同
固
め
岡
田
内
ロ
叶

2
Z
2ロ
g
印円『担問問。印巾円

NUEnF印
ロ
回
目
『
弘
司
ロ
∞
巾
印
門
主
世
田
印
巾
ロ
己
巾
『
の
「

CP巾ロ

ω丹『担問『巾円
FZWC呂
田

5
5ロ
吉
町
『
印
丹
巾
『

Z
M
E間(白
σ間巾日円
Z
O回目巾ロ

5
0巾
NmgF巾『

5
2
)
呂
円
切
町
四
『

E
E
Z・
5
印
∞
・
〔
以
下
、
開

5

2
と
記
す
〕

(
日
)
岡
山

5

2・∞巾岡『
E
E口
問
(
〉
口
百
-
H
N
)
-
m
-
H
H
円

(
M
)
開

5

2・
F
伺『

E
E口
問
(
〉
ロ
自
己
)
・

ω
5
4ハ
四
条
は
、
各
則
で
の
「
特
別
に
重
い
事
態
」
に
よ
る
加
重
事
例
の
要
件
に
つ
い
て
、
「
行
為
に

属
し
ま
た
は
そ
れ
に
先
行
す
る
事
情
も
し
く
は
犯
罪
後
に
お
け
る
行
為
者
の
態
度
が
不
法
お
よ
び
責
任
を
著
し
く
高
め
る
と
き
は
、
特
別
に
重

い
事
態
が
生
じ
た
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(
日
)
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
章
第
四
節
一
を
参
照
。

(
日
)
な
お
、
一
九
五
九
年
第
二
草
案
六
二
条
と
一
九
六

O
年
草
案
六

O
条
と
で
は
若
干
の
文
言
の
変
更
が
あ
っ
た
点
に
つ
き
、
第
三
章
第
四
節
一

の
注
(
日
)
を
参
照
。

論
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説

(三)

諸
外
国
の
立
法
例

論

山
既
に
本
稿
第
二
章
第
二
節
に
お
い
て
、
諸
外
国
の
量
刑
基
準
に
関
す
る
立
法
例
を
概
観
し
た
が
、
そ
こ
で
は
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯

罪
後
の
態
度
」
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
的
量
刑
規
定
の
中
に
「
量
刑
事
情
」
を
列
挙
す
る
立
法
例
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
事
情
の
一
つ
と
し
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を

そ
こ
で
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
掲
げ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
別
に
「
減
軽
事
情
」
を
規
定
す
る
条
文
を
設

け
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
か
な
り
具
体
的
に
例
示
す
る
と
い
う
立
法
例
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

掲
げ
る
こ
と
が
多
い
が
、

一
般
的
量
刑
規
定
の
中
に
「
量
刑
事
情
」

と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
掲
げ
つ
つ
、
「
減
軽
事
情
」
を
規
定
す
る
条
文
に
お
い
て
も
そ
の
具
体
的
例
示
を
行
う
立
法
例
も
存
在
す
る
。

(
お
)

こ
の
よ
う
に
独
立
し
た
「
滅
軽
事
情
」
を
条
文
化
す
る
方
法
は
、
我
が
国
の
刑
法
典
に
お
け
る
処
断
刑
形
成
過
程
で
の
諸
規
定
と
類
似
す
る

カf

一
般
的
量
刑
規
定
と
併
存
し
そ
れ
を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
告
刑
の
形
成
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
以
下
、
若
干
の

例
を
分
類
し
て
み
よ
う
。

(
鈎
)

①
量
刑
事
情
の
一
つ
と
し
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
掲
げ
、
特
に
例
示
は
行
わ
な
い
も
の
:
:
:
ポ
ー
ラ
ン
ド
刑
法
五

O
条
二
項
。
我
が
国

の
改
正
刑
法
草
案
四
八
条
二
項
も
こ
こ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
初
)

②
量
刑
事
情
の
一
つ
と
し
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
掲
げ
、
そ
こ
で
例
示
を
行
う
も
の
:
:
:
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
二
項
。

③
一
般
的
量
刑
規
定
の
中
で
は
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
掲
げ
ず
、
そ
れ
と
は
別
に
「
減
軽
事
情
」
を
規
定
す
る
条
項
を
設
け
、
そ
こ
で
「
犯

(

訂

)

(

明

記

)

(

ね

)

罪
後
の
態
度
」
の
具
体
的
例
示
を
行
う
も
の
:
:
:
ロ
シ
ア
刑
法
三
八
条
、
ス
イ
ス
刑
法
六
四
条
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
三
四
条
、
ス
ペ
イ
ン

(
弘
)

刑
法
九
条
。

④
一
般
的
量
刑
規
定
の
中
で
量
刑
事
情
の
一
つ
と
し
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
掲
げ
、
別
に
「
減
軽
事
情
」
を
規
定
す
る
条
文
に
お
い
て

北法44(5' 52) 1090 



(

お

)

(

お

)

(

幻

)

も
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
具
体
的
例
示
を
行
う
も
の
:
:
:
イ
タ
リ
ア
刑
法
六
二
条
、
ギ
リ
シ
ャ
刑
法
八
四
条
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
人
四
条
。

ωこ
こ
で
|
|
法
律
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
|
|
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
裁
判
所
の
た
め
の
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け

る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
関
す
る
項
目
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

(
お
)

既
に
見
た
よ
う
に
、
右
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
「
犯
罪
レ
ベ
ル
」
と
「
犯
罪
歴
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
具
体
的
事
例
に
応
じ
て

量刑基準に関する一試論 (4・完)

前
者
に
適
用
さ
れ
る
補
正
事
項
(
包
』

5
5
2
5
の
一
つ
に
「
責
任
の
認
容

2
2告
S
ロ円巾。『

F
4
2印

FE--q)」
に
よ
る
減
軽
事
情
(
包
開

(
扮
)

H

・H

・
)
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
コ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
項
目
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
同
犯
罪
組
織
や
集
団
か
ら
の
任
意
の
脱
退
、

ま
た
は
そ
れ
ら
の
集
団
の
解
散
、
川
有
罪
判
決
前
に
、
被
害
者
に
対
し
任
意
に
損
害
賠
償
を
行
う
こ
と
、
判
当
局
に
対
し
て
、
当
該
犯
罪
な

い
し
関
連
行
為
に
つ
い
て
任
意
に
か
つ
真
撃
に
自
白
す
る
こ
と
、
同
犯
罪
遂
行
後
、
速
や
か
に
当
局
に
対
し
て
自
首
す
る
こ
と
、
例
当
該
犯

罪
に
よ
る
利
益
や
そ
こ
で
用
い
た
道
具
の
回
収
に
つ
き
、
当
局
に
対
し
て
任
意
に
協
力
す
る
こ
と
、
川
犯
罪
時
に
お
け
る
役
職
や
地
位
を
任

意
に
辞
退
し
た
こ
と
、
同
責
任
を
認
容
す
る
行
為
の
適
時
性
主
自
己

5
2と
な
ど
が
考
慮
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。
被
告
人

が
憲
法
上
の
権
利
を
行
使
し
た
場
合
(
例
え
ば
起
訴
事
実
の
一
部
を
争
う
場
合
)
に
も
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
適
用
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
有

罪
答
弁
自
体
は
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
下
で
は
減
軽
事
情
と
な
ら
な
い
。

(ω) 

以
上
に
対
し
て
、
加
重
事
情
と
さ
れ
る
も
の
に
は
「
故
意
に
よ
る
訴
訟
手
続
の
妨
害
又
は
遅
延
(
者
ニ
一
『

=
-
q
o
σ
2
2円円
F
E
R
-
E完
全
口
問

句

gnm巾
《
出
口
四
回
)
」
(
明

ω(リ
H

・
H

・)

と
い
う
項
目
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
。
こ
の
項
目
の
適
用
に
あ
た

っ
て
は
、
例
証
拠
物
を
損
壊
・
隠
匿
し
又
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
お
う
と
す
る
こ
と
、
川
他
人
に
同
の
行
為
を
行
わ
せ
る
こ
と
、
例
予
審
・

大
陪
審
・
公
判
・
量
刑
手
続
な
ど
の
す
べ
て
の
司
法
手
続
に
お
い
て
、
偽
証
し
又
は
他
人
に
偽
証
さ
せ
、
な
い
し
は
変
造
・
偽
造
さ
れ
た
証

拠
書
類
を
提
出
し
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
同
直
接
又
は
間
接
的
に
、
共
同
被
告
人
、
証
人
、
陪
審
員
を
脅
迫
・
威
迫
し
、
あ
る
い

は
そ
の
他
の
方
法
で
こ
れ
ら
の
者
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
、
判
判
決
前
そ
の
他
に
お
け
る
調
査
の
過
程
で
、
保
護
観
察
官
に
虚
偽

北法44(5・53)1091



説

の
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
、
な
ど
が
考
慮
さ
れ
う
る
。
こ
れ
ら
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
裁
判
官
は
、
疑
わ
し
い
証
言
や
供
述
を
被
告
人
に

(
日
出
)

有
利
な
観
点
か
ら
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、
被
告
人
に
よ
る
憲
法
上
の
権
利
行
使
や
有
罪
答
弁
の
有
無
を
考
膚
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。

論

ま
た
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
離
脱
す
る
要
件
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

人
が
第
三
者
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
捜
査
・
訴
追
に
つ
い
て
実
質
的
な
協
力
を
行
っ
た
こ
と
を
当
該
機
関
が
申
告
し
た
場
合
に
は
ガ
イ
ド
ラ

こ
の
中
で
も
、
被
告

北法44(5・54)1092

イ
ン
を
下
回
る
量
刑
が
認
め
ら
れ
て
い
る

(
即
日
ハ

H

H

)

。
他
方
、

か
よ
う
な
協
力
を
拒
否
し
た
こ
と
を
加
重
事
情
と
し
て
は
な
ら
な
い
と

す
る
項
目
(
間
切
関
H
-
N
)

が
存
在
す
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
お
)
本
章
第
二
節
参
照
。

(
却
)
本
稿
第
二
章
第
二
節
注
(
却
)
参
照
。

(
却
)
本
稿
第
二
章
第
二
節
注
(
泊
)
参
照
。

(
幻
)
〈
ロ
シ
ア
共
和
国
刑
法
V

第
三
八
条
(
責
任
を
滅
軽
す
る
事
情
)
〔
一
部
〕

刑
を
量
定
す
る
に
あ
た
り
、
責
任
を
減
軽
す
る
事
情
と
認
め
ら
れ
る
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

③
心
か
ら
の
後
悔
又
は
自
首
、
並
び
に
犯
罪
摘
発
へ
の
積
極
的
協
力
。

(
な
お
、
本
稿
第
二
章
第
二
節
注
(
剖
)
参
照
。
)

(
認
)
〈
ス
イ
ス
刑
法
V

第
六
四
条
〔
一
部
〕

裁
判
官
は
次
の
場
合
に
は
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
為
者
が
誠
実
な

(
E
E
n
E開
)
悔
悟
の
念
を
行
為
に
よ
っ
て
実
証
し
た
場
合
。
特
に
犯
人
に
期
待
し
う
る
限
り
に
お
い
て
損
害
を
賠
償
し
た

場
合
。

犯
行
以
来
比
較
的
長
い
期
間
が
経
過
し
、
犯
人
が
こ
の
期
間
中
そ
の
行
状
を
慎
ん
だ
場
合
。



量刑基準に関する一試論 (4・完)

(
な
お
、
本
稿
第
二
章
第
二
節
注
(
部
)
参
照
。
)

(
お
)
《
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
〉

第
三
四
条
(
特
別
の
減
軽
事
情
)
〔
一
部
〕

特
に
次
の
場
合
は
減
軽
事
情
と
な
る
。
行
為
者
が
、

⑪
よ
り
重
大
な
損
害
を
加
え
る
機
会
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
任
意
に
こ
れ
を
抑
制
し
た
場
合
、

わ
る
第
三
者
に
よ
っ
て
賠
償
さ
れ
た
場
合

⑬
惹
起
し
た
損
害
を
賠
償
し
又
は
そ
の
他
の
不
利
益
な
結
果
を
阻
止
す
る
た
め
に
真
撃
に
努
力
し
た
場
合

⑬
容
易
に
逃
走
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
又
は
恐
ら
く
発
見
さ
れ
ず
に
す
む
状
態
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
首
し
た
場
合

⑪
改
俊
の
情
あ
る
自
白
を
な
し
又
は
そ
の
供
述
に
よ
っ
て
真
実
発
見
の
た
め
に
重
要
な
寄
与
を
な
し
た
場
合

⑬
所
為
を
す
で
に
か
な
り
以
前
に
な
し
た
も
の
で
あ
り
か
っ
そ
の
後
善
行
を
保
持
し
た
場
合

(
な
お
、
本
稿
第
二
章
第
二
節
注
(
幻
)
参
照
。
)

(
鈍
)
〈
ス
ペ
イ
ン
刑
法
〉

第
九
条
〔
一
部
〕

減
軽
事
情
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑤
犯
人
が
司
法
手
続
の
開
始
を
知
る
前
に
、
か
つ
任
意
の
後
悔
に
か
ら
れ
て
、
犯
罪
の
結
果
を
回
復
も
し
く
は
減
少
し
、
被
害
者
に
賠
償
を

し
ま
た
は
官
憲
に
自
首
し
た
こ
と

ぐ
開
--vc円
F
白
目

1ω
円

F
E
E
?
o
-巾
的
丹
『
由
同

N
E同国
2
M
Eロ

m
Z
『
巾
円

F門
的
〈
巾
『
四

Z
R
F巾
ロ
且
巾
『
口
同
『
印
丹
市
一
一
巴
口
問
-
H
m
v
合
同
・

ω
目

。

∞

『

・

〉

品

。

一

門

的

円

F
Dロ
}
州
市

H
Z
D『
印
門

ω円
F
『
O
向
田
市
『

H
の

巾

円

『

白

『

仏

関

-
2ロ
垣
内
田
口

(
F吋
印
四
・
)
・

ω白
B
B
E
-
E口
問

印

E
O巾
『

ι巾
=
門
的
門
町
内
「
∞
円
「
担
問
問
巾
印
巾
門

N
U
Z円
}
】
巾
門
戸
口
己
巾
ロ

g
n
F巾
『

己

σ巾
『
凹
巾
門

N
E口
問
・

Z
『

・

。

。

・

∞

h
H
.
 (

訳
文
は
、
法
務
資
料
三
八
三
号
(
昭
和
三
八
年
)
八
頁
に
よ
る
。
)

(
お
)
〈
イ
タ
リ
ア
刑
法
〉

第
六
二
条
(
共
通
の
減
軽
事
情
)
〔
一
部
〕

次
の
事
情
は
構
成
要
件
又
は
特
別
の
減
軽
事
情
で
な
い
と
き
は
罪
を
減
軽
す
る
。
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又
は
損
害
が
行
為
者
又
は
行
為
者
に
代



⑤
公
判
前
に
損
害
賠
償
に
よ
り
、
若
し
く
は
可
能
な
と
き
は
肱
物
返
還
に
よ
り
損
害
を
全
部
償
っ
た
こ
と
、
又
は
公
判
前
に
、
か
つ
第
五
六

条
最
終
項
の
場
合
を
除
い
て
、
自
発
的
か
つ
有
効
に
罪
の
有
害
若
し
く
は
危
険
な
結
果
を
排
除
し
若
し
く
は
減
軽
す
る
べ
く
尽
力
し
た
こ

‘
戸
}

(
な
お
、
一
般
的
量
刑
規
定
で
あ
る
二
二
三
条
は
「
そ
の
罪
の
当
時
又
は
事
後
の
行
状
」
に
基
づ
い
て
犯
罪
者
の
犯
罪
能
力
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
本
稿
第
二
章
第
二
節
注
(
認
)
参
照
。
)

(
お
)
〈
ギ
リ
シ
ャ
刑
法
〉

第
八
四
条
〔
一
部
〕

二
減
軽
事
情
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

d

行
為
者
が
真
撃
な
悔
悟
を
示
し
、
行
為
の
結
果
を
軽
減
若
し
く
は
完
全
に
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と

e

犯
罪
者
が
犯
罪
後
比
較
的
長
期
間
に
わ
た
っ
て
良
い
行
状
を
示
し
た
こ
と

(
な
お
、
一
般
的
量
刑
規
定
で
あ
る
七
九
条
三
項
で
は
「
行
為
者
の
人
格
」
を
評
価
す
る
と
き
に
「
行
為
後
の
態
度
、
特
に
外
部
に
あ
ら
わ

れ
た
悔
悟
お
よ
び
行
為
の
結
果
を
回
復
す
る
意
思
」
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
本
稿
第
二
章
第
二
節
注
(
お
)
参
照
。
)

(
幻
)
〈
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
〉

第
八
四
条
〔
一
部
〕

次
の
場
合
に
は
、
可
罰
的
行
為
に
対
し
科
せ
ら
れ
て
い
る
法
定
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
行
為
者
が
、
可
罰
的
行
為
の
既
遂
後
自
発
的
に
彼
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
険
を
除
去
し
た
場
合

⑦
行
為
者
が
、
可
罰
的
行
為
の
既
遂
後
彼
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
完
全
に
回
復
し
た
場
合

③
行
為
者
が
、
既
遂
を
回
避
し
又
は
生
じ
た
損
害
を
回
復
す
る
た
め
に
自
発
的
に
努
力
し
た
場
合

⑨
行
為
者
が
、
自
発
的
に
自
首
し
、
又
は
す
べ
て
を
自
白
し
た
場
合

(
な
お
、
一
般
的
量
刑
規
定
で
あ
る
八

O
条
一
項
は
考
慮
す
べ
き
量
刑
事
情
と
し
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
掲
げ
る
。
本
稿
第
二
章
第
二
節

注
(
お
)
参
照
。
)

(
犯
)
本
稿
第
二
章
第
二
節
3
参
照
。
文
献
に
つ
い
て
は
、
同
注

を
使
用
し
た
。

説論

(
H
U
)

参
照
。
こ
こ
で
は
、

北法44(5・56)1094

司
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w
o



(
却
)
包
開
H

・H

・
〔
責
任
の
認
容
〕

a

被
告
人
が
、
犯
罪
行
為
に
対
す
る
自
己
の
責
任
を
明
ら
か
に
認
識
し
、
認
容
す
る
態
度
を
示
し
た
場
合
に
は
、
犯
罪
レ
ベ
ル
を
2
減
ず
る
。

b

被
告
人
は
、
有
罪
判
決
が
、
自
己
の
有
罪
答
弁
、
裁
判
所
な
い
し
陪
審
に
よ
る
有
罪
認
定
、
公
判
に
お
い
て
有
罪
判
決
が
出
さ
れ
る
実

際
の
確
実
性
の
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
本
節
の
適
用
を
受
け
る
。

C

有
罪
の
答
弁
を
し
た
被
告
人
は
、
そ
の
当
然
の
権
利
と
し
て
、
本
節
に
よ
る
刑
の
減
軽
を
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

(

却

)

副

ω
わ
日
目
〔
故
意
に
よ
る
訴
訟
手
続
の
妨
害
又
は
遅
延
〕

被
告
人
が
、
当
該
犯
罪
に
関
す
る
取
調
べ
ま
た
は
訴
訟
の
過
程
で
、
司
法
手
続
を
故
意
に
遅
延
又
は
妨
害
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
行
お

う
と
し
た
場
合
は
、
犯
罪
レ
ベ
ル
を
2
増
加
す
る
。

(
H
U
)

な
お
、
本
規
定
と
「
適
正
手
続
の
保
障
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
阿
部
泰
昌
「
合
衆
国
量
刑
指
針
に
よ
る
量
刑
実
務
と
適
正
手
続
の
保
障
」

阪
大
法
学
四
二
巻
二
H
三
号
(
平
成
四
年
)
二
二
頁
以
下
参
照
。

量刑基準に関する一試論 (4・完)

判
例
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

(→ 
我
が
国
の
判
例

川
我
が
国
の
判
例
が
、
官
一
告
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
量
刑
事
情
と
し
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
も
考
慮
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

(
1
)
 

既
に
見
た
一
般
的
量
刑
基
準
に
関
す
る
諸
判
例
の
中
で
示
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
例
え
ば
死
刑
選
択
の
基
準
に
関
す
る
「
永
山
事
件
」
第
-

(

2

)

(

3

)

 

次
上
告
審
判
決
も
、
考
慮
す
べ
き
事
情
の
一
つ
に
「
犯
行
後
の
状
況
」
を
掲
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
刑
法
二
五
条
一
項
に
お
け
る
執
行
猶
予

(
4
)
 

を
な
し
う
べ
き
「
情
状
」
に
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
含
ま
れ
う
る
こ
と
も
、
判
例
上
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
。
以
下
で
は
、
「
犯
罪
後

;j~法44(5 ・ 57) 1095 



説

の
態
度
」

(5) 

を
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
の
当
否
が
示
さ
れ
た
若
干
の
判
例
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

官命

閉
ま
ず
、
公
判
廷
に
お
け
る
被
告
人
の
態
度
に
関
す
る
判
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
川
広
く
訴
訟
に
対
す
る
取
り
組
み
方
一
般
を

問
題
に
す
る
場
合
と
、
川
特
に
自
白
な
い
し
否
認
を
問
題
に
す
る
場
合
と
に
大
別
で
き
る
。
先
に
川
に
属
す
る
判
例
を
掲
げ
よ
う
。

〔

1
〕
東
京
地
判
昭
和
四
四
年
一
一
月
二
八
日
判
例
時
報
五
七
七
号
四
七
頁
(
い
わ
ゆ
る
東
大
事
件
欠
席
判
決
第
一
号
)
。

「
被
告
人
ら
は
、
自
ら
の
抱
く
政
治
的
信
条
の
正
当
性
の
確
認
を
裁
判
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
現
行
憲
法
に
照
し
て
全
く
根
拠
の

な
い
見
当
ち
が
い
の
要
求
を
し
、
『
統
一
公
判
要
求
』
の
名
の
下
に
な
す
こ
の
要
求
が
裁
判
所
に
い
れ
ら
れ
な
い
と
知
る
や
、
出
廷
拒
否
そ
の
他

の
方
法
で
裁
判
を
受
け
る
こ
と
自
体
を
拒
否
す
る
行
動
を
と
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
行
動
は
、
た
だ
に
被
告
人
ら
は
全
く
反
省
の
念
が

な
い
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
主
観
的
に
正
義
と
信
ず
る
と
こ
ろ
を
、
裁
判
所
に
否
定
さ
れ
た
後
に
お
い
て
相
手
か
ま
わ
ず
所
嫌
わ
ず
実
力

で
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
の
定
め
る
法
の
支
配
と
思
想
的
寛
容
と
に
正
面
か
ら
挑
戦
す
る
行
為
と
し
て
法
的
に
厳
し
く
負
の

評
価
が
与
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」

〔

2
〕
大
阪
高
判
昭
和
五
四
年
一
月
一
六
日
判
タ
三
七
八
号
一
五
七
頁
(
い
わ
ゆ
る
「
生
駒
郵
便
局
事
件
」
)
。

本
件
は
、
訴
訟
へ
の
取
組
み
な
ど
か
ら
み
て
被
告
人
に
は
反
省
の
念
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
量
刑
事
情
の
一
つ
に
考
慮
し
て
被
告
人
を
実
刑

に
処
し
た
原
判
決
の
量
刑
を
、
原
判
決
の
時
点
を
基
準
と
す
る
限
り
相
当
と
し
つ
つ
、
そ
の
後
の
事
情
変
更
を
餅
酌
し
た
場
合
は
原
判
決
を
破
棄

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
被
告
人
に
対
し
刑
の
執
行
を
猶
予
し
た
事
例
で
あ
る
。

「
被
告
人
が
各
被
害
者
に
対
し
十
分
な
謝
罪
を
す
る
こ
と
も
、
ま
た
慰
籍
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
も
し
て
お
ら
ず
、
反
省
の
情
が
乏
し
か
っ
た
こ

と
及
び
原
審
公
判
段
階
で
の
被
告
人
の
言
動
に
照
ら
す
と
、
被
告
人
の
刑
事
責
任
は
重
大
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
(
中
略
)
原
判
決

の
時
点
を
基
準
と
す
る
か
ぎ
り
、
被
告
人
を
懲
役
一
年
の
実
刑
に
処
し
た
原
判
決
の
量
刑
が
不
当
に
重
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
原
判
決

後
、
一
度
請
求
し
た
再
保
釈
を
撤
回
し
て
本
判
決
言
渡
ま
で
の
七
か
月
余
の
間
未
決
勾
留
に
甘
ん
じ
反
省
の
情
を
示
し
た
こ
と
、
被
告
人
は
各
被

害
者
に
対
し
拘
置
所
内
か
ら
手
紙
を
出
し
て
本
件
各
犯
行
を
謝
罪
し
、
被
告
人
の
妻
も
各
被
害
者
に
謝
罪
し
て
ま
わ
っ
た
こ
と
、
傷
害
を
蒙
っ
た

K
に
対
し
て
は
弁
護
人
を
介
し
て
五

O
万
円
を
郵
送
し
慰
籍
の
た
め
の
誠
意
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
、
原
審
の
公
判
段
階
で
被
告
人
に
対
し
影
響
力

を
及
ぼ
し
て
い
た
と
認
む
べ
き
い
わ
ゆ
る
支
援
者
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
の
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
が
、
当
審
公
判
廷
で
喧
騒
に
わ
た
る
な
ど
し
て
審
理

を
妨
害
す
る
な
ど
の
振
舞
に
及
ん
だ
こ
と
の
非
を
認
め
、
被
告
人
自
身
も
当
審
公
判
廷
に
お
い
て
は
真
面
目
に
審
理
に
応
じ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
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事
実
か
ら
も
被
告
人
の
改
俊
の
情
が
窺
知
で
き
る
こ
と
な
ど
を
齢
酌
す
る
と
」
原
判
決
の
刑
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
の
は
相
当
で
な
い
と
し
た
。

右
の
う
ち
判
例
〔
1
〕

で
は
、
被
告
人
の
「
裁
判
拒
否
の
行
動
」
が
反
省
の
念
の
な
い
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
特
に
著
し
い
場
合

に
は
「
法
的
に
厳
し
く
負
の
評
価
が
与
え
ら
れ
」
る
も
の
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
判
例
〔
2
〕
の
原
審
で
は
、
訴
訟
へ
の
対
応

(
6
)
 

の
仕
方
も
「
犯
行
に
対
す
る
反
省
の
有
無
、
程
度
の
徴
表
と
な
り
う
る
」
と
判
示
さ
れ
て
い
た
が
、
本
判
例
で
は
、
そ
れ
が
審
級
の
推
移
と

と
も
に
変
化
し
て
い
っ
た
場
合
に
は
、
原
判
決
の
刑
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
の
が
適
当
で
は
な
い
こ
と
の
一
因
と
な
り
う
る
旨
が
指
摘
さ
れ

(
7
)
 

て
い
る
。

間
次
に
、

ωの
類
型
に
属
す
る
判
例
を
見
ょ
う
。

量刑基準に関する一試論 (4・完)

(
3
〕
高
松
高
判
昭
和
二
五
年
五
月
三
日
高
裁
刑
判
特
報
一

O
号
一
六
O
頁。

「
所
論
犯
罪
事
実
を
自
白
し
改
俊
を
誓
う
被
告
人
と
犯
罪
事
実
が
認
め
ら
れ
る
証
拠
乃
至
は
情
況
が
あ
る
の
に
犯
行
を
否
認
し
、
し
か
も
そ
の
否

認
は
合
理
的
理
由
が
な
い
よ
う
な
場
合
の
被
告
人
と
は
量
刑
上
処
遇
を
異
に
す
る
の
は
刑
の
目
的
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
言
う

て
こ
の
よ
う
な
処
刑
を
目
し
て
量
刑
の
少
し
で
も
軽
い
の
を
願
う
被
告
人
の
心
理
に
影
響
を
与
へ
ひ
い
て
は
自
白
を
す
る
に
至
る
結
果
と
な
り
間

接
に
自
白
の
強
要
と
な
る
又
は
新
刑
訴
の
認
め
て
い
る
黙
秘
権
を
侵
す
違
法
が
あ
る
と
一
言
守
つ
所
論
は
当
を
得
な
い
。
」

本
判
決
は
、
自
白
を
減
軽
事
情
と
し
、
否
認
を
加
重
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
は
量
刑
上
許
さ
れ
、
自
白
の
強
要
な
い
し
黙
秘
権
の
侵

害
と
は
な
ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
よ
献
に
驚
く
べ
き
率
直
さ
を
も
っ
て
、
問
題
は
消
極
に
断
定
せ
ら
れ
て
」

(
8
)
 

そ
れ
に
は
問
題
の
提
起
者
を
し
て
納
得
せ
し
め
る
だ
け
の
説
得
力
が
鉄
け
て
い
る
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
確
か

お
り
、
「
残
念
な
が
ら
、

に
本
判
決
に
お
い
て
は
「
刑
の
目
的
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
簡
単
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
自
白
を
減
軽
事
情
と

し
否
認
を
加
重
事
情
と
し
て
考
慮
で
き
る
こ
と
の
十
分
な
浬
論
的
根
拠
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
本
判
決
で
は
す
べ
て
の
否
認
が
加

重
事
情
に
な
る
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
犯
罪
事
実
が
認
め
ら
れ
る
証
拠
乃
至
は
情
況
が
あ
る
の
に
犯
行
を
否
認
し
、

し
か
も
そ
の
否
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説

認
は
合
理
的
理
由
が
な
い
よ
う
な
場
合
」
に
限
る
と
し
て
い
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
判
決
以
降
、
次
の
よ
う
な
二
判
例
が
見
ら
れ
る
。

論

〔
4
〕
東
京
高
判
昭
和
二
八
年
二
一
月
一
四
日
高
裁
刑
判
特
報
三
九
号
一
一
一
一
一
頁
。

「
被
告
人
等
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
黙
秘
権
を
行
使
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
量
刑
上
被
告
人
等
の
た
め
不
利
益
に
考
慮
す
べ
き
資
料
た
り
得
な
い
こ

と
は
淘
に
所
論
の
と
お
り
で
あ
る
。
」

〔5
〕
東
京
高
判
昭
和
四
二
年
三
月
七
日
下
刑
集
九
巻
三
号
一
七
五
頁
。

「
(
検
察
官
の
控
訴
趣
意
に
つ
い
て
)
所
論
は
さ
ら
に
、
被
告
人
が
原
審
公
判
廷
以
来
、
犯
意
の
点
に
つ
い
て
否
認
し
て
い
る
こ
と
を
捉
え
、
改
俊

の
情
が
な
い
と
も
論
難
す
る
が
、
単
に
否
認
に
止
ま
り
、
こ
と
さ
ら
虚
構
の
事
実
を
構
え
て
不
当
に
そ
の
罪
責
を
免
れ
よ
う
と
す
る
如
き
格
段
の

事
情
の
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
所
論
の
如
く
否
認
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
改
俊
の
情
な
き
も
の
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

判
例
〔

4
〕

で
は
ー
ー
や
は
り
詳
し
い
理
論
的
根
拠
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が

i
1
先
に
見
た

(
9
)
 

は
、
学
説
上
「
条
件
付
否
定
説
」
と
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
こ
と
さ
ら
虚
構
の
事
実
を
構

〔

3
〕

と
は
明
ら
か
に
相
反
す
る
結
論
が

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
判
例
〔

5
〕

え
て
不
当
に
そ
の
罪
責
を
免
れ
よ
う
と
す
る
知
き
格
段
の
事
情
の
認
め
ら
れ
な
い
限
り
」
否
認
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
改
慢
の
情
が
な
い
も
の

と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
判
例
〔
3
〕
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
点
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
す
べ
て
の
否
認
が
被
告
人
に
と
っ
て
不
利
な
事
情
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
旨
を
判
断
し
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
判
例
〔
3
〕

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
黙
秘
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
判
例
〔

5
〕
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

基
本
的
に
は
判
例
〔

5
〕
と
同
様
の
見
解
に
依
拠
し
つ
つ
、
供
述
内
容
を
被
告
人
に
不
利
に
解
し
た
判
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

〔6
〕
徳
島
地
判
昭
和
四
二
年
三
月
二
四
日
下
刑
集
九
巻
三
号
三
三
二
頁
。

「
被
告
人
は
当
公
廷
に
お
い
て
判
示
金
員
供
与
申
込
み
の
趣
旨
に
つ
い
て
市
議
会
議
員
選
挙
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
終
始
一
貫
し
て
供
述
を
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
こ
の
よ
う
な
供
述
を
も
っ
て
直
ち
に
、
刑
事
被
告
人
の
反
省
心
欠
如
の
あ
ら
わ
れ
と
み
な
し
て
刑
事
責
任
を
追

及
す
る
に
あ
た
り
殊
更
に
不
利
な
取
り
扱
い
を
な
す
こ
と
は
、
被
告
人
が
黙
秘
権
を
有
す
る
以
上
、
一
般
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
前
述
の
よ
う
な
供
述
を
な
す
被
告
人
の
属
性
、
と
く
に
社
会
的
地
位
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
の
供
述
内
容
な
ら
び
に
態
度
か
ら
し
て

同
人
の
反
省
心
の
有
無
・
程
度
を
判
定
す
る
こ
と
は
、
何
ら
、
前
述
の
被
告
人
の
刑
事
訴
訟
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
と
い
え
な
い
。
け
だ

し
、
被
告
人
の
犯
罪
の
成
否
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
当
公
廷
に
お
い
て
、
市
議
会
議
員
の
地
位
を
辞
す
る
意
思
の

な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
(
中
略
)
前
述
の
よ
う
な
被
告
人
の
当
公
廷
の
供
述
は
、
果
し
て
、
被
告
人
に
政
治
的
良
心
の
存
在
を
肯
定
し
う

る
で
あ
ろ
う
か
。
被
告
人
に
は
、
判
示
所
為
に
対
す
る
反
省
心
が
あ
る
も
の
と
は
、
と
う
て
い
う
か
が
え
な
い
。
(
中
略
)
こ
の
際
、
本
件
選
挙

犯
罪
に
対
し
て
は
、
自
由
刑
、
し
か
し
そ
の
実
刑
を
も
っ
て
臨
み
、
被
告
人
に
対
し
そ
の
責
任
を
追
及
し
、
そ
の
強
い
反
省
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
」

本
判
決
が
一
般
論
と
し
て
展
開
し
た
部
分
は
、

で
、
判
例
〔

5
〕

否
認
を
も
っ
て
直
ち
に
不
利
な
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
と
い
う
点

し
か
も
本
判
決
で
は
、

と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
の
理
論
的
根
拠
を
、

被
告
人
の
黙
秘
権
と
の
関

連
で
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
判
例
〔

5
〕

よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
し
か
し
一
方
で
本
判
決
は
、
被
告

人
の
供
述
内
容
な
ら
び
に
態
度
か
ら
同
人
の
反
省
点
の
有
無
・
程
度
を
判
定
す
る
こ
と
は
、
「
被
告
人
の
犯
罪
の
成
否
に
関
す
る
も
の
で
は

な
い
」
か
ら
黙
秘
権
を
侵
害
一
目
す
る
と
は
言
え
な
い
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
、
否
認
を
も
っ
て
直
ち
に
不
利
な
事
情
と
し
て
考

量刑基準に関する一試論 (4・完)

慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
部
分
と
い
か
に
調
和
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
と
と
も
に
、
犯
罪
の
成
否
と
無
関
係
で
あ
れ
ば
黙
秘
権

を
な
ぜ
侵
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

凶
被
告
人
が
「
数
日
後
に
同
種
犯
罪
に
及
ん
だ
」
と
い
う
事
情
が
量
刑
上
考
慮
さ
れ
た
判
例
が
あ
る
。

〔7
〕
東
京
高
判
昭
和
五
一
年
一
一
月
一
一
一

O
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
四
七
号
二
九
二
頁
。

「
所
論
は
、
原
判
決
は
被
告
人
が
本
件
後
に
犯
し
た
監
禁
及
び
強
姦
致
死
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
に
被
告
人
を
実
刑
に
処
し
た
が
、

こ
れ
は
憲
法
三
一
条
及
び
三
九
条
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
検
討
す
る
と
、
原
判
決
が
量
刑
の
事
情
と
し
て
、
被
告
人
は
追
従
的
に
犯
行
に
関
与
し
た
も
の
で
、
そ
の
行
為
は
未
遂
で
あ
り
、
示
談

も
成
立
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
、
本
件
犯
行
の
四
日
後
に
も
三
人
と
共
謀
の
う
え
通
行
中
の
若
い
女
性
を
車
に
連
れ
込
ん
で
監
禁
、
強
姦
し
た
こ

と
で
監
禁
罪
及
び
強
姦
致
傷
罪
に
よ
り
懲
役
三
年
五
年
間
執
行
猶
予
の
裁
判
を
受
け
た
こ
と
(
未
確
定
)
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、
被
告
人
を
懲
役
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説

一
年
六
月
に
処
し
た
旨
説
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
原
判
決
書
の
記
載
に
徴
し
明
ら
か
で
あ
る
が
、
刑
事
事
件
の
裁
判
の
量
刑
に
あ
た
っ
て
は
、
犯

罪
の
動
機
、
目
的
、
方
法
、
態
様
等
犯
罪
行
為
自
体
に
関
す
る
事
柄
の
ほ
か
、
被
告
人
の
前
歴
、
性
格
、
傾
向
と
い
っ
た
被
告
人
本
人
に
関
す
る

事
情
も
ま
た
考
慮
の
対
象
と
な
り
、
別
件
を
右
の
情
状
を
知
る
た
め
の
一
資
料
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

っ
て
、
と
く
に
本
件
の
よ
う
に
被
告
人
が
数
日
後
に
再
び
同
種
の
行
為
に
及
ん
だ
と
い
う
事
情
は
当
時
の
被
告
人
の
性
格
、
行
状
、
生
活
態
度
等

を
理
解
す
る
の
に
有
用
で
あ
り
、
原
判
決
は
別
件
を
右
の
趣
旨
に
お
い
て
考
慮
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
」

論

(
叩
)

本
判
決
は
|
|
判
示
中
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
|
|
基
本
的
に
は
昭
和
四
一
年
の
最
高
裁
判
決
の
見
解
に
立
脚
し
つ
つ
、
「
数
日
後

に
再
ぴ
同
種
の
行
為
に
及
ん
だ
」
と
い
う
事
情
を
量
刑
上
考
慮
し
て
よ
い
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
右
最
高
裁
判
決

に
お
い
て
は
、
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
犯
罪
事
実
を
①
実
質
上
処
罰
す
る
趣
旨
で
量
刑
上
考
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
②
量
刑
の
た
め

の
一
情
状
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
禁
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
本
判
決
は
、
「
数
日
後
に
再
び
同
種
の
行

為
に
及
ん
だ
」
と
い
う
事
情
を
、
「
当
時
の
被
告
人
の
性
格
、
行
状
、
生
活
態
度
等
を
理
解
す
る
の
に
有
用
」

で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
右
の

②
の
観
点
の
下
で
餌
酌
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
て
ー
ー
そ
の
結
論
の
当
否
は
別
に
し
て
も
|
|
「
犯

罪
後
の
態
度
」
が
い
わ
ゆ
る
余
罪
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
最
高
裁
判
決
の
援
用
す
る
論
理
に
従
っ
て
、
量
刑
事
情
と
し
て
考

慮
さ
れ
う
る
と
い
う
訴
訟
法
上
の
可
能
性
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

(
1
)
本
稿
第
二
章
第
三
節
参
照
。

(
2
)
最
判
昭
和
五
八
年
七
月
八
日
刑
集
三
七
巻
六
号
六

O
九
頁
。

(
3
)
な
お
、
死
刑
が
言
渡
さ
れ
た
最
近
の
判
例
で
、
「
犯
行
後
の
状
況
」
が
不
利
な
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
大
阪
地
判
昭

和
六
三
年
一

O
月
二
五
日
判
時
二
二

O
四
号
五
五
頁
・
名
古
屋
地
判
平
成
元
年
六
月
二
八
日
判
タ
七
一
一
号
二
六
六
頁
・
高
松
地
判
平
成
元
年

一
一
月
二
八
日
判
タ
七
一
二
号
二
三
七
頁
・
福
岡
高
判
平
成
三
年
三
月
二
六
日
判
時
二
二
八
七
号
一
四
五
頁
・
広
島
地
裁
福
岡
支
部
判
平
成
三

年
六
月
二
五
日
判
時
一
四

O
七
号
一
二

O
頁
な
ど
が
あ
る
。
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量刑基準に関する一試論 (4・完)

(
4
)
例
え
ば
、
大
判
昭
和
三
年
七
月
一
四
日
新
聞
二
九

O
一
号
一
一
頁
〔
改
俊
の
情
を
示
し
た
こ
と
〕
・
大
判
大
正
二
二
年
一
一
一
月
五
日
新
聞
二
三

五
一
号
一
五
頁
〔
被
害
の
弁
償
を
行
っ
た
こ
と
〕
・
大
判
昭
和
四
年
六
月
二
四
日
裁
判
例
三
刑
五
五
〔
示
談
が
成
立
し
た
こ
と
〕
な
ど
。

(
5
)
な
お
、
実
務
上
、
控
訴
審
に
お
け
る
破
棄
理
由
の
中
で
高
い
比
率
を
示
し
て
い
る
「
第
一
審
判
決
後
の
情
状
」
(
刑
事
訴
訟
法
三
九
三
条
二
項
・

三
九
七
条
二
項
)
に
基
づ
く
原
判
決
の
破
棄
も
、
広
い
意
味
で
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
酪
酌
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
因
み
に
、
平
成
三
年

度
の
控
訴
審
に
お
け
る
終
局
人
員
の
う
ち
原
判
決
が
破
棄
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
破
棄
理
由
の
内
訳
で
は
「
判
決
後
の
情
状
」

に
よ
る
も
の
が
六
二
・
二
%
と
最
も
多
い
(
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
「
平
成
三
年
に
お
け
る
刑
事
事
件
の
概
況
(
上
)
」
法
曹
時
報
四
五

巻
二
号
(
平
成
五
年
)
一
三
二
頁
参
照
)
。

(
6
)
奈
良
地
判
昭
和
五
三
年
六
月
一
四
日
判
タ
一
二
六
四
号
三

O
七
頁
。

な
お
、
い
わ
ゆ
る
連
続
企
業
爆
破
事
件
第
一
審
判
決
(
東
京
地
判
昭
和
五
四
年
一
一
月
一
一
一
日
刑
月
一
一
巻
一
一
号
一
一
一
一
八
三
頁
)
も
、
被

告
人
ら
が
甚
大
な
被
害
に
対
し
何
ら
の
慰
謝
・
補
償
の
措
置
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
と
と
も
に
、
公
判
段
階
で
の
出
廷
拒
否
、
あ
る
い
は
訴
訟

指
揮
に
従
わ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
不
利
に
考
慮
し
て
い
る
。
控
訴
審
判
決
(
東
京
高
判
昭
和
五
七
年
一

O
月
二
九
日
判
時
一

O
六
二
号
三

O
頁
)
・
上
告
審
判
決
(
最
判
昭
和
六
二
年
三
月
二
四
日
判
時
一
一
一
一
一
八
号
二
二
頁
)
を
も
参
照
。

(
7
)
本
判
決
と
同
様
に
、
「
永
山
事
件
」
の
第
一
次
控
訴
審
判
決
(
東
京
高
判
昭
和
五
六
年
八
月
一
一
一
日
刑
集
三
七
巻
六
号
七
一
一
一
一
一
一
頁
)
も
、
被
告

人
の
有
利
な
情
状
と
し
て
、
第
一
審
判
決
後
獄
中
結
婚
し
、
人
生
の
伴
侶
を
得
て
環
境
に
変
化
が
現
れ
、
控
訴
審
の
公
判
に
お
い
て
は
第
一
審

に
お
け
る
よ
う
な
粗
暴
な
言
動
を
慎
ん
で
い
る
こ
と
、
犯
行
後
獄
中
で
綴
っ
た
手
記
を
出
版
し
、
そ
の
印
税
か
ら
遺
族
に
金
員
を
送
っ
て
慰
謝

の
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
原
審
を
破
棄
し
て
被
告
人
に
無
期
懲
役
を
言
渡
し
て
い
る
。

(
8
)
佐
伯
千
偲
「
量
刑
理
由
と
し
て
の
白
白
と
否
認
」
団
藤
重
光
H

平
場
安
治
H
鴨
良
弼
(
編
)
『
木
村
博
士
還
暦
祝
賀
・
刑
事
法
学
の
基
本
問
題

(
下
)
』
(
昭
和
三
三
年
)
九
九
四
頁
。

(
9
)
久
岡
康
成
「
量
刑
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五

O
O号
(
昭
和
四
七
年
)
四
五
四
頁
。

(
叩
)
本
稿
第
二
章
第
三
節
の
判
例
〔
7
〕
参
照
。
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説

(二)

ド
イ
ツ
の
判
例

論

川
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
行
為
者
の
犯
罪
後
の
態
度
」
が
以
前
か
ら
諸
草
案
に
採
用
さ
れ
、
そ

れ
が
現
行
刑
法
典
四
六
条
二
項
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
に
も
関
連
し
て
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
つ
い
て
の
判
例
が
数
多
く
存
在
す
る
。
内
容

も
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
我
が
国
で
の
議
論
に
と
っ
て
も
参
考
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
い
く
つ
か
を
概
観
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。

間
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
量
刑
に
お
い
て
考
慮
し
う
る
根
拠
づ
け
と
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
は
、
既
に
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例

に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
徴
表
説
(
宮
島
民

Z
2
5
)
」
な
い
し
「
徴
表
的
構
成

(
Z
E
N
E口三
E
E
5ロ
)
」
の
理
論
を
採
用
し

(
日
)

て
い
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
「
犯
罪
後
の
態
度
し
は
、
そ
こ
か
ら
行
為
時
に
お
け
る
行
為
者
の
責
任
お
よ
び

危
険
性
の
程
度
を
推
論
し
う
る
(
「
徴
表
」
と
な
り
う
る
)
た
め
に
量
刑
上
考
慮
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
代
表
的
な
判
例
と
し
て
、

(ロ)

連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
五
一
年
四
月
一

O
日
第
一
刑
事
部
判
決
を
見
て
み
よ
う
。
本
判
決
は
、
被
告
人
の
公
判
廷
に
お
け
る
態
度
が
量
刑
事

情
と
な
り
う
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
被
告
人
の
自
白
な
い
し
否
認
は
、
量
刑
事
情
と
し
て
慎
重
に
評
価
す
る
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
る
。
現
行
刑
事
訴
訟
法
は
、
真
実
発
見
の
た
め
に

被
告
人
に
自
白
を
義
務
づ
け
た
り
、
重
罰
や
未
決
拘
留
へ
の
不
算
入
と
い
っ
た
不
利
益
に
よ
る
威
嚇
に
基
づ
い
て
自
白
す
る
よ
う
に
圧
力
を
か
け

る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
白
し
て
い
る
被
告
人
の
刑
罰
を
、
自
白
と
い
う
理
由
だ
け
で
軽
く
し
た
り
、
否
認
し
て
い

る
被
告
人
の
刑
罰
を
、
否
認
と
い
う
理
由
だ
け
で
重
く
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
か
よ
う
な
自
白
や
否
認
に
つ
い
て
の
形
式
的
考
慮
が
、
被
告
人
に

対
す
る
不
当
な
圧
力
と
し
て
作
用
す
る
結
果
と
な
り
得
る
た
め
に
許
き
れ
な
い
(
刑
事
訴
訟
法
二
三
ハ
条

a)
。
も
っ
と
も
、
訴
訟
中
、
と
り
わ

け
公
判
廷
に
お
け
る
被
告
人
の
態
度
は
、
彼
が
当
該
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
内
心
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
示

し
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
犯
罪
後
の
態
度
に
よ
っ
て
、
犯
罪
行
為
の
不
法
内
容
自
体
は
変
化
し
な
い
と
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
被
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告
人
の
責
任
及
び
危
険
性
の
程
度
を
そ
こ
か
ら
推
論
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
推
論
を
|
l
判
例
や
学
説
に
お
い
て
認
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
|
|
量
刑
上
考
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

(
日
)

本
判
決
の
趣
旨
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
五
四
年
六
月
二
四
日
判
決
を
経
て
、

(
比
)

連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
一
年
八
月
六
日
判
決
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
一
般
化
さ
れ
た
。

「
犯
罪
行
為
に
後
行
す
る
態
度
は
、
行
為
の
不
法
内
容
を
推
論
さ
せ
、
行
為
に
対
す
る
行
為
者
の
内
心
に
お
け
る
(
非
難
さ
れ
る
べ
き
)
態
度
を

認
識
さ
せ
る
限
度
で
、
加
重
方
向
に
考
慮
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
」

も
っ
と
も
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
行
為
者
の
犯
罪
時
の
責
任
(
な
い
し
不
法
)
お
よ
び
危
険
性
の
「
徴
表
」

と
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
判
例
は
一
般
的
な
基
準
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
事
例
ご
と
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

(

日

山

)

(

げ

)

遺
体
を
埋
葬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
の
発
覚
を
困
難
に
し
た
場
合
ゃ
、
単
に
罪
跡
の
渥
減
を
図
っ
た
場
合
、
自
己
の
犯
情
を
軽
く
見
せ
る

(

時

)

(

川

口

)

を
行
っ
た
場
合
、
拘
留
中
に
反
抗
的
な
態
度
を
示
し
た
場
合
に
、
か
よ
う
な
事
情
に
基
づ
い
て
行
為
時
の

た
め
の
事
後
工
作
(
自
殺
未
遂
)

責
任
な
い
し
行
為
者
の
危
険
性
に
対
す
る
「
推
論
」
を
行
い
、
刑
を
加
重
す
る
方
向
に
考
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。

方

量刑基準に関する一試論 (4・完)

加
重
事
情
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
犯
罪
後
に
多
量
に
飲
酒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
行
時
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の

(

初

)

(

幻

)

(

勾

)

検
査
を
困
難
に
し
た
場
合
ゃ
、
犯
罪
後
に
新
た
な
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
、
殺
人
行
為
後
に
遺
体
に
残
虐
な
扱
い
を
加
え
た
場
合
な
ど
が
あ
る
。

(
幻
)

反
対
に
、
犯
行
時
か
ら
判
決
確
定
時
ま
で
長
期
間
が
経
過
し
、
そ
の
間
に
行
為
者
の
良
い
行
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
犯
罪
後
に
自
発
的
に

(
包
)

警
察
に
自
首
し
た
場
合
に
は
減
軽
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

同
既
に
見
た
よ
う
に
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
二
項
は
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
関
し
て
「
損
害
を
回
復
す
る
た
め
の
努
力
」
と
い
う
事
情
を
例

示
し
て
い
る
。
判
例
に
お
い
て
も
、
行
為
者
か
損
害
回
復
に
努
め
た
こ
と
、
あ
る
い
は
結
果
の
拡
大
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
従
来
か

(
お
)

ら
量
刑
上
有
利
に
評
価
さ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
損
害
回
復
な
い
し
損
害
賠
償
の
努
力
を
怠
っ
た
場
合
に
、
直
ち
に
不
利
に
考
慮

北法44(5・65)1103 



説

(
お
)

す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
損
害
賠
償
の
意
思
を
表
明
す
る
と
自
己
の
罪
責
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
の
で
こ
れ
を
行
わ

(

幻

)

(

お

)

な
か
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
殺
害
行
為
を
行
っ
た
者
が
被
害
者
の
救
護
に
努
め
な
か
っ
た
と
き
に
、
当
然
に
刑
が
加
重
さ
れ
る
こ
と
に
は
な

(
m
U
)
 

ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
己
の
罪
責
を
認
め
た
被
告
人
が
、
盗
品
の
所
在
に
つ
い
て
虚
偽
の
陳
述
を
行
う
こ
と
に
よ
り
損
害

(
初
)

回
復
の
意
思
の
不
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
服
役
後
に
自
ら
入
手
す
る
つ
も
り
で
盗
品
を
隠
匿
し
、
損
害
回
復
を
困
難
に
し
た

(
幻
)

場
合
に
は
、
量
刑
上
、
加
重
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

凶
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
告
人
(
被
疑
者
)
の
態
度
も
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
一
つ
と
し
て
量
刑
事
情
に
な
り
う
る
と
す
る
の
が
判
例

の
立
場
で
あ
る
。
特
に
問
題
と
な
る
の
は
公
判
廷
で
の
自
白
お
よ
び
否
認
で
あ
る
が

1
|
右
に
掲
げ
た
一
九
五
一
年
判
決
に
示
さ
れ
て
い
る

論

よ
う
に
|
|
自
白
し
た
被
告
人
の
刑
を
減
軽
し
、
否
認
し
た
被
告
人
の
刑
を
加
重
す
る
と
い
う
画
一
的
な
取
扱
い
で
は
な
く
、
「
徴
表
説
」

(
辺
)

に
依
拠
し
つ
つ
、
黙
秘
権
を
中
心
と
す
る
被
告
人
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
が
判
例
の
基
本
的
態
度
で
あ
る
。
特
に
否

(
お
)

認
は
、
原
則
と
し
て
加
重
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
被
告
人
の
否
認
に
よ
っ
て
、
証
人
が
虚
偽
を
供
述

(
泊
)

し
た
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
捜
査
段
階
で
は
自
白
し
て
い
た
が
、
公
判
廷
で
は
否
認
し
た
と
き
も
、
不
利
に
考
慮

(
お
)

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
捜
査
段
階
で
の
自
白
を
撤
回
す
る
た
め
に
、
警
察
官
ら
に
対
し
意
図
的
に
虚
偽
の
内
容
で
非
難
し
た

(

お

)

(

幻

)

場
合
に
は
加
重
事
情
と
な
る
。
ま
た
、
自
白
は
悔
悟
の
徴
表
と
し
て
減
軽
事
情
と
な
り
う
る
が
、
決
定
的
な
証
拠
が
示
さ
れ
た
後
の
自
白
は

(

お

)

(

羽

)

有
利
に
考
慮
さ
れ
な
い
。
自
白
お
よ
び
否
認
以
外
の
供
述
態
度
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
共
犯
者
に
自
己
の
罪
責
を
転
嫁
さ
せ
た
り
、
証
人
の

(

ω

)

(

H

U

)

 

信
想
性
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
供
述
、
あ
る
い
は
自
己
の
罪
責
を
過
少
評
価
す
る
内
容
の
供
述
を
行
っ
て
も
、
そ
れ
が
防
御
権
の
範
囲
内
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
不
利
に
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
防
御
権
を
逸
脱
し
て
公
判
廷
で
証
人
を
威
迫
し
た
り
、
証
人
に
偽
証
さ

(
必
)

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
者
に
罪
責
を
転
嫁
し
た
場
合
に
は
加
重
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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責
任
判
断
・
予
防
判
断
と
「
犯
罪
後
の
態
度
」

そ
れ前
が章
、で

朝 l 刀言

語ト
H 

のん
--， --， 

上当
限 為
L と

とし
して
ての
の量
三刑
イ丁 其

空車
--...- L 

f壬に
長お
蓄と
を個
寸々
えの
る

事量
情刑
・~ 豆主

の情
プ戸 」

そが
有

れ
す

と
る

も
意

予
義

防
とr'Ih 

考機
昌幸 能
I.'f!t. を

孟明
やら

主主
義?
>t- t.:. 
u め

さに
長円

あ
る
い
は
そ
の
両
者
に
関
連
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
分
析
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
概
観

し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

因
み
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
刑
法
四
六
条
二
項
の
「
行
為
者
の
犯
罪
後
の
態
度
」
を
責
任
判
断
に
も
予
防
判
断
に
も
影
響
を
与
え
る
事

(
1
)
 

情
と
し
て
捉
え
る
の
が
一
般
的
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
六
条
一
項
前
段
に
い
う
「
刑
の
量
定
の
基
礎
」
と
し
て
の
行
為
者
の
「
責
任
」

を
決
定
す
る
場
合
と
、
同
じ
く
一
項
後
段
の
「
刑
が
社
会
に
お
け
る
行
為
者
の
将
来
の
生
活
に
与
え
る
と
期
待
し
う
る
効
果
」
を
考
慮
す
る

場
合
の
両
者
に
お
い
て
、
同
条
二
項
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
劉
酌
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
多
数
説
で
あ
る
「
幅
の
理
論
」
に
よ
る

量刑基準に関する一試論 (4・完)

な
ら
ば
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
、
ま
ず
責
任
に
相
応
す
る
と
み
な
さ
れ
る
刑
の
「
幅
L

を
確
定
す
る
段
階
で
考
慮
に
入
れ
ら
れ
、
次
に
「
幅
」

の
範
囲
内
で
特
別
予
防
的
観
点
に
基
づ
い
て
最
終
刑
を
決
定
す
る
段
階
で
も
評
価
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
最
初
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
責
任
判
断
と
「
犯
罪
後
の
態
度
」

の
関
係
で
あ
る
。
量
刑
過
程
に
お
い
て
、
刑
罰

の
「
上
限
」
と
な
る
「
責
任
」
を
確
定
す
る
際
に
、
果
し
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
い
う
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、

許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
か
ら
導
か
れ
る
の
か
、
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
罪
刑
法
定
主

義
・
行
為
主
義
・
責
任
主
義
と
い
っ
た
刑
法
学
の
基
本
原
則
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
責
任
判
断
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い

(2) 

う
問
題
が
そ
の
中
心
と
な
る
。
我
が
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
責
任
評
価
の
際
に
考
慮
し
よ
う
と
す
る
見
解
が

い
か
な
る
理
論
構
成
を
行
っ
て
い
る
か
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
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説

(一)

責
任
判
断
と
「
犯
罪
後
の
態
度
」

論

1 

従
来
の
見
解

ド
イ
ツ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
責
任
判
断
の
段
階
に
お
い
て
評
価
の
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
大
別
す

る
な
ら
ば
、

ω
「
犯
罪
後
の
態
度
」
そ
の
も
の
を
独
立
し
た
責
任
判
断
の
対
象
と
す
る
見
解
と
、
川
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
独
立
し
た
評
価

の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
時
に
お
け
る
行
為
者
の
責
任
の
程
度
を
判
断
す
る
た
め
の
非
独
立
的
な
評
価
資
料
と
す
る
見
解
に
分
か

(
3
)
 

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず

ωの
立
場
に
属
す
る
諸
学
説
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

川
の
見
解
の
中
で
最
初
に
掲
げ
る
べ
き
も
の
は
、
行
為
論
な
い
し
は
構
成
要
件
論
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
説
明
を
試
み
る
学
説
で
あ
る
。

「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
行
為
概
念
あ
る
い
は
構
成
要
件
概
念
に
包
摂
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
量
刑
に
お
け
る
独
立
し
た
責
任
判

断
の
対
象
と
す
る
と
い
う
結
論
は
容
易
に
導
か
れ
よ
う
。

川
ま
ず
、
構
成
要
件
論
に
よ
る
説
明
を
見
て
み
よ
う
。

一一ベ
l
リ
ン
グ
(
明
『
口
比
四
巳
5
同
)
は
、
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
構
成
要
件
の
関
心
領
域
(
円
ロ
R
5
8
2
B管
内
)
に
属
し
、
構

(
4
)
 

成
要
件
と
と
も
に
一
つ
の
全
体

(
2ロ
の

B
N
g
)
を
形
成
す
る
事
情
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
よ
う
な
二
次
的
要
素
も
、
本
来
の
構
成
要

件
の
外
枠

2
z
P
R
O
D
S
を
な
し
て
お
り
、
広
義
に
お
け
る
構
成
要
件
に
包
含
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
事
情
の
例
と
し
て
、

実
行
行
為
に
先
行
す
る
行
為

2
0
5
q
Z
E宮
E
E
E口
同
市
白
)
、
実
行
行
為
に
随
伴
す
る
行
為

(Z与
S
E
E
-
5
m
g
)
、
そ
し
て
実
行
行
為
後

の
行
為

(
Z
R
E
S
E
E官
ロ
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ベ
l
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
実
行
行
為
後
の
行
為
が
構
成
要
件
の
「
関
心
領
域
」
に
属
す
る
の
は
、

そ
れ
が
、
犯
罪
か
ら
生
じ
た
継
続
的
あ

る
い
は
変
更
可
能
な
状
態
を
維
持
・
固
定
し
、

な
い
し
は
悪
化
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
。
従
っ
て
、
犯
罪
か
ら
違
法
な
状
態
が
発
生
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し
な
か
っ
た
り
、
発
生
し
て
も
そ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
き
に
は
、
実
行
行
為
後
の
行
為
は
評
価
の
対
象
と
は
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
よ
う
な
行
為
が
、
法
秩
序
に
と
っ
て
除
去
が
可
能
で
あ
り
、

か
つ
除
去
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
状
態
の
維

(5) 

持
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
構
成
要
件
の
「
関
心
領
域
」
に
属
さ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
犯
罪
後
の

態
度
」
は
構
成
要
件
の
「
関
心
領
域
」
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
、
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
し
う
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)
 

同
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
(
の

E
Z『
ω宮
ロ
広
島
は
、
ベ

l
リ
ン
グ
の
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
継
承
し
、
展
開
さ
せ
た
。

そ
れ
自
体
は
構
成
要
件
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
構
成
要
件
に
「
色
あ
い

(3『
宮
口
問
ご
す
な
わ
ち
具
体
的
な
特
性
を
与
え
、
そ
れ

に
対
す
る
加
重
・
減
軽
方
向
に
む
か
つ
て
の
評
価
を
可
能
と
す
る
行
為
事
情

3
R
C呂
田

g
E
S
が
存
在
す
る
。
構
成
要
件
が
処
罰
そ
の
も

の
の
事
実
上
の
根
拠
(
河
巾
即
応

Z
E
)
で
あ
る
の
に
対
し
、
行
為
事
情
は
具
体
的
な
刑
量
を
決
定
す
る
た
め
の
事
実
上
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
行
為
事
情
は
、
行
為
者
の
人
的
要
素
、
及
び
行
為
・
行
為
者
と
は
緩
や
か
に
し
か
関
係
し
な
い
事
情
と
並
ん
で
、
量
刑
事
情
に

属
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
行
為
事
情
は
、
予
備
行
為

2
0
5
g丘
ロ
ロ
宮
口
)
・
実
行
行
為
に
随
伴
す
る
行
為

(
Z
§
S
E
E
-
cロ
常
国
)
・
実
行

量刑基準に関する一試論 (4・完)

行
為
後
の
行
為

(
Z
R
Z
E
2
5湾
口
)
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
も
、
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
に
入
れ
る

(
7
)
 

こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

同
行
為
論
か
ら
の
基
礎
づ
け
を
試
み
る
の
か
、

(
8
)
 

ラ
ン
グ
;
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン

(
2
2コ円
E
C
S四
t
Eロ
コ
門
町
お
ロ
)
で
あ
る
。

ラ
ン
グ
f

ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
は
、
従
来
の
ベ

l
リ
ン
グ
ら
に
よ
る
解
決
の
試
み
は
、
既
遂
後
の
行
為
者
の
態
度
を
考
慮
し
よ
う
と
し
て
い
る

点
に
お
い
て
個
別
行
為
責
任
主
義
に
反
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
こ
の
難
点
を
回
避
す
る
た
め
、
法
律
上
の
構
成
要
件
の
意

味
に
お
け
る
既
遂
言
。

-
z
E
E同
)
と
、
量
刑
上
の
意
味
に
お
け
る
既
遂
と
を
区
別
し
て
判
断
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

量
刑
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
、
広
義
の
所
為
(
ご
門
)
概
念
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
上
の
構
成
要
件
は
全
犯
罪
事
象
の
中
か
ら

一
部
の
類
型
的
な
事
情
の
み
を
抽
出
し
て
可
罰
行
為
を
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
犯
罪
的
「
所
為
」
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
だ
け
で
な
く
実
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説

行
行
為
に
附
随
す
る
事
情
ゃ
、
事
前
・
事
後
の
事
情
を
も
包
含
す
る
の
で
あ
る
。
行
為
概
念
は
目
的
論
的
概
念
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う

自命

な
構
成
が
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
こ
れ
に
対
応
し
て
、
量
刑
上
の
意
味
に
お
け
る
「
責
任
」
も
、
「
全
体
行
為
(
の

2
2
5主
に
関
連
す
る
責

(
9
)
 

任
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
ラ
ン
グ
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
は
、
自
説
は
次
の
よ
う
な
点
で
ベ

l
リ
ン
グ
ら
の
説
と
異
な
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ

l
リ
ン
グ
の

見
解
で
は
、

い
わ
ば
自
然
主
義
的
な
、
拡
大
さ
れ
た
構
成
要
件
概
念
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
自
説
で
は
目
的
論
的
な
、
拡
大
さ

れ
た
所
為
概
念
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
拡
大
さ
れ
た
所
為
概
念
は
、
不
法
・
責
任
内
容
の
包
括
的
な
評
価
に
関
係
す
る
全
要
素
を

含
む
。
そ
れ
は
形
式
的
な
構
成
要
件
で
は
な
く
実
質
的
な
価
値
基
準
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
行
為
の
完
全
で
具
体
的
な
価
値
形
象
を
得
る
た

(
叩
)

め
に
必
要
な
す
べ
て
の
も
の
を
取
り
込
む
の
で
あ
る
。

実
行
行
為
に
後
行
す
る
事
情
を
量
刑
に
際
し
て
考
慮
し
う
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ベ

I
リ
ン
グ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
構

成
要
件
に
該
当
す
る
不
法
を
同
一
方
向
に
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
か
否
か
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
個
別
的
法
益
の
侵
害
と
の
関
連
で
の
み
顧

膚
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
自
説
で
は
、
全
体
的
観
点
か
ら
す
る
と
こ
ろ
の
一
個
の
価
値
統
一
体
(
巧

R
Z
E
Z
5
と
の
目
的
論
的
関
連
が
重

要
と
な
る
。
従
っ
て
、
自
説
に
お
い
て
は
、
実
行
行
為
に
後
行
す
る
事
情
は
、
構
成
要
件
該
当
行
為
と
価
値
的
関
連
を
有
す
る
限
り
、
広
く

(
日
)

量
刑
に
際
し
て
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
独
立
し
た
責
任
判
断
の
対
象
の
な
り
う
る
こ
と
を
、
違
法
論
(
な
い
し
責
任
論
)

の
レ
ベ
ル
に
お
い

て
説
明
す
る
諸
見
解
が
存
在
す
る
。

(ロ)

川
か
よ
う
な
見
解
は
、
違
法
の
「
段
階
性
」
を
主
張
し
た
ケ
ル
ン

(
E
E
E
聞
な
『
ロ
)
の
所
説
の
中
に
既
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
彼
は
、
違

法
性
の
程
度
を
決
定
す
る
要
因
と
し
て
、
侵
害
の
客
体
・
侵
害
行
為
の
態
様
・
被
害
者
の
態
度
と
並
ん
で
行
為
者
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を

掲
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
既
遂
後
に
、
法
秩
序
に
か
な
う
状
況
を
回
復
し
た
場
合
|
|
例
え
ば
盗
品
を
返
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還
し
た
り
、
生
ぜ
し
め
た
損
害
を
賠
償
し
た
り
、
侮
辱
行
為
を
謝
罪
し
た
よ
う
な
場
合

l
ー
に
は
、
自
発
性
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
違
法

(
日
)

性
は
減
少
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
六
二
年
二
月
九
日
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
(
切
の
同
盟
コ
-
工
ω)
を
契
機
と
し
て
、

(
U
)
 

「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
違
法
性
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
見
解
を
主
張
し
た
。
こ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
事
故
後
現
場
か
ら
不
法
に
離
れ
る

そ
の
後
パ
ウ
マ
ン

G
D『
悶

g
∞
富
田
宮
口
)
は
、

罪
(
刑
法
一
四
二
条
)
を
犯
し
た
者
が
、
犯
罪
後
、
多
量
に
飲
酒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
行
時
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の
算
定
を
悶
難
に

し
た
と
い
う
事
情
が
量
刑
上
加
重
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
右
の
行
為
者
は
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
不
法
に
対
し
、

ら
に
〔
当
該
構
成
要
件
が
保
護
す
る
法
益
へ
の
侵
害
と
〕
同
一
方
向
の
不
法
を
付
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
裁
判
官
は
、

か
よ
う
な
付
加
的
不

一
四
二
条
の
構
成
要
件
の
実
現
に
よ
っ
て
評
価
し
尽
く
せ
な
い
法
敵
対
的
態
度
と
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
パ
ウ
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
不
法
と
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
不
法
の
段
階
性
を

法
を
、

認
め
、
さ
ら
に
非
構
成
要
件
的

(EP巾
『

S
5
3
S
E
-
-
n
F
)
態
度
に
よ
る
不
法
の
段
階
性
を
も
認
め
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
こ
で
初
め
て
、

量刑基準に関する一試論 (4・完)

犯
罪
後
の
態
度
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
る
の
は
、
当
該
構
成
要
件
が
保
護
し
て
い
る
法
益
の
侵
害
に
基
づ
く
不
法
だ
け
な
の
か
、

そ
れ
以
外
の

法
益
侵
害
に
よ
る
不
法
を
含
む
の
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
当
該
構
成
要
件
が
保
護
し
て
い
る
法
益
と
同
一
方
向
の
法
益
を
再
度
侵
害

し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
法
の
増
加
を
認
め
る
な
ら
ば
、
構
成
要
件
要
素
の
二
重
評
価
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
罪
刑
法
定
主
義
を
空
洞

化
す
る
危
険
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
構
成
要
件
は
不
法
を
個
々
的
に
記
述
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
当
該
構
成
要
件
を
充
足
し
て
い
て
も
、

刑
法
以
外
の
規
範
を
侵
害
し
た
り
、
当
該
構
成
要
件
が
保
護
の
対
象
と
し
て
い
な
い
、

ま
た
、
二
つ
の
法
益
が
衡
突
す
る
と
き
に
不
法
が
阻
却
さ
れ
う
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
異
な
る
法
益
侵
害
が
併
存
す
る
と
き
に
は
既
に
生
じ

よ
り
高
次
の
法
益
を
侵
害
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

た
不
法
が
増
加
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
従
っ
て
、
当
該
構
成
要
件
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
な
い
法
益
を
事
後
的
に
侵
害
し
た
場
合
に
は
、

(
江
川
)

先
行
す
る
行
為
の
不
法
が
増
加
す
る
こ
と
を
認
め
う
る
|
|
と
。

さ
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説

仰
違
法
性
の
「
可
変
性
L

を
主
張
し
、
構
成
要
件
の
実
現
後
も
法
益
侵
害
を
防
止
し
法
秩
序
の
回
復
を
促
進
す
る
こ
と
が
刑
事
政
策
的
に

論

も
望
ま
し
い
と
の
立
場
か
ら
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
よ
る
違
法
性
(
お
よ
び
責
任
)

{
日
山
)

田
市
立
N
)

で
あ
る
。

の
増
加
・
減
少
を
認
め
る
の
が
ヘ
ル
ツ

2
F
O
B
S

ヘ
ル
ツ
は
、
形
式
的
な
既
遂
(
向
。
司
自
己
宮
〈
。

-
z
E
E問
)
に
達
し
た
が
、
実
質
的
な
終
了
(
ヨ
白
押
巾
『

E
Z
∞2
E
G
E同
)
に
至
っ
て
い
な
い
場

合
を
|
|
犯
罪
後
の
態
度
(
〈
巾
『

E
R
g
E
n
F
S
R
↓
白
『
)
と
区
別
し
て
|
|
犯
罪
に
随
伴
す
る
態
度

2
2
Z
5ロ
U
2
己
旬
、
吋
忠
)
の
問
題
で
あ

る
と
し
て
考
患
の
対
象
か
ら
除
く
。
従
っ
て
議
論
す
べ
き
な
の
は
、
「
犯
罪
の
実
質
的
終
了
後
の
態
度
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
不
可
罰
的
(
共
罰
的
)
事
後
行
為
(
凹
昨
日
ロ
。
月
邑
・
呂
田
号

g
マ
え
Z
Z
R宮
え
)
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
、
事
後
行
為
に
よ
っ
て
、
当

該
犯
罪
行
為
(
実
行
行
為
)

の
違
法
性
が
増
加
す
る
の
か
、
例
え
ば
、
窃
取
し
た
物
品
を
後
で
損
壊
し
た
よ
う
な
場
合
に
、
損
壊
し
な
い
場

合
と
比
べ
て
窃
盗
行
為
自
体
の
違
法
性
を
よ
り
強
い
も
の
と
評
価
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
。
ヘ
ル
ツ
は
、
当
該
犯
罪
の

保
護
法
益
と
同
一
の
法
益
を
事
後
行
為
に
よ
っ
て
再
侵
害
し
た
場
合
に
は
当
該
犯
罪
の
違
法
性
が
高
ま
る
こ
と
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
事

後
行
為
が
「
不
可
罰
」
な
の
は
、

そ
れ
が
先
行
行
為
(
実
行
行
為
)

の
不
法
内
容
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
事
後
行
為
に

よ
っ
て
、
先
行
行
為
が
惹
起
し
た
法
益
侵
害
の
状
態
が
強
め
ら
れ
た
り
、
損
害
が
拡
大
さ
れ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
先
行
行
為
じ
た
い
の
違

(口)

法
性
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
犯
罪
の
成
否
で
は
な
く
、
刑
罰
の
程
度
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
罪

(
同
日
)

刑
法
定
主
義
に
違
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
先
行
行
為
の
保
護
法
益
と
は
異
な
る
法
益
を
、
事
後
行
為
が
侵
害

し
た
場
合
は
ど
う
か
。
ヘ
ル
ツ
は
、
行
為
の
不
法
内
容
は
個
々
の
構
成
要
件
に
お
い
て
保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
ら
、

(
叩
)

原
則
と
し
て
こ
の
場
合
に
は
先
行
行
為
の
違
法
性
は
変
化
せ
ず
、
事
後
行
為
じ
た
い
の
違
法
性
を
独
立
し
て
評
価
す
る
べ
き
だ
と
す
る
。

右
の
よ
う
に
、
事
後
行
為
に
よ
っ
て
先
行
行
為
の
違
法
性
が
増
加
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
非
難
可
能
性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
責
任

も
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ヘ
ル
ツ
は
、
事
後
行
為
に
よ
っ
て
先
行
行
為
の
責
任
だ
け
が
増
加
す
る
場
合
を
も
認
め
て
い

北法44(5・74)1112 



る
。
彼
は
、

そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
①
刑
法
一
一
一
一
条
二
項
の
謀
殺
罪
に
お
け
る
「
物
欲
か
ら
宮

5
回
忌
包
三
」
、

二
二
五
条
C

一
項
二

号
の
「
無
謀
に
(
『

U
n
Z
E
E
-
gご
な
ど
の
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
た
心
情
要
素
(
の

2
5
2口
四
回
日
常
宵
昌
弘
)
や
、
四
六
条
二
項
に
い
う
量
刑

事
情
と
し
て
の
「
行
為
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
心
情
」
(
全
巾
の
巾
回

E
E口問・己-巾白
5
与
え
叶
呉
昌
三
円
宮
)
が
、
事
後
行
為
に
よ
っ
て
持
続
さ
れ
、

強
め
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
場
合
、
②
行
為
者
の
動
機
・
目
的
が
、
事
後
行
為
に
お
い
て
責
任
非
難
を
高
め
る
よ
う
な
態
様
で
変
化
し
た

場
合
|
|
例
え
ば
社
会
的
弱
者
に
分
配
す
る
つ
も
り
で
財
産
罪
を
犯
し
た
者
が
、
犯
罪
後
、
強
欲
か
ら
自
己
の
生
活
の
た
め
に
財
物
を
利
用

し
た
よ
う
な
場
合
|
|
、
①
事
後
行
為
に
よ
っ
て
犯
罪
的
意
思
な
い
し
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
化
が
示
さ
れ
た
場
合
|
|
臨
時
踏
し
つ
つ
行
為

(
初
)

を
開
始
し
た
共
犯
者
が
、
事
後
行
為
に
お
い
て
行
為
に
同
調
し
、
利
益
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
よ
う
な
場
合

f
|
を
挙
げ
て
い
る
。

以
上
と
は
反
対
に
事
後
行
為
に
よ
っ
て
先
行
行
為
の
違
法
性
が
減
少
す
る
の
は
、
行
為
者
が
、
法
秩
序
に
ふ
さ
わ
し
い
状
態
の
回
復
に
寄

量刑基準に関する一試論 (4・完)

与
し
、
法
益
侵
害
の
程
度
を
事
後
的
に
軽
減
し
た
場
合

l
l
盗
品
の
返
還
・
財
産
犯
に
お
け
る
損
害
の
補
填
・
侮
辱
に
対
す
る
謝
罪
・
被
害

(

幻

)

(

勾

)

者
の
負
っ
た
傷
害
の
回
復
へ
の
努
力

i
ー
で
あ
る
。
通
常
、
右
の
場
合
に
は
行
為
者
の
責
任
も
減
少
す
る
と
さ
れ
る
。

同
ヘ
ル
ツ
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
、
違
法
論
に
お
い
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
の
が
ボ
ト
ケ
(
垣
正
コ
邑
切
。

E
S

(
幻
)

で
あ
る
。

彼
は
、
犯
罪
論
と
量
刑
論
に
お
け
る
不
法
判
断
の
相
違
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
お
け
る
「
違
法
で
あ
る
令
市
門
町
広
三
号
亙
」

と
い
う
評
価
は
、
例
え
ば
正
当
防
衛
が
許
さ
れ
る
か
否
か
を
一
義
的
に
決
定
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
刑
罰
の
基
礎
づ
け
に
と
っ
て
重
要
な

(印丹『回同宮司

E
Eロ明日「巾-巾〈
2
3
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
、
犯
罪
行
為
の
不
法
内
容
の
大
小
を
、
換
言
す
れ
ば
犯

罪
事
象
の
無
価
値
を
包
括
的
に
把
握
す
る
と
い
う
、

量
刑
上
重
要
な

(
2
2
P口百四回目ロロ四国『巾
-
2
E同)

〔

H

法
律
効
果
上
重
要
な

(『巾円宮印向。
-m巾ロ『市

-
2
2
3
〕
判
断
が
中
心
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
構
造
の
相
違
は
、
判
断
対
象
の
範
囲
に
も
影
響
を
与
え
る
。
前
者
で

は
、
潜
在
的
被
害
者
に
対
し
て
最
終
的
に
確
定
し
た
判
断
基
底
を
与
え
る
た
め
に
、
〈
玉
事
象
の
一
部
の
み
が
判
断
対
象
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
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説

他
方
、
後
者
で
は
、
既
遂
時
ま
で
で
は
な
く
捜
査
・
公
判
手
続
に
至
る
ま
で
の
事
情
が
判
断
対
象
と
な
る
。
従
っ
て
損
害
回
復
の
よ
う
に
法

(
倒
的
)

益
に
関
連
し
た
(
『
2
v
g四
E
Z
Z
E間
2)
事
後
行
為
も
、
量
刑
論
上
の
不
法
判
断
で
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
続
い
て
、
川
の
見
解
、
す
な
わ
ち
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
独
立
し
た
評
価
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
時
に
お
け
る
行
為
者

の
責
任
の
程
度
を
判
断
す
る
た
め
の
評
価
資
料
と
す
る
見
解
を
概
観
す
る
。

論

川
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
既
に
紹
介
し
た
「
徴
表
説
」
な
い
し
「
徴
表
的
構
成
」
の
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」

(
お
)

は
、
行
為
時
に
お
け
る
行
為
者
の
責
任
(
な
い
し
危
険
性
)
を
評
価
す
る
た
め
の
徴
表
。

Z
U
)
あ
る
い
は
事
後
的
徴
候
吉
田
円
宮
ユ
モ
与

g

(
お
)

∞
『
昌
司
円
。
邑
)
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
場
合
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
、

行
為
時
の
責
任
の
程
度
を
推
論
す
る
た
め
の
、
あ
く
ま
で
も
非
独
立
的
な
-
評
価
資
料
で
あ
り
、
仮
に
そ
れ
自
体
を
独
立
し
た
量
刑
事
情
と
し

(
幻
)

て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
行
為
責
任
主
義
を
逸
脱
し
、
行
為
者
の
心
情
を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
犯
罪
後
の

態
度
」
が
「
徴
表
」
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
常
に
犯
罪
行
為
と
の
確
実
な
関
連
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
お
)

「
徴
表
説
」
が
支
持
さ
れ
る
背
景
に
は
、
犯
罪
論
に
お
け
る
「
責
任
」
と
量
刑
論
に
お
け
る
「
責
任
」
と
を
区
別
し
、

さ
ら
に
後
者
の
内

容
を
「
行
為
責
任
」
と
解
す
る
場
合
で
も
、

そ
こ
に
行
為
者
(
人
格
)
的
要
素
の
影
響
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
|
特
に
量
刑
の
「
基
礎
」
と
し
て
の
「
責
任
」
に
関
し
て

l
ー
純
粋
な
「
行
為
責
任
」
を

(
鈎
)

採
用
す
る
論
者
は
む
し
ろ
少
数
で
あ
り
、
通
常
は
「
行
為
を
行
為
者
の
生
活
に
お
け
る
孤
立
し
た
現
象
と
し
て
で
は
な
く
、
彼
の
全
人
格
と

(
初
)

の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
行
動
の
一
環
と
し
て
の
み
考
察
す
る
」
と
い
う
「
行
為
者
人
格
を
考
慮
に
入
れ
た
行
為
責
任
」
論
が
支
持
さ

(
幻
)

れ
て
い
る
。
従
っ
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
限
ら
ず
、
(
刑
法
四
六
条
二
項
が
掲
げ
る
よ
う
な
)
行
為
者
の
前
歴
、
そ
の
て
身
的
お
よ
び
経

で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

済
的
状
態
と
い
っ
た
「
行
為
者
的
要
素
」
も
「
行
為
」
と
関
連
す
る
限
り
で
責
任
の
軽
重
に
影
響
を
与
え
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
比
較
的
抵

抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

北j去44(5・76)1114 



ωも
っ
と
も
、
学
説
の
中
に
は
、
量
刑
論
に
お
け
る
「
責
任
」
概
念
か
ら
行
為
者
人
格
的
要
素
を
排
除
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
つ
つ
、

方
で
「
徴
表
的
構
成
」
を
限
定
的
に
採
用
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
幅
の
理
論
」
と
同
様
の
観
点
か
ら
、
「
責
任
の
枠
(
∞
内

E
E『
各
自

g)
」
の
範
囲
内
で
予
防
的
考
慮
に
基
づ
い

た
量
刑
を
行
う
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
場
合
量
刑
の
基
礎
と
な
る
「
責
任
」
概
念
を
で
き
る
限
り
行
為
責
任
と
し
て
純
化
し
、

ツ
ィ
ッ
プ
は
、

「
行
為
者
人
格
的
構
成
要
素
」
は
|
|
具
体
的
な
違
法
行
為
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
別
に
し
て
|
|
予
防
判
断
に
お
い
て
の
み
考
慮
す
る
こ

と
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。
責
任
か
ら
人
格
的
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
行
為
の
責
任
内
容
と
他
の
行
為
の
責
任
内
容
に
つ
い

(
犯
)

ま
た
、
人
格
的
要
素
を
広
く
予
防
判
断
に
役
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
量
刑
の

て
の
程
度
の
比
較
が
容
易
に
な
り
、

は
、
犯
罪
論
上
の
「
責
任
」
と
は
異
な
り
次
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
、
量
刑
責
任
は
、

行
為
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
構
成
要
件
の
実
現
に
つ
い
て
の
非
難
可
能
な
行
為
態
様
で
あ
る
「
行
為
構
成
要
素
吉
田

E
-
E何回吉呂田】
O
E
S
丹市)」

基
礎
と
な
る
「
責
任
」
(
量
刑
責
任
)

量刑基準に関する一試論 (4・完)

と
、
行
為
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
構
成
要
件
的
・
非
構
成
要
件
的
結
果
の
程
度
か
ら
成
る
「
結
果
構
成
要
素
(
肘
吋
笠
間
的
宮
呂
田
】

0
5
E巾
)
」
か

(
お
)

ら
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
量
刑
責
任
に
お
け
る
行
為
構
成
要
素
は
、
犯
罪
行
為
時
に
お
い
て
確
定
さ
れ
、
原
則
と
し
て
犯
罪
後
の
事

情
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
犯
罪
後
に
被
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
行
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
は

量
刑
責
任
の
行
為
構
成
要
素
と
し
て
は
評
価
さ
れ
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
量
刑
責
任
の
結
果
構
成
要
素
は
、
決
し
て
犯
罪
行
為
の
時
点

で
確
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
犯
罪
後
の
事
情
で
あ
っ
て
も
結
果
構
成
要
素
に
影
響
を
与
え
る
も
の
が
多
く
存
在
す
る
。
例
え
ば
傷
害
罪

に
お
い
て
、
傷
害
の
程
度
と
い
う
結
果
は
、
行
為
時
で
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
週
間
、

一
か
月
と
い
っ
た
期
間
を
経
て
最
終
的

に
確
定
す
る
。
ま
た
、
損
害
賠
償
や
損
壊
行
為
に
よ
っ
て
、
行
為
の
結
果
は
軽
微
化
さ
れ
た
り
、

よ
り
悪
化
し
た
り
も
す
る
。
従
っ
て
、
考

慮
さ
れ
う
る
結
果
の
程
度
は
、
行
為
時
で
は
な
く
、
公
判
時
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
犯
罪

後
の
態
度
」
が
結
果
構
成
要
素
に
影
響
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
は

「
徴
表
的
構
成
」
を
用
い
る
必
要
が
な
い
。
「
犯
罪
後
の

北法44(5・77)1115 



説

(
初
)

態
度
」
は
、
量
刑
責
任
に
お
け
る
結
果
構
成
要
素
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
例
外
的
に
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
行
為
構
成
要
素
に

論

遡
及
的
・
間
接
的
影
響
を
与
え
る
と
み
ら
れ
る
場
合
|
例
え
ば
公
判
廷
に
お
け
る
被
告
人
の
態
度

l
に
の
み
、
「
徴
表
的
構
成
」
に
依

(
お
)

そ
の
際
に
は
厳
格
な
チ
ェ
ッ
ク
が
要
求
さ
れ
る
。

拠
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

以
上
の
よ
う
に
ツ
ィ
ッ
プ
の
見
解
に
お
い
て
は
、
寸
徴
表
説
」
に
は
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
量
刑
責
任
の
行
為
構
成
要
素
を
関
連
づ
け
る

と
い
う
限
定
的
機
能
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

五

以
上
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
で
の
理
論
状
況
に
対
し
て
、
我
が
国
で
は
、
従
来
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
責
任
判
断
の
関
係
に
つ
い
て
十
分

な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
|
|
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
徴
表
説
」
が
主
張
す
る
よ
う
な
|
|
「
行
為
責
任
」
論
と
の
論

理
的
整
合
性
を
目
ざ
す
と
い
っ
た
形
で
の
学
説
の
展
開
は
み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
人
格
(
形
成
)
責
任
論
か
ら
の
基
礎
づ
け
が
主
張
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

川
既
述
の
ご
と
く
団
藤
博
士
は
、
量
刑
に
お
い
て
は
犯
罪
そ
の
も
の
の
軽
重
、
す
な
わ
ち
違
法
性
お
よ
ぴ
責
任
の
大
小
が
重
要
な
標
準
と

(
お
)

な
る
と
さ
れ
、
責
任
の
要
素
の
中
に
は
、
行
為
責
任
と
と
も
に
そ
の
背
後
に
あ
る
人
格
形
成
責
任
の
要
素
を
含
む
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て

責
任
の
強
弱
を
き
め
る
具
体
的
事
実
が
「
犯
罪
の
情
状
」
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、

一
方
で
は
人
格
態
度
の
面
に
属
す
る
事
実
(
心
理
学

的
ー
生
物
学
的
)

と
他
方
で
は
人
格
態
度
の
場
と
し
て
の
行
為
環
境
に
属
す
る
事
実
(
社
会
学
的
)
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
以
上
は
犯
罪
そ

さ
ら
に
、
犯
罪
後
の
情
状
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
と
さ
れ
、
改
俊
の
有
無
、
損
害
賠
償
に
努
力
し
た
か

の
も
の
の
情
状
で
あ
る
が
、

ど
う
か
な
ど
は
重
要
な
事
項
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
そ
の
も
の
の
情
状
が
責
任
の
強
弱
に
直
接
に
影
響
し
、
極
端
な
ば
あ

い
に
は
、
期
待
可
能
性
が
な
い
も
の
と
し
て
責
任
を
阻
却
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
犯
罪
後
の
情
状
は
、

も
は
や
犯
罪
そ
の
も
の
の
成

否
に
は
関
係
が
な
い
が
、
犯
罪
に
つ
い
て
の
非
難
を
も
は
や
行
為
者
の
現
在
の
人
格
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
に

(
幻
)

刑
罰
を
科
す
る
根
拠
を
失
う
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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凶
大
塚
教
授
は
、
責
任
の
存
否
を
論
ず
る
段
階
で
は
個
別
行
為
責
任
論
を
、
責
任
の
程
度
を
判
断
す
る
段
階
で
は
人
格
形
成
責
任
論
を
採

用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
犯
罪
後
の
情
況
と
し
て
、
と
く
に
犯
人
が
、
事
後
的
に
改
俊
し
た
か
ど
う
か
、
被
害
者
に
対
し
て
損
害
を
賠
償
し

た
か
ど
う
か
な
ど
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
」
は
、
「
厳
密
に
は
、
犯
罪
の
成
否
の
問
題
で
は
な
く
、
犯
罪
の
程
度
の
問
題
で
も
な
い
が
、

人
格
形
成
責
任
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
行
為
者
に
対
す
る
人
格
的
非
難
と
関
連
す
る
事
実
で
あ
っ
て
、
や
は
り
、
責
任
の
延
長
の
面
に
お
い

さ
ら
に
「
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
犯
人
に
既
に
十
分
な
改
俊
的
自
覚
が
認
め
ら
れ
る

(
お
)

か
、
あ
る
い
は
、
必
ず
し
も
刑
罰
を
介
し
な
く
て
も
そ
れ
が
容
易
に
期
待
さ
れ
う
る
と
き
は
、
あ
え
て
刑
罰
を
科
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
」

(ω) 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
さ
れ
、

以
上
の
立
場
か
ら
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
問
題
は
犯
罪
の
成
否
な
い
し
程
度
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
行
為
者
の
人

格
と
関
連
し
、
「
責
任
の
延
長
」

1
1
こ
の
概
念
の
意
義
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
|
|
の
面
に
お
い
て
考
慮
さ

(ω) 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

量刑基準に関する一試論 (4・完)

(
1
)
〈
包
出
血
ロ
印
l
』

E
『
問
巾
ロ
回
『
=
ロ
タ

ω門
日
『

NEg巾
回
目
=
ロ
岡
田
『
市
内
}
】

?
N
-
〉
=
2
・
∞
・
印
。

N同
町
一
河
内
比
三
回
同
『
同

F白
血
=
『
白
円

F
H
関
白
「

-
Z
2ロ
N
C
D目
的
巾
一
日
出

2
ロ

N
N壱
円

寄
与
mnF?
と
ぽ
2
3
2

、
H，m-r
↓Z
Z
E
N
-
斗
・
〉
=
2
・

5
∞

少

∞

印

叶

ω良
一

主

主

的

円

吉

ロ

w
m
u
Z
D『印円

ω円
『
『

E
2
H
H弓
白

-Z『
臼

2
p

g丸
岡
市
出
巾
丹

NUERリ

}y
田内

O
Bヨ
巾
ロ

S
F
N
K
H・
〉

Z
D，
.
回
。
。
戸
仰
品
。
河
口
・

ωmw-

な
お
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
問
題
点
に
関
す
る
簡
潔
な
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
〈
四
-
P
E
N
2
2
Z
-
g
Z『『
2
Z
Z門
吉
∞
B
E
E
S
-
-
ω
m
u
-
-
ω
・

戸
、
吋
∞
円

(
2
)
本
稿
第
一
章
参
照
。

(
3
)
〈
同
一
項
=
『
ユ
邑
∞
。

2
r
p
ω
可
同
町
吋
巾
円
『
丹

2
5
2印円
E
E
E
M
m
冨

Z
F
C
E
r
E品
∞
百
円
め
自
白

t
r
σ
2
品
。
『

F
m
F
Z
〈

C自
己

Z
B弘司
2
E
2
5
ι

印
門
『
白
『
自
己
【
田
市
『
ロ
島
内
ロ
叶
川
伊
丹
市
町
.
〈
町
『
宮
島
】
丹
市
ロ
・
同
市
出
叶

m
y
ω
.
。
。

N
R・
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量刑基準に関する一試論 (4・完)

(
幻
)
国
巾
『
門
N
-
白
・
白
目
。
目
(
〉
ロ
自
・
円
。
)
ω
'
]戸

O
H
i
H
C
N

(
包
)
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
様
に
、
行
為
者
の
心
情
・
目
的
・
動
機
・
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
彼
の
法
敵
対
的
態
度
か
ら
の
帰
還
を
示
す
よ
う

な
形
で
事
後
行
為
に
お
い
て
変
化
し
た
と
き
に
は
、
責
任
の
み
が
減
少
す
る
と
さ
れ
る

3
・
5
叶
ム
。
∞
)
。

(
お
)
回
c
z
r
p
白-mw・

c・
(
〉
ロ
ヨ
・
ω
)
ω
・
。
∞
N
民

(
出
)
∞
。
円
安
m-
血-E・

o・
(
〉
ロ
自
由
ω
)
ω
・
。
∞
N
}
め
∞
ω

(
お
)
〈
包
回
吋
ロ
ロ
M
Y
M
W
E
出
・
0
・
(
〉
口
百
円
)
ω
・
印
斗
印
民
-
一
己
巾
『
回
一
む
即
日
月
巾
円
『
界
島
市
『
ω
円
『
曲
四
N
ロ
ヨ
巾
回
目
ロ
ロ
拘
-
N
-
〉
=
コ
・
ω
N
ω
。
民
・
一
∞
円
F
D
ロ
}
州
市
川
∞
円
F
ス
丘
町
『
H
∞
丹
『
巾
巾

同・白・。
a

(

〉
ロ
回
同
)
間
仏
⑦
河
口
ω
匂
『
し
の
E
ロ
門
巾
『
出
回
「
国
内
}
y
「
2
℃

N
-
岡
市
『
問
。
ヨ
宮
市
口
同
m
w同

J

]

{

(

)

目〉E-2・・](匂吋市
Y

叩
品
。
河
口
・
。
ω
『
・
・
回
目
ロ
印
l
E
2
=
ユ
円
F
』
向
日
円
F
巾
円
-
P

F
え
弓
F
Z
円
『
品
巾
日
∞
々
回
目
『
巾
円
F
Z
-
〉
-
一
同
巾
呂
町
田
=
巾
『
'
叶
丘
一
品
・
〉
=
戸
-
∞
・
叶
句
。
『

(
部
)
河
内
W
S
F
担
『
同
窓
包
『
m
w
n
F
0
2
丹
印
円
F
g
ω
円
『
白
骨
2
F
F
〉
-
-
四
司
自
巳
ロ
巾
『
叶
2
7
ム
〉
=
ロ
-
-
H
句
、
己
-m-
∞品。

(
幻
)
〈
四
-
開
岳
山

E
O
R
Zフ
ロ
弓
2
n
F
d
弓
巾
『
ロ
己
巾
ロ

C
S
∞
広
口
島
市
弓
∞
丹
『
弘
司
巾
円
F
?
N
∞
門
者
ゴ
-
H
U
E
-
ω
N
N
品
『
町
一
回
E
g
g
戸
田
・
国
・
0
・
(
〉
ロ
E
M
-
-
品
)
∞

コ
冨
・
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
(
∞
の
国
三
者
5
2
・
∞
ニ
忌
)
も
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
。

な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
か
つ
て
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
人
格
責
任
論
(
行
状
責
任
論
・
生
活
決
定
責
任
論
)
な
い
し
性
格
責
任
論
に
よ

る
な
ら
ば
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
責
任
判
断
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
(
〈
四
?
出

q
R岨
白
血
0
2
ロ
E
・
5
)
∞
・
叶

mvE。

例
え
ば
性
格
論
的
責
任
論
か
ら
行
状
責
任
論
へ
と
自
説
を
展
開
し
て
い
っ
た
メ
ツ
ガ

l
は
、
量
刑
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
事
情
と
し
て
、
行
わ

れ
た
犯
罪
の
強
弱
・
行
為
者
の
動
機
づ
け
の
過
程
・
行
為
者
の
性
格
・
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
の
効
果
と
並
ん
で
行
為
者
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」

を
掲
げ
た
。
そ
し
て
「
法
益
の
世
界
に
対
す
る
行
為
者
の
攻
撃
を
狭
義
に
お
け
る
行
為
か
ら
の
み
評
価
し
、
こ
の
よ
う
な
法
益
に
対
す
る
行
為

者
の
そ
の
後
の
態
度
に
よ
っ
て
一
評
価
し
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
形
式
主
義
で
あ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
守
色
・
何
色
B
E
巳
富
良
岡
市
『
・
印
可
え
N
E
自
巾
的
回
E
四
百
開
口
言
=
『
戸
N
2
4
宅
己
-
H
。
2
・
∞
∞
。
2
・
)
。

(
お
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
章
第
五
節
一
を
参
照
。

(
却
)
な
お
、
後
述
す
る
シ
ュ
ト
ラ
!
テ
ン
ヴ
エ
ル
ト
、
シ
ャ
フ
ス
タ
イ
ン
ら
の
見
解
を
参
照
。

(
却
)
∞
『
E
=
∞
・
白
・
釦
・
0
(
〉
ロ
B
-
H
)
ω
・
印
品
0

・

(
幻
)
阿
部
純
二
「
最
近
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
責
任
論
の
傾
向
」
刑
法
雑
誌
二
四
巻
一
号
(
昭
和
五
五
年
)
九
五
頁
以
下
参
照
。

(
詑
)
呂
田
E
E
n
F
"
の
D
回
目
巾
}
H
N
壱
戸
釦
・
白
0
・
(
〉
ロ
ヨ
ご
印
印
印
山
富
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説

(
お
)
玄
白
巴
『
白
内
E
"
の
D
回
目
巾
-
H
N
G
戸
白
血
・

0
目
(
〉
ロ
自
-
H
)
∞
・
印
。
ぇ
・

(
誕
)
沼
恒
=
吋
邸
内
F
u
c
o
回
目
巾
7
自
主
回
・
白
・
0
・
2
ロ
ヨ
ご
ω
・
町
立
町
・
こ
の
限
り
で
、
ツ
ィ
ッ
プ
の
見
解
は
既
述
の

ωの
見
解
に
も
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
富
E
z
n
F
"
の
O

印
凹
巾
7
N
G
戸
田
・
白
・

0
・
2
E
E
H
)
∞
田
町
斗
印
『
・
例
え
ば
、
損
害
賠
償
が
現
実
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
結
果
構
成
要
素
に
直
接
的
な
影

響
を
与
え
る
が
、
損
害
賠
償
の
た
め
に
努
力
し
た
が
被
害
者
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
に
実
際
に
は
行
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
「
徴
表
的
構
成
」

に
よ
っ
て
行
為
構
成
要
素
に
間
接
的
な
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
窃
・
印
昌
一
)
。
ま
た
、
反
対
に
犯
罪
「
前
」
の
態
度
は
、

量
刑
責
任
の
行
為
構
成
要
素
に
は
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
が
、
結
果
構
成
要
素
に
対
す
る
関
係
で
は
「
徴
表
的
構
成
」
に
依
拠
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
(
ω
印
、
ζ
)
。

な
お
、
量
刑
責
任
に
対
す
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
影
響
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
〈
四
-
-
g
o
-
同
四
富
岡
F
E
E
-
の
お
巾
=
当
帥
『
門
戸
岡
市
『
ω
円自己

=
E

N
E
E
口
問
丹
田
芳
『
凹
究
室
〈
巾
ロ
ι
2
2
2
E
E
B
巾
帥
印
ロ
ロ
岡
田
号
官
邸
C
F
N
ω
円巧

3
・
呂
∞
斗
∞
ゴ
ロ
L
P
E
N
2
5
口
問
-
W
E
E
-
ι
o
F
口
市
甲
2
E
F
F
『

同
E
r
g
s
-
m
∞
円
F
E
E
Z
間
『
広
岡
E
Z
s
p
u
p
s
E
.
N
∞
件
当
H
E
-
-
ゆ
∞
少
∞
・
ω
N
E

(
鉛
)
団
藤
博
士
の
人
格
(
形
成
)
責
任
論
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
章
第
五
節
二
を
参
照
。

(
幻
)
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』
(
第
三
版
)
(
平
成
二
年
)
五
四
二
|
五
四
四
頁
。

(
お
)
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
(
総
論
)
』
(
改
訂
増
補
版
)
(
平
成
四
年
)
四
八
六
|
四
八
七
頁
。

(
ぬ
)
も
っ
と
も
大
塚
教
授
は
、
『
犯
罪
論
の
基
本
問
題
』
(
昭
和
五
七
年
)
一
一
一
一
二
頁
に
お
い
て
は
、
判
決
の
際
、
犯
人
に
顕
著
な
改
俊
の
情
が
う

か
が
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
顧
慮
し
て
本
来
の
責
任
の
程
度
よ
り
も
軽
い
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
「
事
後
的
に
犯
人

の
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
と
く
に
特
別
予
防
政
策
的
見
地
か
ら
、
責
任
の
程
度
に
相
応
し
た
刑
罰
よ
り
も
軽
い
刑
罰
を
科
し
う

る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
た
め
で
あ
」
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
八
木
閣
之
教
授
は
、
性
格
責
任
論
の
立
場
か
ら
、
刑
の
量
定
に
お
け
る
反
社
会
的
性
格
又
は
危
険
性
の
分
量
は
期
待
可
能
性
の
程
度

で
把
握
で
き
る
と
さ
れ
、
通
常
そ
れ
は
犯
罪
行
為
時
に
お
け
る
期
待
可
能
性
で
あ
る
が
、
犯
罪
行
為
後
の
改
善
に
向
か
っ
て
の
反
社
会
的
性
格

又
は
危
険
性
の
持
続
・
減
少
は
、
別
に
行
刑
商
に
お
い
て
測
定
さ
れ
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
徴
表
が
判
決
時

に
あ
る
程
度
把
握
で
き
る
の
な
ら
ば
、
こ
れ
を
加
味
し
て
量
刑
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
(
八
木
園
之
『
増
補
・
新
派
刑
法
学
の
現
代
的
展
開
』

(
平
成
三
年
)
四
七
頁
以
下
、
五

O
頁
参
照
)
。

(ω)
我
が
固
に
お
い
て
は
、
違
法
論
の
レ
ベ
ル
で
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
主
張
は
特
に
見
ら
れ
な
い
が
、
鈴
木
茂
嗣
教
授
が
、

論
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か
つ
て
名
誉
致
損
罪
に
お
け
る
事
実
証
明
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
鈴
木
教
授
は
、
刑
法
二
三

O
条

ノ
二
の
規
定
が
違
法
阻
却
事
由
と
解
さ
れ
る
理
由
に
関
連
し
て
「
あ
る
行
為
を
処
罰
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
行
為
が
行
為
時
の
判
断
に
お
い

て
違
法
と
解
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
(
行
為
時
違
法
)
、
裁
判
時
に
お
い
て
も
違
法
と
判
断
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
裁
判
時
違
法
)
。

行
為
時
に
違
法
と
判
断
さ
れ
る
行
為
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
行
為
者
に
『
行
為
責
任
』
を
問
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、

そ
の
具
体
的
行
為
が
裁
判
時
点
に
お
い
て
も
な
お
違
法
と
判
断
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
、
裁
判
時
点
に
お
い
て
そ
の
行
為
に
つ
き
行
為
者
を

非
難
す
る
十
分
の
根
拠
に
欠
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
「
法
状
態
に
変
化
が
あ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
事
実
状
態
に
変
化

が
あ
る
場
合
に
も
妥
当
し
て
よ
い
は
ず
で
あ
」
り
、
「
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
訴
訟
上
事
実
の
真
実
性
が
明
白
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
、

す
な
わ
ち
『
真
実
性
の
証
明
』
そ
の
も
の
を
、
当
該
行
為
の
裁
判
時
の
違
法
性
判
断
に
影
響
を
及
ぽ
す
事
由
、
す
な
わ
ち
違
法
阻
却
事
由
と
理

解
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
背
理
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
さ
れ
た
(
鈴
木
茂
嗣
「
名
誉
段
損
罪
に
お
け
る
事
実
証
明
」
中
義
勝
(
編
)

『
論
争
刑
法
』
(
昭
和
五
一
年
)
三
一
一
五
頁
以
下
。
な
お
、
同
「
名
誉
段
損
罪
に
お
け
る
真
実
の
証
明
」
藤
木
英
雄
日
板
倉
宏
(
編
)
ジ
ュ
リ
ス

ト
増
刊
『
刑
法
の
争
占
…
』
(
新
版
)
(
昭
和
六
二
年
)
二
三
五
頁
参
照
)
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
つ
い
て
当
て
は
め
る
な
ら

ば
、
そ
れ
が
法
状
態
な
い
し
事
実
状
態
に
変
化
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
裁
判
時
の
違
法
性
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
そ
の
後
鈴
木
教
授
は
、
刑
法
二
三

O
条
ノ
二
の
規
定
に
つ
い
て
は
違
法
阻
却
事
由
説
か
ら
処
罰
阻
却
事
由
説
へ
と
所
説
を
変
更
さ

れ
て
い
る
(
同
「
規
範
的
評
価
と
可
罰
的
評
価
」
石
松
竹
雄
H
守
屋
克
彦
(
編
)
『
小
野
慶
二
判
事
退
官
記
念
論
文
集
・
刑
事
裁
判
の
現
代
的
課

題
』
(
昭
和
六
三
年
)
三
四
頁
注
(

2

)

)

。
し
か
し
現
在
で
も
「
『
犯
罪
』
は
必
ず
し
も
行
為
の
時
点
で
た
だ
ち
に
終
了
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
一
般
に
は
、
法
益
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
な
り
、
具
体
的
危
険
な
り
、
ま
た
現
実
の
侵
害
な
り
、
何
ら
か
の
違
法
結
果
の
発
生
を
ま
っ
て
、

犯
罪
の
成
立
を
み
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
厳
密
に
は
『
結
果
』
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
種
々
の
『
処
罰
相
当
状
況
』
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ

り
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
違
法
行
為
そ
の
も
の
の
成
立
と
犯
罪
の
成
立
と
は
、
必
ず
し
も
時
期
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
。
事
後
の

諸
状
況
を
考
慮
に
入
れ
た
可
罰
的
評
価
の
結
果
、
『
違
法
行
為
』
が
い
わ
ば
遡
及
的
に
『
犯
罪
行
為
』
と
評
価
さ
れ
る
と
い
う
の
が
む
し
ろ
常
態

で
あ
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
L

(

同
書
三
二
頁
以
下
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
察
す
れ
ば
、

「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
違
法
論
に
お
い
て
基
礎
づ
け
う
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
違
法
行
為
」
に
対
し
て
可
罰
的
評
価
を
行
う
際
の
「
事
後
の
諸
状

況
」
に
含
ま
せ
う
る
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
一
吉
守
え
よ
う
。
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説

批
判
的
検
討

2 

こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
諸
見
解
が
、
果
し
て
刑
法
学
の
基
本
原
則
と
矛
盾
せ
ず
に
自
説
を
導
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か

論

を
、
以
下
に
お
い
て
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
川
の
諸
見
解
か
ら
始
め
た
い
。

川
ベ

l
リ
ン
グ
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
が
主
張
す
る
構
成
要
件
論
に
よ
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
基
礎
づ
け
は
ー
ー
も
し
そ
れ
ら
が
理
論
的
に

支
持
さ
れ
る
も
の
な
ら
ば

i
l
明
確
性
と
い
う
点
で
優
れ
、
罪
刑
法
定
主
義
と
も
調
和
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
が
形
式
的
な
説
明
に
終
始
し
、
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
考
慮
し
確
定

こ
れ
ら
の
見
解
に
対
す
る
共
通
の
疑
問
は
、

す
る
た
め
の
実
質
的
基
準
を
提
示
し
得
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
、

ベ
l
リ
ン
グ
の
言
う
構
成
要
件
の
「
関
心
領
域
」
、

あ
る
い
は
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
の
主
張
す
る
構
成
要
件
に
具
体
的
特
性
を
与
え
る
刑
量
決
定
の
「
事
実
上
の
根
拠
」
と
い
っ
た
範
障
に
属
す
る
と

し
で
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
か
ら
は
、
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
「
犯
罪
後
の
態
度
L

を
ど
の
よ
う
に
、

ど
の
範
囲
ま
で
考
慮
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
有
用
な
基
準
を
示
さ
な
い
限
り
、
構
成
要
件
論
に
よ

(
引
)

る
説
明
は
、
量
刑
事
情
を
基
礎
づ
け
る
理
論
に
な
り
う
る
か
否
か
と
い
う
検
討
の
対
象
と
は
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

間
そ
れ
で
は
、
ラ
ン
グ
ー
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
の
主
張
す
る
、
行
為
論
に
よ
る
説
明
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
見
解
は
べ

l

リ
ン
グ
の
主
張
を
「
自
然
主
義
的
な
、
拡
大
さ
れ
た
構
成
要
件
概
念
」
に
よ
る
も
の
と
し
て
批
判
し
、
自
説
で
は
「
目
的
論
的
な
、
拡
大
さ

れ
た
所
為
概
念
」
が
中
心
に
な
る
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
拡
大
さ
れ
た
所
為
概
念
」
は
、
不
法
・
責
任
内
容
の
包
括
的
評
価
に
関
す

る
全
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
量
刑
事
情
に
つ
い
て
も
「
実
質
的
な
価
値
基
準
」
に
よ
っ
て
構
成
要
件
該
当
行
為
と
の
「
価
値
統
一
体
」

を
形
成
す
る
限
り
判
断
対
象
と
し
て
認
め
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ラ
ン
グ
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
「
実
質
的
な
価

値
基
準
」
お
よ
び
「
価
値
統
一
体
」

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
何
ら
具
体
的
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
彼
が
量
刑
論
に
お
い
て
も
個

別
行
為
責
任
論
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
態
度
自
体
は
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
を
「
行
為
」
概
念
の
拡
大
に
よ
っ
て
実
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現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
く
と
も
右
の
諸
概
念
の
実
体
を
明
確
に
す
べ
き
こ
と
は
当
然
の
義
務
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、

「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
評
価
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
個
別
行
為
責
任
主
義
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
も
、
そ
れ
は
|
|
「
行
為
」

(
位
)

を
広
く
解
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
|
|
全
く
説
得
力
を
欠
い
た
議
論
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
論
に

よ
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
基
礎
づ
け
に
も
問
題
が
残
る
こ
と
に
な
る
。

同
次
に
、
違
法
論
か
ら
の
説
明
は
ど
う
か
。

ヘ
ル
ツ
ら
に
よ
る
違
法
論
の
レ
ベ
ル
で
の
「
犯
罪
後
の
態
度
L

の
基
礎
づ
け
は
、
個
々
の
刑
罰
法
規
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
法
益
に

着
目
し
、

そ
れ
ら
が
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
理
論
構
成
を
行
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
構
成
要
件
論
・
行
為
論
に
よ
る
説
明
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
実
質
的
内
容
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
と
評
せ
よ

う
。
「
責
任
」
判
断
は
、
当
該
違
法
行
為
に
対
す
る
非
難
可
能
性
な
の
で
あ
り
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
責
任
判
断
に
影
響
を
与
え
る
と
す
る

な
ら
ば
基
本
的
に
は
当
該
行
為
の
違
法
性
に
そ
の
基
礎
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
妥
当
だ
か
ら
で
あ
る
。

量刑基準に関する一試論 (4・完)

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヘ
ル
ツ
に
よ
っ
て
、
当
該
構
成
要
件
が
保
護
す
る
法
益
と
同
一
の
法
益
を
事
後

行
為
に
よ
り
再
侵
害
し
た
場
合
に
は
、
当
該
犯
罪
の
違
法
性
が
増
加
す
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
窃
盗
罪
を
犯

し
た
者
が
事
後
に
財
物
を
損
壊
し
た
場
合
に
は
、
損
壊
し
な
い
場
合
に
比
べ
て
、
当
該
窃
盗
行
為
の
違
法
性
を
高
い
も
の
と
み
な
す
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
財
産
犯
の
保
護
法
益
を
本
権
・
占
有
の
い
ず
れ
と
解
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
実
行
行
為
の
終
了
に
よ
っ
て
侵
害

(
刊
日
)

さ
れ
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
後
の
事
情
に
よ
っ
て
当
該
法
益
が
さ
ら
に
侵
害
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
先
行
行
為

の
違
法
性
が
影
響
を
受
け
る
と
す
る
こ
と
は
、
個
別
行
為
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
は
ず
の
違
法
性
判
断
の
本
質
に
反
し
、
延
い
て
は
行
為
主

(
H
H
)
 

義
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

確
か
に
、
例
え
ば
継
続
犯
の
場
合
の
よ
う
に
、
犯
罪
が
既
遂
に
達
し
た
後
の
事
情
が
違
法
性
判
断
に
際
し
て
意
味
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
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説

(
必
)

う
る
。
監
禁
罪
に
お
い
て
、

(
既
遂
後
も
な
お
)
被
害
者
を
長
時
間
に
わ
た
っ
て
監
禁
し
た
と
い
う
事
情
は
、
監
禁
罪
の
違
法
性

行
為
者
が

論

に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
監
禁
罪
の
場
合
は
、
被
害
者
を
解
放
す
る
ま
で
犯
罪
は
「
終
了
」
し
な
い
。

(
必
)

い
わ
ば
「
既
遂
状
態
が
継
続
」
し
て
い
る
と

す
な
わ
ち
ヘ
ル
ツ
の
主
張
す
る
犯
罪
の
「
実
質
的
な
終
了
」
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、

解
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
実
行
行
為
(
例
え
ば
殺
人
行
為
)
の
終
了
か
ら
結
果
発
生
(
例
え
ば
被
害
者
の
死
亡
)
ま
で
時
間
的
間
隔
が
存
在
す
る
と
い
っ
た

(
U
)
 

事
例
は
十
分
考
え
う
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、
行
為
の
危
険
性
が
顕
在
化
す
る
ま
で
に
時
間
が
必
要
と
な
り
、
最
終
的
な
違
法
性
判
断
が

(
必
)

留
保
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
事
後
的
な
違
法
性
の
変
化
を
認
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
違
法
性
判
断
の
対

象
を
、
犯
罪
後
の
事
情
に
求
め
る
こ
と
の
根
拠
づ
け
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

パ
ウ
マ
ン
が
示
唆
す
る
よ
う
な
、
当
該
構
成
要
件
が
保
護
す
る
法
益
と
は
異
な
る
法
益
と
事
後
行
為
に
よ
っ
て
再
侵
害
し

た
場
合
に
当
該
犯
罪
の
違
法
性
が
増
加
す
る
こ
と
を
認
め
る
見
解
に
も
当
て
は
ま
る
。
確
か
に
、
実
行
行
為
の
違
法
性
判
断
に
際
し
て
、
当

該
構
成
要
件
が
保
護
を
予
定
し
て
い
な
い
法
益
が
意
味
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
う
る
。
例
え
ば
緊
急
避
難
に
お
い
て
、
実
行
行
為
に
よ
っ
て
他

の
法
益
が
保
護
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
実
行
行
為
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
例
を
「
犯
罪
後
の
態

度
」
の
場
合
に
ま
で
一
般
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
別
的
な
法
益
侵
害
の
程
度
を
、
違
法
性
の
程
度
の
「
限
界
」
と
す
る

こ
と
が
、
罪
刑
法
定
主
義
・
行
為
主
義
の
要
請
な
の
で
あ
り
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
よ
り
当
該
構
成
要
件
の
保
護
法
益
と
は
異
な
る
法
益

を
侵
害
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
違
法
性
の
増
加
を
認
め
る
こ
と
は
|
|
事
後
行
為
が
別
罪
を
構
成
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
ー
ー

か
よ
う
な
「
限
界
」
を
逸
脱
す
る
結
果
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

ヘ
ル
ツ
ら
の
見
解
は
、
個
別
行
為
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
違
法
性
判
断
を
、
事
後
行
為
に
よ
る
法
益
侵
害
と
い
う
事
実

か
ら
も
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
。
罪
刑
法
定
主
義
・
行
為
主
義
を
原
則
と
す
る
刑
法
学
の
下
で
は
、
違
法
性
の
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(
川
目
)

程
度
、
そ
し
て
責
任
の
程
度
は
犯
罪
の
終
了
と
共
に
確
定
す
る
の
で
あ
り
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
と
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

凶
ボ
ト
ケ
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
違
法
論
で
説
明
で
き
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
犯
罪
論
と
量
刑
論
と
で
は
不
法
判
断
の
機
能
が
異

な
る
点
を
挙
げ
て
い
た
。
そ
し
て
後
者
に
お
い
て
は
、
既
遂
時
ま
で
に
と
ど
ま
ら
ず
公
判
段
階
ま
で
の
す
べ
て
の
事
情
が
違
法
判
断
の
対
象

に
な
る
と
し
た
。
し
か
し
、
「
犯
罪
の
成
否
」
と
「
刑
罰
の
程
度
」
と
い
う
両
側
面
に
お
い
て
、
か
よ
う
に
異
な
る
違
法
性
概
念
を
導
入
す

(
閃
)

る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
犯
罪
の
成
否
と
刑
罰
の
程
度
の
問
題
は
常
に
密
接
不
可
分
で
あ
り
、
仮
に
両
者
を
異
な
る
違
法
性
概
念
の
下
で

理
解
す
る
の
な
ら
ば
、
例
え
ば
違
法
の
軽
微
性
を
理
由
と
し
て
犯
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
「
可
罰
的
違
法
性
」
論
も
そ
の
基
礎
を
失
う
こ
と

量刑基準に関する一試論 (4・完)

に
な
ろ
う
。
犯
罪
論
と
量
刑
論
に
お
け
る
責
任
概
念
を
異
な
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ

(
日
)

る
が
、
問
題
は
違
法
性
に
つ
い
て
も
同
じ
な
の
で
あ
る
。

二
続
い
て
、
川
の
見
解
を
検
討
す
る
。

川
「
徴
表
説
」
が
「
犯
罪
後
の
態
度
L

を
独
立
し
た
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
行
為
時
に
お
け
る
責
任
の
程
度
を
推

論
す
る
機
能
の
み
を
そ
こ
に
認
め
た
点
は
、
行
為
責
任
主
義
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
理
論
的
努
力
と
し
て
確
か
に
評
価
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、

」
の
考
え
方
に
対
し
て
も
次
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。

第
一
に
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
「
徴
表
」
と
し
て
犯
罪
行
為
時
の
責
任
の
程
度
を
推
論
す
る
と
い
う
こ
と
と
、

ωの
諸
見
解
の
よ
う
に
「
犯

罪
後
の
態
度
」
を
独
立
し
た
責
任
判
断
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
の
聞
に
、
果
し
て
実
質
的
な
差
異
が
存
在
す
る
の
か
否
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
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窃
盗
罪
を
犯
し
た
者
が
当
該
財
物
を
損
壊
し
て
返
還
を
不
能
に
し
た
と
い
う
事
例
に
お
い
て
、
①
「
犯
罪
後
の
態
度
」
そ
の
も
の
を
評
価
対

象
と
し
て
考
慮
し
た
結
果
、
窃
盗
行
為
が
重
く
処
罰
さ
れ
た
と
い
う
場
合
と
、
②
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
「
徴
表
」

(
H
評
価
資
料
)
と
し

て
考
慮
し
た
結
果
、
窃
盗
が
重
く
処
罰
さ
れ
た
と
い
う
場
合
と
で
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
根
拠
と
し
て
刑
が
加
重
さ
れ
た
点
で
は
何
ら



説

異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
は
、
評
価
「
資
料
」
と
し
て
の
考
慮
が
、
評
価
「
対
象
L

と
し
て
の
考
慮
へ
と
転
化
す
る
危
険
性
が
「
徴
表

説
」
に
は
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
が
国
の
最
高
裁
判
例
が
、
「
余
罪
と
量
刑
」

の
問
題
に
つ
い
て
、
①

論

起
訴
さ
れ
て
い
な
い
犯
罪
事
実
を
い
わ
ゆ
る
余
罪
と
し
て
認
定
し
、
実
質
上
こ
れ
を
処
罰
す
る
趣
旨
で
量
刑
の
資
料
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

(
臼
)

な
い
が
、
②
量
刑
の
た
め
の
一
情
状
と
し
て
余
罪
を
考
慮
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
禁
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
点
に
対
し
て
、
①
と

(
日
)

②
の
区
別
が
不
分
明
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
存
在
す
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
同
様
の
批
判
は
、
「
徴
表
説
」
に
も
当
て
は
ま
る
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、

そ
も
そ
も
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
「
徴
表
」
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
自
体
が
妥
当
か
否
か
で
あ
る
。
実
行
行
為
の
評
価
に
あ
た

っ
て
|
|
非
独
立
的
な
一
資
料
と
し
て
で
は
あ
っ
て
も
ー
ー
な
ぜ
、
犯
罪
終
了
後
の
事
情
を
齢
酌
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
少
く
と
も
、
犯
罪
終
了
後
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
犯
罪
行
為
そ
の
も
の
の
責
任
の
程
度
を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
、

と
い
う
事
態
は
想
定
し
が
た
い
。
実
際
に
も
、
例
え
ば
犯
罪
後
に
損
害
賠
償
を
行
っ
た
か
ら
行
為
時
の
責
任
の
程
度
は
低
く
、
反
対
に
、
犯

罪
後
に
損
害
回
復
を
困
難
に
す
る
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
か
ら
行
為
時
の
責
任
の
程
度
は
高
い
、
と
い
っ
た
評
価
を
下
す
こ
と
は
、
あ
ま
り

に
も
擬
制
的
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
実
行
行
為
時
の
「
意
思
」
が
継
続
し
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
発
現
す
る
と
い
う

そ
れ
を
「
徴
表
説
」
と
い
っ
た
形
で
一
般
化
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
責
任
判
断
が
「
事
後
的
」
な
も
の
で

(
弘
)

あ
る
に
せ
よ
、
責
任
判
断
の
対
象
を
行
為
時
の
事
情
に
限
定
す
る
こ
と
が
、
行
為
責
任
主
義
の
要
請
な
の
で
あ
る
。

場
合
は
あ
り
え
よ
う
が
、

同
右
に
述
べ
た
疑
問
点
は
、
「
徴
表
的
構
成
」
を
限
定
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
ツ
ィ
ッ
プ
の
見
解
に
も
妥
当
す
る
。
も
っ
と
も
ツ
ィ
ッ
プ

そ
の
前
提
と
な
る
「
量
刑
責
任
」
の
概
念
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
「
量
刑
責
任
」
の
「
結
果

構
成
要
素
」
は
損
害
が
回
復
さ
れ
た
場
合
に
は
減
少
し
、
損
害
が
悪
化
さ
れ
た
場
合
に
は
増
加
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
「
結
果
構
成
要
素
」

(
日
)

は
、
彼
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
構
成
要
件
的
結
果
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
被
害
の
総
体
」
と
も
言
う

の
見
解
に
つ
い
て
は
、
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べ
き
「
拡
大
さ
れ
た
結
果
概
念
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
概
念
を
拡
大
し
、
明
ら
か
に
構
成
要
件
の
外
部
に
存
在
す
る
事
情
を
-
評
価
の
対

象
と
す
る
こ
と
は
、
罪
刑
法
定
主
義
・
行
為
主
義
に
反
す
る
。
こ
れ
は
、
犯
罪
論
上
の
「
責
任
L

と
は
区
別
さ
れ
た
「
量
刑
責
任
L

を
認
め

た
こ
と
に
起
因
す
る
が
、
そ
れ
が
妥
当
で
な
い
こ
と
も
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
彼
が
一
方
で
は
「
量
刑
責
任
」
の
「
純

化
」
を
主
張
し
つ
つ
、
他
方
で
は
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
|
|
し
か
も
「
徴
表
的
構
成
」
に
よ
ら
ず
に
|
|
責
任
判
断
の
対
象
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
一
貫
性
を
欠
く
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ッ
ィ
ッ
プ
は
、
量
一
刑
事
情
の
範
囲
を
限
定
す
る
た
め
に
は
、
「
訴
訟
法
的
行
為
概
念
」
、

す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
五
五
条
一
項
に
よ
り
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
手
続
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
行
為
に
依
拠
す
べ
き
で
あ
る
と

(
日
)

主
張
す
る
が
、
右
の
概
念
に
よ
っ
て
も
、
量
刑
事
情
の
範
囲
の
「
限
定
」
は
困
難
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
「
拡
大
」
さ
れ
る

危
険
性
さ
え
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

我
が
固
に
お
い
て
責
任
判
断
と
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
人
格
責
任
論
の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
る
も

(
貯
)

の
で
あ
っ
た
。
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
責
任
判
断
の
対
象
に
つ
い
て

個
別
)
行
為
責
任
論
を
妥
当
な
も
の
と
解
す
る
の

量刑基準に関する一試論 (4・完)

で
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
基
礎
づ
け
に
関
し
て
も
、
人
格
責
任
論
に
よ
る
説
明
に
対
し
て
は
否
定
的
な
立
場
を
採
る
こ
と
に
な
る
。

我
が
国
で
は
、
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
自
首
・
自
白
規
定
の
本
質
に
関
し
て
、
「
改
俊
に
よ
る
責
任
の
事
後
的
減
少
」
と
い
う
説
明

(
路
)

が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
「
責
任
」
は
、
「
犯
罪
が
既
遂
に
達
し
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
責
任

(ω) 

い
わ
ば
延
長
線
上
に
あ
る
と
こ
ろ
の
広
義
の
そ
れ
を
意
味
す
る
」
と
指
摘
さ

と
い
う
の
は
、
犯
罪
論
に
お
け
る
責
任
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

れ
て
い
た
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
「
広
義
の
責
任
」
の
事
後
的
変
化
と
い
う
論
理
構
造
を
宣
告
刑
形
成
過
程
に
も
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
「
犯

一
般
に
つ
い
て
責
任
判
断
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
人
格
責
任
論
に
依

罪
後
の
態
度
」

拠
し
な
く
て
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
犯
罪
論
に
お
け
る
責
任
」
の
他
に
「
広
義
の
責
任
」
概
念
を
敢
え
て
援
用
す

る
こ
と
の
理
論
的
・
実
践
的
意
義
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
確
か
に
、
犯
罪
後
の
事
情
を
判
断
対
象
と
し
て
「
広
義
の
責
任
」
が
事
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説

後
的
に
変
化
し
て
も
、
「
責
任
L

主
義
あ
る
い
は
「
行
為
」
主
義
に
は
反
し
な
い
、
と
す
る
説
明
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
既
に
指

(ω) 

摘
し
た
よ
う
に
、
本
来
の
犯
罪
論
上
の
概
念
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
法
学
の
基
本
原
則
と
の
抵
触
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
方
向
に

論

は
疑
問
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
も
そ
も
「
広
義
の
責
任
」
概
念
の
具
体
的
内
容
自
体
も
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
「
犯
罪
開

始
か
ら
判
決
時
ま
で
の
行
為
に
対
す
る
非
難
可
能
性
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
こ
に
は
既
に
予
防
的
観
点
が
混
入
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
、
量
刑
に
お
い
て
刑
罰
限
定
機
能
を
有
す
る
「
責
任
」
概
念
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
行
為
責
任
」
論
の
妥
当
性
、

(
日
)

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
を
量
刑
論
に
お
い
て
も
一
貫
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
を
、
再
度
強
調
し
て

以
上
の
検
討
か
ら
、
従
来
、
我
が
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
き
た
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
責
任
判
断
の
対
象
に
包

摂
す
る
試
み
は
、
い
ず
れ
も
採
用
し
難
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
刑
法
学
の
基
本
原
則
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
犯
罪
終

了
後
の
事
情
を
行
為
者
の
責
任
を
評
価
す
る
際
に
考
慮
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
は
、
常
に
理
論
構
成
上
の
無
理
が
伴
う
の
で
あ
る
。
基
本
原

四
則
と
の
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め
の
最
良
の
途
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
責
任
判
断
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
量
刑
に
お
け
る

(
消
極
的
)
行
為
責
任
主
義
を
前
提
と
す
る
限
り
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
刑
罰
の
「
上
限
」

と
し
て
の
「
行
為
責
任
」
を
確
定
す
る
段
階
で
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
本
稿
は
、
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪

後
の
態
度
」
は
量
刑
基
準
に
お
け
る
責
任
判
断
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
。

(
幻
)
ベ

1
リ
ン
グ
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
〈
四
-
∞

2
5・釦
-
P
0
・
2
ロロ
F

H

)

印・印斗
ω
同・・出巾『門
N
-

白・白・

0
・(〉回目・
H
A凶

)ω
目∞
k
H
P

∞O
R
}
向巾
-
P
白・
0
・
2
国国・

ω)
∞・

2
N内
向
さ
ら
に
、
井
田
良
「
量
刑
事
情
の
範
囲
と
そ
の
帰
責
原
理
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
(
三
)
」
法
学
研
究
五

五
巻
一
二
号
(
昭
和
五
七
年
)
九
二
頁
以
下
参
照
。

北法44(5・90)1128 



量刑基準に関する一試論 (4・完)

(
位
)
ラ
ン
グ
』
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
〈
包
・
回
『
ロ
ロ
少
曲
a

回・
0
・
(
〉
=
g
-
H
)
ω
印
、
戸
同
一
回
巾
『
同
N
-

白
白

0
・
(
〉
口
百
戸
。
一
)
ω
∞
公
開
・
・
切
O

円安タ
mw'

同

-
0
・
2
ロ
ヨ
・
ω
)
∞
-
N
H
m
E
-
さ
ら
に
、
井
田
・
前
掲
論
文
(
注
H
U
)
九
四
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
後
述
す
る
シ
ャ
フ
ス
タ
イ
ン
の
見
解
を
参
照
。

(
日
)
井
田
良
「
量
刑
事
情
の
範
囲
と
そ
の
帰
責
原
理
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
(
四
)
」
法
学
研
究
五
六
巻
一
号
(
昭
和
五
八
年
)
七
五
頁
参
照
(
も

っ
と
も
、
同
「
量
刑
事
情
の
範
囲
と
そ
の
帰
責
原
理
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
(
五
・
完
ご
法
学
研
究
五
六
巻
二
号
(
昭
和
五
八
年
)
八
一
頁
以

下
は
、
不
可
罰
的
事
後
行
為
は
不
法
・
責
任
評
価
の
「
幅
L

の
中
で
の
二
次
的
な
判
断
要
素
に
な
る
と
さ
れ
る
)
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
窃
盗
罪
に
お
け
る
「
不
法
領
得
の
意
思
」
の
不
要
説
が
、
使
用
窃
盗
(
一
時
使
用
)
の
不
可
罰
性
を
、

占
有
移
転
後
の
事
情
に
よ
る
可
罰
的
違
法
性
の
否
定
と
い
う
根
拠
づ
け
に
求
め
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
こ
と
に
な
る
(
林
美
月
子
「
一
時
使
用
」

藤
木
H

板
倉
(
編
)
前
掲
書
(
注

ω)
二
五
七
頁
参
照
)
。

な
お
、
い
わ
ゆ
る
マ
ジ
ッ
ク
ホ
ン
事
件
に
関
す
る
東
京
高
判
昭
和
五
八
年
三
月
三
一
日
刑
集
四

O
巻
四
号
三
三
七
頁
以
下
は
、
危
険
犯
で
あ

る
有
線
電
気
通
信
法
(
一
一
一
条
)
違
反
の
罪
お
よ
び
偽
計
業
務
妨
害
罪
は
マ
ジ
ッ
ク
ホ
ン
の
電
話
回
線
に
対
す
る
取
付
け
に
よ
っ
て
成
立
し

そ
の
後
弁
護
士
に
相
談
し
て
取
外
し
た
こ
と
、
実
害
額
が
僅
少
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
犯
罪
後
の
情
状
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
行

為
の
違
法
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。

(
叫
)
ヘ
ル
ツ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

a-
∞
0
2
r
p
白
血

0
2ロ
旨
ω
)
∞
君
。
ロ
一
の
D
E
2
3
E
Z
口
当
2
P
E
Z
Z
Z
与
巾
『
呂
Z
-
N
E
当
∞
叶
・

5
叶印・

"
。
。
山
由
民
-
一
田
町
出
口
目
白
山
口
『
岡
市
四
回
回
「
巴
口
少
∞
円
『
ユ
『
=
=
B
-
。
〉
]
戸
川
W

叶印・ω・]{印∞同

(
伍
)
林
美
月
子
「
状
態
犯
と
継
続
犯
」
神
奈
川
法
学
二
四
巻
一
一
一
H
四
号
(
昭
和
六
三
年
)
二
七
頁
参
照
。

(
必
)
内
田
文
昭
『
改
訂
刑
法

I
(総
論
)
』
(
昭
和
六
一
年
)
一

O
九
頁
。

(U)
注
(
剖
)
で
紹
介
し
た
鈴
木
教
授
の
見
解
を
参
照
。
〈
包
出
向
R-
担・白

O
Zロ
自
民
)
∞
定
出

(
組
)
井
田
・
前
掲
論
文
(
注
目
日
)
七
五
頁
参
照
。

(
却
)
〈
柏
戸
〉
『
S
Z
M
1

宍白=問自白ロロ
-
U
白印印円FEE-)江口
N

回目}-N-〉E『一」∞-N印申

(
印
)
井
田
・
前
掲
論
文
(
注
M
U
)
一

O
三
頁
以
下
参
照
。

な
お
ヘ
ル
ツ
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
よ
っ
て
責
任
の
み
が
増
加
・
減
少
す
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
か
よ
う
な
見
解
が
行
為
主
義
と
ど
の
よ

う
に
調
和
す
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
ば
か
り
か
、
特
に
責
任
の
み
が
増
加
す
る
と
い
う
論
理
構
造
に
は
、
「
責
任
は
違
法
を
越
え
て
は
な
ら
な

い
」
(
内
田
文
昭
「
違
法
と
責
任
」
中
山
研
丁
目
西
原
春
夫
H

藤
木
英
雄
H

宮
津
浩
一
(
編
)
『
現
代
刑
法
講
座
・
第
二
巻
』
(
昭
和
五
四
年
)
一

~ti去44(5 ・ 91) 1129 



説

三
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
(
注
必
)
一
二
九
頁
参
照
)
と
い
う
理
解
か
ら
は
、
問
題
が
残
ろ
う
。

(
日
)
本
稿
第
三
章
第
五
節
一
参
照
。

(
臼
)
リ
l
デ
ィ
ン
グ
・
ヶ
l
ス
と
し
て
、
最
大
判
昭
和
四
一
年
七
月
二
二
日
刑
集
二

O
巻
六
号
六

O
九
頁
。
本
稿
第
二
章
第
三
節
参
照
。

(
臼
)
例
え
ば
、
松
岡
正
章
『
量
刑
手
続
法
序
説
』
(
昭
和
五

O
年
)
一
三
五
頁
以
下
参
照
。

(
弘
)
徴
表
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
〈
岡
戸
甲
山
め
『
門
N
-

白白・

0
'
(
〉
ロ
E
E
)
ω
斗

N

『円J
回
。

=z-白
・
曲
。
(
〉
ロ
阿
国
・
ω
)
∞
・
め

2
R
-
F
Z円F
皆同・

0
目(〉ロヨ・

ω
印
)
∞
・
ゴ
史
『
・
さ
ら
に
、
井
田
・
前
掲
論
文
(
注
目
別
)
九
九
頁
以
下
参
照
。
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
見
解
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
民
自
由

l
E昌
吉

∞『国ロ凶
-
Z
巾ロ間的∞可回目…
N
E
自巾帥明戸田ロ間的司巾円
F
弓
-
H
ψ

∞
∞
-
∞
印
C
R
'

(日
)
Z
E『白内
F

N

の
O

曲目色
H
N
G
円曲
-
M
H

・
0
(
〉
ロ
E
H
)
ω
印
。
叶
・

(
日
)
玄
mwE
『
白
円
『
"
の
D
凶帥巾
-
H
N
S
円曲・白・

0
・(〉ロ
g
H
)
∞
-
m
o
H

(
町
)
本
稿
第
三
章
第
五
節
参
照
。

(
国
)
本
稿
第
二
節
一
・
二
参
照
。

(
印
)
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
』
(
三
訂
版
)
(
平
成
二
年
)
一

O
五
頁
。

(
印
)
本
章
第
二
節
四
参
照
。

(
臼
)
も
ち
ろ
ん
、
公
訴
時
効
、
あ
る
い
は
実
体
刑
法
上
の
刑
罰
消
滅
事
由

3
q田町
E
P
5
5岡田笥ロ
E)
の
よ
う
に
、
一
度
発
生
し
た
刑
罰
権
が
事
後

的
に
消
滅
な
い
し
減
少
す
る
と
い
う
場
合
は
存
在
し
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
責
任
」
の
事
後
的
変
化
と
い
う
論
理
で
基
礎
づ
け
る
べ
き
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
文
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
で
も
、
「
行
為
責
任
」
と
予
防
的
考
慮
が
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
既
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
行
為
責
任
を
前
提
と
し
な
い
行
動
ゃ
、
行
為
責
任
の
限
度
を
超
え
る
行
動
を
犯
罪
と
し
て
、
こ
れ
に
刑
罰
を
科
し
て
も
、

そ
れ
は
行
為
者
の
意
思
活
動
の
範
囲
を
超
え
る
部
分
を
犯
罰
と
し
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
刑
罰
は
、
行
為
者
本
人
と
社
会
一
般

人
に
対
す
る
犯
罪
予
防
の
継
続
的
な
効
果
を
も
ち
え
な
い
」
(
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
的

I
』
(
平
成
三
年
)
七
六

O
頁
)
か
ら
で
あ
る
。

論

北法44(5・92)l130 



(コ

予
防
判
断
と
「
犯
罪
後
の
態
度
」

1 

従
来
の
見
解

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
責
任
判
断
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
予
防
判
断
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
い
か
な
る
理
由
か
ら
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
予
防
判

断
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
必
ず
し
も
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な

(

位

)

、

、

ぃ
。
い
わ
ば
そ
れ
は
当
然
祝
さ
れ
て
き
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
よ
り
積
極
的
な
理
論
づ
け
が
必
要
と
な
る
。
予
防
判
断
の

対
象
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
あ
ら
ゆ
る
事
情
が
含
ま
れ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
関
係
で

i
l
特
に
本
稿
の
立
場
か
ら
は

l
l
検
討
に
値
す
る
の
が
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
我
が
国
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
、
「
犯
罪

後
の
態
度
」
を
予
防
判
断
の
対
象
と
し
て
の
み
、
あ
る
い
は
で
き
る
限
り
予
防
判
断
の
対
象
と
し
て
考
慮
し
て
い
こ
う
と
す
る
諸
見
解
で
あ

量刑基準に関する一試論 (4・完)

る
。
こ
れ
ら
の
見
解
の
多
く
は
、
必
ず
し
も
「
犯
罪
後
の
態
度
」
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
量
刑
判
断
の
構

造
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
責
任
に
相
応
す
る
刑
(
の

幅
)
を
確
定
す
る
段
階
に
お
い
て
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
原
則
と
し
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
い
。
責
任
に
相
応
す
る
刑
を
前
提
と
し
て
、

予
防
的
観
点
か
ら
最
終
刑
を
導
く
段
階
に
お
い
て
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
主
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
そ
の
理
論
づ

け
は
、
各
々
の
見
解
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、

ま
ず
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
か
ら
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

山
代
表
的
論
者
で
あ
る
シ
ュ
ト
ラ

l
テ
ン
ヴ
エ
ル
ト
(
の

E
Z司
∞
可
巳

g
垣
内
『
任
)
は
、
刑
法
改
正
第
二
法
律
の
一
三
条

(
H
現
四
六
条
。
以

下
四
六
条
と
記
す
)
に
対
す
る
検
討
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

通
説
の
理
解
で
は
、
量
刑
の
基
礎
と
な
る
責
任
、
す
な
わ
ち
刑
法
四
六
条
に
お
け
る
「
責
任
」
と
は
「
行
為
責
任
」

で
あ
る
が
、

そ
れ
は

北法44(5・93)1131 



説

(
臼
)

「
行
為
者
人
格
を
広
く
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
行
為
責
任
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
考

え
方
に
よ
れ
ば
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
を
明
ら
か
に
す
る
段
階
で
既
に
行
為
者
人
格
に
対
し
て
全
体
的
評
価
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
予
防
的

論

考
慮
は
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
、
こ
れ
を
修
正
す
る
方
向
に
は
た
ら
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
シ
ュ
ト
ラ

l
テ
ン
ヴ

エ
ル
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
構
造
を
疑
問
視
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
自
説
を
展
開
す
る
。

ま
ず
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
を
明
ら
か
に
す
る
段
階
で
既
に
行
為
者
人
格
に
対
し
て
全
体
的
評
価
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
例

え
ば
、
行
為
者
の
前
科
・
前
歴
は
、
通
常
「
犯
罪
集
中
性
の
上
昇
(
∞
丹
内
需

E
Z
乱
含
可

5
5巾
Z
S
F
E
g
g円
)
あ
る
い
は
「
高
め
ら
れ
た
法

敵
対
性
(
巾
『

g
F
Z
H
N
2
F
Z
E
E∞
与
え
丹
)
」
を
示
す
も
の
と
し
て
、
責
任
を
重
く
す
る
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
多
く
の

累
犯
者
は
、
意
思
薄
弱
あ
る
い
は
人
格
負
因
の
た
め
に
、
判
決
の
警
告
機
能
(
者
向

E
S
E
-。
ロ
)
に
対
す
る
感
銘
力
が
乏
し
い
の
で
あ
る
。

仮
に
、
前
科
・
前
歴
か
ら
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
高
さ
を
導
き
出
す
こ
と
が
可
能
だ
と
し
て
も
、
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
高
い
と
い
う
こ
と
と
責

任
が
重
い
と
い
う
こ
と
を
同
視
し
て
よ
い
の
か
は
、
依
然
と
し
て
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
動
機
、
心
情
、

一
身
的
・
経
済
的
事
情
、

行
為
に
際
し
て
向
け
ら
れ
た
意
思
、
犯
罪
後
の
態
度
な
ど
を
考
慮
す
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
行
為
責
任
の
評
価
に
あ
た
っ
て
、
右
の
点

(
臼
)

を
明
ら
か
に
せ
ず
に
行
為
者
人
格
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
現
実
と
の
関
連
性
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
予
防
的
考
慮
に
よ
っ
て
責
任
相
応
刑
を
修
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
特
別
予
防
的
考
慮
か
ら
責
任

を
上
回
る
刑
を
科
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
、
特
に
、
改
善
可
能
な
常
習
犯
人
に
対
し
て
再
社
会
化
の
観
点
か
ら
責
任
を
上
回
る
刑
を
科
し

て
よ
い
の
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
今
日
に
お
い
て
は
、
機
会
犯
人
に
対
し
て
は
短
期
自
由
刑
を
回
避
す
る
た
め
に
責
任
を
下
回
る
刑
が
科

さ
れ
得
る
し
、
改
善
不
能
な
者
に
対
し
て
は
保
安
監
置
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
改
善
可
能
な
常
習
犯
人
に
対
し
て
、
責

任
を
上
回
る
刑
を
科
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
犯
罪
社
会
学
は
、
機
会
犯
人
と
傾
向
犯
人
の
区
別
の
相
対
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
ま
た
、

「
改
善
」
可
能
性
の
問
題
は
人
格
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
問
題
で
は
な
く
、

そ
の
時
々
の
生
活
状
況
す
な
わ
ち
社
会
的
所
与
|
|
特
に
行
刑
の

北法44(5・94)1132 



状
況
|
|
の
問
題
で
あ
る
。
再
社
会
化
に
と
っ
て
は
、
長
期
の
自
由
刑
よ
り
も
短
期
の
自
由
刑
の
方
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
今
日
の
行
刑

(
筋
)

の
状
況
は
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
責
任
評
価
と
予
防
評
価
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
先
に
述
べ
た
通
説
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
的
要
素
は
ま
ず
責
任

評
価
の
段
階
で
考
慮
さ
れ
、

さ
ら
に
予
防
評
価
の
段
階
で
も
考
慮
さ
れ
る
。
し
か
し
、
責
任
評
価
と
予
防
評
価
は
逆
に
な
る
こ
と
が
多
く
、

こ
れ
で
は
同
一
の
要
素
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
ら
よ
い
の
か
が
不
明
確
と
な
る
。
例
え
ば
、
責
任
を
重
く
す
る
要
素
と
し
て
の
動
機
・
心

情
が
予
防
評
価
の
上
で
は
再
犯
の
危
険
を
一
不
さ
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
責
任
を
軽
減
す
る
よ
う
な
前
歴
が
あ
っ
て
も
、
再
犯
は
避
け

(ω) 

ら
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

量刑基準に関する一試論 (4・完)

さ
ら
に
、
責
任
主
義
が
、
特
別
予
防
的
考
慮
に
よ
る
介
入

を
正
当
化
す
る
法
治
国
家
的
限
界
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
量
刑
の
基
礎
と
な
る
「
責
任
」
か
ら
、
行
為
者
人
格
的
要
素
を
で
き

る
だ
け
排
除
し
、
行
為
責
任
と
し
て
純
化
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
従
っ
て
、
刑
法
上
の
価
値
の
段
階
を
決
定
す
る
犯
行
の
種
類
・
態
様
・

目
的
・
動
機
・
強
制
状
態
の
存
否
は
行
為
責
任
に
関
係
す
る
が
、
行
為
者
の
前
科
・
前
歴
・
危
険
性
・
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
性
格
・
心
情
及

シ
ュ
ト
ラ

l
テ
ン
ヴ
エ
ル
ト
は
、
以
上
の
よ
う
に
通
説
の
考
え
方
を
批
判
し
、

ぴ
犯
罪
後
の
態
度
、
と
り
わ
け
訴
訟
中
の
態
度
、
悔
悟
、
損
害
賠
償
は
行
為
責
任
の
判
断
に
際
し
て
は
考
躍
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
に
な

る
。
確
か
に
、
行
為
責
任
に
関
係
す
る
か
否
か
が
微
妙
な
要
素
も
存
在
す
る
が
、
自
由
な
意
思
決
定
に
と
っ
て
特
定
の
前
提
条
件
の
存
否
が

(
肝
)

問
題
な
の
で
あ
り
、
行
為
が
行
わ
れ
た
状
況
の
み
が
責
任
の
量
を
決
め
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

純
化
さ
れ
た
行
為
責
任
が
確
定
さ
れ
、
「
幅

(ω
宮
巾
可

E
gご
が
限
定
さ
れ
た
後
は
、
専
ら
予
防
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的

な
刑
が
導
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
責
任
を
確
定
す
る
際
に
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
行
為
者
的
要
素
が
全
面
的
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
は
、
再
犯
の
危
険
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
、
こ
れ
が
欠
け
る
場
合
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
象
徴
的
な
制
裁

(
2
5
3
-
z
-
Z各
市
∞
自
主
O
D
)

で
十
分
で
あ
る
し
、
存
在
す
る
場
合
に
は
、

ど
の
よ
う
な
制
裁
が
よ
り
効
果
的
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
刑

北法44(5・95)1133 



説

種
や
刑
量
、
執
行
猶
予
の
可
否
な
ど
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
行
為
者
人
格
の
調
査
も
重
要
と
な
る
が
、

そ
れ
は
特
別
予
防
へ
の
可
能

性
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
徴
表
的
構
成
」
に
よ
っ
て
行
為
時
の
責
任
を
推
認
せ
し
め
る
と
さ
れ
て

雪ι
ロ岡

い
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
も
、
こ
の
よ
う
な
特
別
予
防
へ
の
可
能
性
に
影
響
を
も
つ
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
だ
け
に
関
わ
る
の
で
あ
っ
て
、

今
日
の
実
務
が
こ
れ
に
重
点
を
置
き
す
ぎ
て
い
る
の
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
特
別
予
防
的
考
慮
に
対
し
て
、

一
般
予
防
的
考
慮
は
修

一
般
予
防
の
効
果
は
刑
法
に
よ
る
制
裁
が
事
実
上
行
わ
れ
な
い
と
き
に
は
確
か
に
縮
減
さ
れ
る
が
、

(
四
叩
)

り
重
い
刑
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
経
験
的
知
識
を
当
然
に
顧
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

正
的
に
は
た
ら
く
。
そ
の
場
合
に
、

以
上
の
よ
う
に
し
て
シ
ュ
ト
ラ

l
テ
ン
ヴ
エ
ル
ト
は
、
量
刑
事
情
を
、
責
任
判
断
に
関
わ
る
も
の
と
予
防
判
断
に
関
わ
る
も
の
と
に
分
離

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
量
刑
の
基
礎
と
な
る
「
責
任
」
を
純
粋
な
「
行
為
責
任
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
行
為
者
的
要
素
」

で
あ
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
、
責
任
判
断
に
お
い
て
は
考
慮
さ
れ
ず
、
責
任
の
範
囲
内
で
予
防
判
断
を
行
う
場
合
に
の
み
意
義
を
有
す
る

(ω) 

こ
と
に
な
る
。

ωシ
ャ
フ
ス
タ
イ
ン
も
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
基
本
的
に
は
責
任
判
断
の
対
象
か
ら
除
外
し
、
主
と
し
て
予
防
判
断
に
関
連
づ
け
よ
う

(
初
)

と
す
る
。

(η) 

前
章
で
見
た
よ
う
に
、

「
幅
の
理
論
」

を
採
用
し
、

そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
責
任
概
念
の
負
担
軽
減

シ
ャ
フ
ス
タ
イ
ン
は

(
何
回
門
戸
白
田
宮
口
問
)
、
す
な
わ
ち
行
為
者
の
危
険
性
な
い
し
再
社
会
化
の
必
要
性
に
関
す
る
要
素
か
ら
責
任
概
念
を
解
放
す
る
と
い
う
点
を
掲
げ

て
い
た
。
行
為
責
任
と
は
無
関
係
で
、
行
為
者
人
格
に
関
わ
る
事
情
は
、
責
任
の
幅
を
充
足
す
る
段
階
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
か
っ
そ
の
段

(η) 

階
で
の
み
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
刑
法
四
六
条
(
旧
二
二
条
)
一
項
に
い

う
量
刑
の
基
礎
と
し
て
の
「
責
任
」
と
は
何
か
。
我
々
は
、
合
目
的
性
の
観
点
を
量
刑
か
ら
完
全
に
排
除
す
べ
き
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
、
幅
の
理
論
に
よ
っ
て
責
任
の
範
囲
内
で
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
責
任
」

の
内
容
に
関
し
て
行
為
者
人
格
の
社
会

北法44(5・96)1134 
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的
な
全
体
評
価
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
行
状
責
任
論
も
、
裁
判
官
に
対
し
て
、
有
責
的
要
素
と
宿
命
的
要
素
を
明
確
に
区
別
す
る
と
い
う

(η) 

不
可
能
な
任
務
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
四
六
条
一
項
に
い
う
「
責
任
」
の
幅
を
決
定
す

る
の
は
個
別
行
為
責
任
で
あ
る
。
個
別
行
為
責
任
を
構
成
す
る
要
素
は
、
第
-
に
、
法
益
侵
害
の
重
大
性
、
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
る
行
為

態
様
、
特
別
の
義
務
あ
る
地
位
な
ど
の
不
法
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
故
意
・
過
失
に
よ
る
主
観
化
を
通
じ
て
責
任
の
程
度
を

決
定
す
る
。
第
二
に
行
為
の
動
機
が
、
そ
し
て
第
一
二
に
行
為
者
の
心
情
が
関
係
す
る
。
現
行
法
上
の
人
格
関
係
的
な
責
任
阻
却
な
い
し
軽
減

(
九
)

事
由
は
、
四
六
条
の
例
外
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
四
六
条
二
項
の
量
刑
事
情
の
中
で
、
行
為
者
の
前
歴
・

従
来
の
良
い
行
状
・
前
科
・
受
刑
歴
・
犯
罪
後
の
態
度
・
悔
悟
・
損
害
回
復
は
、
責
任
の
幅
を
確
定
す
る
際
に
は
意
味
を
も
た
ず
、
責
任
の

(
お
)

幅
の
範
囲
内
で
、
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
初
め
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
シ
ャ
フ
ス
タ
イ
ン
は
、

そ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
前
に
、
ラ
ン
グ
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
ら
に
よ
る
主
張
に
対
す
る
態
度
決
定
を
す
る

量刑基準に関する一試論 (4・完)

必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
拡
大
さ
れ
た
行
為
概
念
」
が
「
量
刑
行
為
(
∞
可
え
N
Z
S
2
2高
己
主
」
を
基
礎
づ
け
る
と
し
た
場

合
に
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
量
刑
事
情
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
行
為
の
動
機
と
行
為
態
様
は
、
犯
罪
構
成

要
件
の
要
素
で
は
な
い
が
「
量
刑
行
為
」

の
責
任
に
関
連
す
る
要
素
で
あ
る
。
構
成
要
件
の
実
現
に
時
間
的
に
後
行
す
る
事
情
も

l
l
構
成

(
祁
)

要
件
が
既
遂
の
段
階
と
し
て
は
「
形
式
的
既
遂
」
で
足
り
る
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
行
為
の
実
質
的
既
遂
を
考
え
る
な
ら
ば

i
|
寸量

刑
行
為
」
に
含
ま
れ
、

四
六
条
一
項
の
責
任
に
関
連
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
損
害
の
回
復
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
悔
悟
の
有

無
や
被
害
者
に
対
す
る
卑
劣
な
態
度
、
巧
妙
に
計
画
さ
れ
た
陰
険
な
予
備
行
為
が
含
ま
れ
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
、

(
打
)

拡
大
さ
れ
た
行
為
概
念
と
人
格
責
任
の
不
明
確
な
中
間
領
域
に
属
す
る
の
で
あ
る

l
l
と。

右
の
よ
う
に
シ
ャ
フ
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
、
基
本
的
に
は
「
責
任
の
幅
」
の
範
囲
内
で
特
別
予
防
的
考
膚
か
ら

北法44(5・97)1135 

最
終
刑
を
決
定
す
る
際
に
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
属
す
る
事
情
の
中
で
、
「
量
刑
行
為
」
に
含
ま
れ
「
責
任
」



説

評
価
に
影
響
を
与
え
る
要
素
が
な
お
存
在
し
う
る
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

間
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
主
と
し
て
予
防
判
断
の
際
に
考
慮
し
よ
う
と
す
る
見
解
の
中
に
は
、
さ
ら
に
徹
底
し
て
、
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
広

義
の
量
刑
(
例
え
ば
ド
イ
ツ
刑
法
四
七
条
に
よ
る
短
期
自
由
刑
の
回
避
、
五
六
条
に
よ
る
保
護
観
察
の
た
め
の
刑
の
執
行
猶
予
)

(
沌
)

限
定
し
て
評
価
す
る
立
場
が
あ
る
。
既
述
の
「
位
置
価
説
」
か
ら
の
主
張
で
あ
る
。

論

の
場
面
に

「
位
置
価
説
」
に
よ
れ
ば
、
量
刑
の
第
一
段
階
、
す
な
わ
ち
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
で
は
、
「
有
責
な
不
法
」
の
程
度
を
刑
量

(
H
刑
期
)

に
置
き
換
え
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
予
防
目
的
は
考
患
に
入
れ
ら
れ
な
い
。
予
防
目
的
は
、
刑
事
政
策
的
諸
規
定
の
適
用
の
有
無

|
l
例
え

ば
、
自
由
刑
を
科
す
か
罰
金
刑
で
代
替
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
刑
を
執
行
猶
予
す
る
の
か
否
か
ー
ー
を
決
定
す
る
第
二
段
階
で
専
ら
考
慮
さ

(
乃
)

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
量
刑
事
情
と
し
て
の

「

犯

罪

後

の

態

度

」

ホ

ル

ン

は

、

行

為

が

既

遂

言。

=
g
Eロ
四
)
に
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
量
を
決
定
す
る
不
法
と
責
任
の
量
は
確
定
す
る
か
ら
、
「
犯
罪
後
の
態
度
L

は
そ
こ
に
影
響

を
与
え
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
但
し
、
①
行
為
遂
行
の
際
に
行
為
者
が
有
し
た
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
評
価
お
よ
び
こ
れ
に
相
応
す
る
刑
期

の
役
割
が
問
題
と
な
る
が
、

の
決
定
の
た
め
の
「
徴
表
」
と
し
て
機
能
し
た
り
、
②
(
懲
戒
処
分
な
い
し
そ
の
他
の
不
利
益
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
)
刑
の
特
別
な
減
軽

事
情
と
し
て
考
揮
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
特
に
意
味
を
も
つ
の
は
、
③
行
為
者
に
と
っ
て
正
し
い
制
裁
の

態
様

(
ω
g
r
z
oロ
∞
白
ユ
)
を
選
択
す
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
決
時
に
お
い
て
も
頑
固
な
(
〈
内
『
凶

g
円
宮
)
者
や
犯
罪
後
に
新
た

な
犯
罪
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
宣
告
刑
を
執
行
す
る
だ
け
で
十
分
か
否
か
、
あ
る
い
は
悔
悟
の
情
を
示
し
た
(
吋

2
5
者
に
対
し
て
刑
の
執

(
初
)

を
判
断
す
る
場
合
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

行
が
必
要
か
否
か
(
罰
金
刑
で
代
替
さ
れ
る
べ
き
か
)

こ
の
よ
う
に
「
位
置
価
説
」
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
考
慮
さ
れ
る
段
階
を
予
防
判
断
の
場
面
に
求
め
る
点
で
は
シ
ュ
ト
ラ

l
テ
ン
ヴ

エ
ル
ト
ら
の
見
解
と
類
似
す
る
が
、
そ
の
「
予
防
判
断
」
の
内
容
が
、
刑
事
政
策
的
諸
規
定
の
適
用
に
限
ら
れ
て
い
る
点
で
異
な
る
こ
と
に

な
る
。

北法44(5・98)1136 



我
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

(
剖
)

川
ま
ず
、
平
場
博
士
が
「
黙
秘
と
量
刑
」
の
問
題
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
刑
罰
は
責
任
の
程
度
を
超
え
な
い
こ
と
が
建
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

が
「
た
だ
、
責
任
追
究
を
効
果
あ
ら
し
め
、
将
来
の
再
犯
を
防
止
し
、
社
会
防
衛
を
は
か
る
た
め
に
は
、
責
任
追
究
の
手
段
、
処
遇
は
行
為

平
場
博
士
は
、
「
責
任
は
、
個
別
行
為
責
任
で
あ
る
こ
と
、

の
特
性
と
行
為
者
人
格
の
い
か
ん
に
よ
り
個
別
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
処
遇
の
選
択
は
人
格
に
よ
っ
て
決
す
る
と
い
う
の
が
、
刑
罰
法
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
」
と
さ

「
刑
の
量
は
責
任
に
お
い
て
定
ま
り
、

(
飽
)

れ
る
の
で
あ
る
。

平
場
博
士
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
。
右
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
行
為
者
の
犯
罪
後
の
態
度
、
殊
に
法
廷
に
お
け
る
自
白
、

否
認
な
ど
が
刑
の
決
定
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
は
、
自
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
刑
罰
の
量
は
責
任
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
し
、
責
任

量刑基準に関する一試論 (4・完)

は
行
為
責
任
主
義
に
固
定
せ
ら
れ
る
か
ら
、
犯
罪
後
の
態
度
い
か
ん
に
よ
っ
て
刑
量
が
重
く
な
っ
た
り
軽
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
処
遇
の
い
か
ん
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
人
格
の
い
か
ん
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
も
、
処
遇
決
定
に
つ
い
て
は
、
犯
行

当
時
の
人
格
状
況
に
も
増
し
て
、
処
遇
決
定
の
時
に
お
け
る
人
格
状
況
が
重
要
で
あ
る
。
犯
罪
後
の
行
為
者
の
行
動
は
、
「
犯
罪
体
験
の
行

為
者
人
格
へ
の
は
ね
か
え
り
、
そ
れ
に
対
す
る
行
為
者
人
格
の
反
応
」
を
見
る
上
で
意
義
を
有
し
、
殊
に
人
格
の
動
態
を
重
視
す
る
立
場
か

ら
は
不
可
欠
の
資
料
と
な
る
。
人
格
は
生
来
の
生
物
学
的
人
類
学
的
根
底
の
上
に
社
会
的
環
境
の
下
で
の
生
活
経
験
の
累
積
に
よ
っ
て
形
成

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
静
的
な
人
格
調
査
の
ほ
か
動
的
な
生
活
歴
の
検
討
が
重
要
と
な
る
。
か
く
し
て
、
「
犯
罪
後

に
お
け
る
状
況
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
反
応
の
仕
方
が
刑
の
決
定
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
面
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
他
に
は
あ

(
お
)

つ
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
平
場
博
士
も
「
犯
罪
後
に
お
け
る
被
害
賠
償
だ
け
は
別
個
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
行
為
か
ら
生
じ
た

北i去44(5・99)1137 



説

被
害
に
つ
い
て
民
事
責
任
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
|

l
民
事
責
任
と
刑
事
責
任
は
概
念
上
別
で
あ
る
け
れ
ど
も
通
算
せ
ら
れ
う
る
部
分

も
あ
る
た
め
|

l
民
事
責
任
の
履
行
を
通
じ
て
、
刑
事
責
任
の
一
部
を
果
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
従
っ
て
、

論

そ
れ
に
よ
り
刑
事
責
任

(
制
)

の
量
に
変
更
を
生
じ
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
刑
罰
量
に
お
い
て
軽
減
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
平
場
博
士
の
見
解
に
お
い
て
は
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
い
ず
れ
も
刑
事
責
任
の
量
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、

「
処
遇
の
選
択
」
に
つ
い
て
意
味
を
も
っ
。
た
だ
し
犯
罪
後
の
被
害
賠
償
だ
け
は
「
処
遇
の
選
択
」
の
み
な
ら
ず
「
刑
罰
量
」
に
お
い
て
も
(
軽

減
方
向
に
む
か
つ
て
の
)
変
更
を
生
ぜ
し
め
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
処
遇
の
選
択
」
に
際
し
て
は
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る

「
予
防
判
断
」
が
当
然
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
処
遇
の
選
択
」
に
何
を
含
む
か
に
よ
っ
て
は
、
先
に
見
た
ド
イ
ツ
の
「
位

置
価
説
」
と
親
近
性
を
も
ち
う
る
と
も
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
平
場
博
士
は
、
「
処
遇
の
選
択
」

の
具
体
的
内
容
を
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
。

間
次
に
、
西
原
教
授
の
所
説
を
見
て
み
よ
う
。

西
原
教
授
は
、
既
述
の
よ
う
に
量
刑
の
理
論
的
過
程
を
川
責
任
の
観
点
か
ら
す
る
量
刑
と

ω刑
事
政
策
的
観
点
か
ら
す
る
量
刑
と
に
二
分

(
邸
)

さ
れ
る
が
、
山
は
犯
罪
行
為
以
後
の
事
情
に
は
か
か
わ
り
合
わ
な
い
が
間
は
言
い
渡
さ
れ
あ
る
い
は
執
行
さ
れ
る
べ
き
刑
の
機
能
に
着
目
し

た
量
定
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
行
為
の
前
後
を
問
わ
な
い
と
述
べ
ら
れ
、
と
く
に
犯
罪
行
為
後
の
情
状
の
顧
慮
は
、
「
刑
事
政
策
的
観
点
か
ら

す
る
量
定
の
独
断
場
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
情
に
属
す
る
も
の
で
現
在
の
実
務
で
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
も
の

と
し
て
、
行
為
者
が
真
撃
に
悔
悟
し
て
い
る
と
い
う
事
情
、
長
年
の
被
告
人
と
し
て
の
生
活
で
す
で
に
刑
罰
に
匹
敵
す
る
社
会
的
制
裁
を
受

け
て
い
る
と
い
う
事
情
、
個
人
法
益
に
対
す
る
犯
罪
の
場
合
に
、
被
害
者
ま
た
は
そ
の
家
族
と
の
あ
い
だ
に
示
談
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う

(
町
田
)

事
情
、
犯
罪
の
原
因
と
な
っ
た
事
情
が
除
去
さ
れ
、
犯
罪
反
復
の
危
険
性
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
情
を
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
西
原
教
授
の

指
摘
さ
れ
る
、
刑
の
機
能
に
着
目
し
た
「
刑
事
政
策
的
観
点
」

の
下
に
は
多
様
な
内
容
が
含
ま
れ
う
る
が
、
「
予
防
判
断
」
も
そ
こ
に
属
す

北法44(5・100)1138 



(
幻
)

る
こ
と
に
な
る
。

西
原
教
授
の
所
説
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
刑
の
量
は
責
任
の
程
度
を
越
え
な
い
と
い
う
意
味
で
の
責
任
主
義
を
維
持
さ
れ
つ
つ

「
責
任
の
幅
」
を
否
定
さ
れ
る
の
で
、
刑
事
政
策
的
観
点
か
ら
す
る
量
定
は
、
常
に
減
軽
方
向
の
も
の
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述

(∞∞) 

べ
て
お
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
従
っ
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
も
、
刑
事
政
策
的
観
点
の
下
で
減
軽
事
情
と
し
て
の
み
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

(ω) 

同
浅
田
教
授
は
、
我
が
国
の
改
正
刑
法
草
案
四
六
条
に
対
す
る
批
判
の
中
で
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
関
し
て
も
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ

て
い
る
。

ま
ず
、
草
案
説
明
書
が
、

(ω) 

四
八
条
二
項
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
考
慮
事
項
の
う
ち
多
く
の
も
の
が
責
任
評
価
に
関
わ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、

そ
れ
ら
と
第
一
項
と
の
関
係
を
不
明
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
右
の
事
情
が
第
一
項
の

『
責
任
』
に
影
響
す
る
も
の
と
す
る
と
、

量刑基準に関する一試論 (4・完)

こ
れ
ら
の
事
情
は
特
別
予
防
お
よ
び
一
般
予
防
に
関
連
す
る
事
情
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
責
任
は
予
防
目
的
に
よ
っ
て

(
川
出
)

も
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
草
案
の
立
場
か
ら
す
る
か
ぎ
り
背
理
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
列
挙
事

項
の
う
ち
規
範
的
責
任
お
よ
び
可
罰
的
責
任
に
関
係
す
る
も
の
と
、
量
刑
上
の
予
防
目
的
に
関
係
す
る
も
の
と
を
厳
密
に
区
別
し
た
う
え
、

後
者
と
は
独
立
に
、

ま
ず
前
者
の
程
度
を
確
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
」
と
主
張
さ
れ
、

そ
の
場
合
「
可
罰
的
責
任
と
予
防
目
的
と
の
区
別
が

問
題
に
な
る
が
、
両
者
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
可
罰
的
責
任
は
、
責
任
を
確
定
す
る

た
め
の
理
論
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
行
為
時
に
お
け
る
行
為
者
の
責
任
の
有
無
お
よ
び
程
度
を
問
題
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
予
防
目
的

は
、
こ
こ
で
は
、
量
刑
の
た
め
の
理
念
で
あ
っ
て
、
判
決
言
渡
時
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
」
り
、
「
と
く
に
、
犯
罪
後
の
事
情
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
行
為
時
の
責
任
を
判
断
す
る
材
料
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
為
時
の
責
任
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

(

位

)

(

幻

)

の
観
点
で
の
み
評
価
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

り
、
後
者
(
量
刑
上
)
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説

以
上
、
我
が
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
主
と
し
て
予
防
判
断
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
見
解
を
概
観
し

て
き
た
。

論

こ
れ
ら
の
見
解
の
中
で
、
特
に
ド
イ
ツ
の
学
説
の
重
点
は
、
量
刑
の
基
礎
と
な
る
「
責
任
」
を
「
行
為
責
任
」
と
し
て
で
き
る
だ
け
純
化

し
よ
う
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
よ
れ
ば
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
責
任
判
断
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、

「
行
為
者
的
要
素
」
が
全
面
的
に
考
慮
さ
れ
う
る
予
防
判
断
の
対
象
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
我
が
国
の
学
説
の
重

点
は
、
む
し
ろ
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
予
防
判
断
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。
刑
事
政
策
観
点
か
ら

(
例
)

す
る
量
刑
は
「
言
い
渡
さ
れ
あ
る
い
は
執
行
さ
れ
る
べ
き
刑
の
機
能
に
着
目
し
た
量
定
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
行
為
の
前
後
を
問
わ
な
い
」
と

い
う
説
明
ゃ
、
「
処
遇
決
定
に
つ
い
て
は
、
犯
行
当
時
の
人
格
状
況
に
も
増
し
て
、
処
遇
決
定
の
時
に
お
け
る
人
格
状
況
が
重
要
で
あ
る
と

(
釘
)

い
え
よ
う
」
と
い
う
見
解
が
そ
の
例
で
あ
る
。
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
責
任
判
断
の
対
象
と
す
る
の
が
妥
当
で
な
い
こ

と
は
、
既
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
の
立
場
に
と
っ
て
も
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
全
面
的
に
、
あ
る
い
は
主
と
し
て
予
防

判
断
の
対
象
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
諸
見
解
に
は
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
予
防
判
断
の
関
連
性
が
、
従
来
の
見
解
で
は
今
一
つ
明
確
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
本
項
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
な
ぜ
予
防
判
断
に
影
響
を
与
え
る
の
か
は
、
改
め
て
一
不
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
「
行
為
責
任
」
に
帰
属
さ
れ
な
い
事
情
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
「
行
為
者
」
に
関
係
す
る
事
情
で
あ
る
か
ら
「
予
防
」
判
断
の

対
象
と
し
て
よ
い
、

と
い
う
説
明
は
あ
く
ま
で
も
消
極
的
な
理
由
づ
け
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
予
防
判
断
の

そ
れ
を
ど
の
範
囲
で
考
慮
す
べ
き
か
、
無
制
限
に
考
慮
し
て
よ
い
の
か
も
別
個
の
検
討
課
題
と
な
り
う
る
。
こ
れ

対
象
と
す
る
場
合
で
も
、

ら
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
前
章
で
考
察
し
た
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準
」
を
め
ぐ
る
寸
量
刑
に
お
け
る
消
極
的
行
為
責
任
主

義
」
と
予
防
的
考
慮
の
関
係
を
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
い
う
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
事
情
」
に
レ
ベ
ル
に
置
き
換
え
て
論
ず
る
こ
と
に
も
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面食 説

E
円
宮
内
『
・
出
。
E
N
Z
P
R
S
・
閉
山
町
内
「
『
恒
三
∞
円
F
E
a
F
』

E
「
悶

2
4宅
己
U
E
乱
開
『
口
洋
〉
盟
国
品
。
己
的
要
。
-
同
町
(
F
E
E
-
F
M
5
F
コ
ロ
『
ロ
「
宅
回
一
Z
E
C
色
白

N
E
自

4
0
・
。
内
σ
E
ユ
伊
丹
田
明
・
同
川
町
斗
ω
・
ω
・
ω
川
以
内
問
'

(η)
本
稿
第
三
章
第
四
節
二
注
(
臼
)
参
照
。

(冗
)
ω
円
Z
町民団印

Z
5・
白
白
血

O
(〉
=
目
。
ψ
)
∞
-
M
(
)

斗同・

(刀
)
ω
円
『
岡
田
町
片
的
言

5
・
P
白
・

0
・
(
〉
口
自
・
。
匂
)
∞
H
O
∞
『

(
引
け
)
∞
円
『
丘
町
印
定

5
・
国
・
白
・
C
目
(
〉
=
g
・
。
。
)
ω
同
(
)
匂
}
]
己
N

(
九
)
∞
門
町
民
P
H
巾
E
-
m
w
-
白
・

0
'
(〉
ロ
ヨ
・
。
匂
)
∞
-
H
H
N
-

(
河
)
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
危
険
犯
に
お
い
て
実
窓
口
が
発
生
し
た
場
合
や
、
い
わ
ゆ
る
「
後
の
行
為
を
目
的
と
す
る
目
的
犯
」
に
お
い
て
実
際
に
そ

の
「
後
の
行
為
」
が
行
わ
れ
た
場
合
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

(η)
∞
円
『
岡
山
町
問
的
定

5
・
白
・
白
・

0
・
(
〉
己
目
白
。
ゅ
)
ω
H
H
N
ロ
・

(
沌
)
「
位
置
価
説
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
章
第
四
節
二
を
参
照
。

(
乃
)
〈
四
戸
開
n
Z
R
ι
E
C
5
・

4
弓
』
島
市
『
門
巴
巾
込
口
問
)
』
】
巾
一
日
吉
コ
岡
市

E

∞
守
山
町
F
O
E
S
N
E
呂
町
曲
目
ロ
ロ
同
・

5υ
の
巾
E
E
C
E
口
当
白

5
・

2
え

E
m
F
P
出
告
白
山
S
円
F
5

-
N
Z
品
。
-
u
z
-
z
=
ι
出
血
ロ
臼
1
1

「
ロ
内
田
耳
お
ω
円
Z
『mFσ巾
H

・
2
『
切
開
-
Y
H
り
開
印
片
山
口
町
ユ
間
同
町
骨
「
司
『
芯
島
『
F
n
z
ω
円
}
戸
島
町
四
日
門
司
F
ロ
N
z
g
叶
。
。
巾
『
ロ
『
円
M
C
開
-
H
匂
叶
印
・
ω
-
N
品
回
ロ
・

(
印
)
開
n
r
z
g
，
島
問
。
『
P
ω
可
印
仲
間
自
白
色
目
円
『
巾
「
欠
。
包
昌
司
ロ
丹
田
『
N
E
自
∞
件
『
白
『
伺
巾
m
w
巾
丹
N
F
E
門
『
y
∞
己
・
]
ケ
〉
叶
・
印
〉
E
戸
-
H
m
w
∞
少
叫
品
。
河
口
同
ω
N

(
剖
)
平
場
安
治
「
黙
秘
と
量
刑
」
法
律
時
報
三
八
巻
七
号
(
昭
和
四
一
年
)
八

O
頁
以
下
。

(
回
)
平
場
・
前
掲
論
文
(
注
剖
)
八
三
頁
。

(
回
)
平
場
・
前
掲
論
文
(
注
別
)
八
三
頁
。

(
倒
)
平
場
・
前
掲
論
文
(
注
創
)
八
三
頁
。

(
回
)
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和
五
二
年
)
四
五
四
頁
以
下
。
本
稿
第
二
一
章
第
二
節
一
参
照
。

(
剖
)
西
原
・
前
掲
書
(
注
部
)
四
五
五
四
五
六
頁
。

(
訂
)
西
原
教
授
は
「
刑
罰
の
機
能
」
と
し
て
、
予
防
的
機
能
の
他
に
報
復
感
情
宥
和
機
能
・
保
安
的
機
能
・
煩
罪
的
機
能
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
の

で
(
西
原
・
前
掲
書
(
注
目
)
四
三
六
頁
以
下
)
、
刑
事
政
策
的
観
点
か
ら
す
る
量
刑
の
段
階
で
は
、
こ
れ
ら
の
要
因
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
解
さ
れ
る
。
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量刑基準に関する一試論 (4・完)

(
槌
)
西
原
・
前
掲
書
(
注
部
)
四
五
五
頁
。

(
卸
)
中
義
勝
H
吉
川
経
夫
H

中
山
研
一
(
編
)
『
刑
法
1
総
論
』
(
昭
和
五
九
年
)
一
八
六
頁
以
下
〔
浅
田
和
茂
執
筆
〕
。

(
卯
)
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
『
改
正
刑
法
草
案
説
明
書
』
(
昭
和
四
七
年
)
一
二
九
真
参
照
。

(
引
)
中
H
吉
川
H
中
山
(
編
)
前
掲
書
(
注
卸
)
一
八
七
頁
〔
浅
田
執
筆
〕
。

(
幻
)
中
H
吉
川
H
中
山
(
編
)
前
掲
書
(
注
卸
)
一
八
七
頁
〔
浅
固
執
筆
〕
。

(
問
)
な
お
、
西
村
清
治
判
事
も
、
訴
訟
に
お
け
る
被
告
人
の
態
度
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
今
日
、
刑
罰
の
本
質
を
応
報

刑
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
目
的
刑
と
し
て
と
ら
え
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
刑
罰
は
犯
人
の
し
た
行
為
そ
れ
自
体
に
内
包
す
る
違
法
性
と

そ
れ
に
つ
い
て
彼
が
非
難
さ
れ
る
べ
き
事
情
に
よ
っ
て
相
当
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
限
お
よ
び
下
限
(
責
任
の
限
界
)

を
免
脱
し
て
科
せ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
責
任
を
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
(
犯
罪
の
抑
制
と
犯
人
の

改
善
更
生
)
に
は
行
為
の
特
性
と
行
為
者
の
人
格
い
か
ん
に
よ
っ
て
個
別
化
し
た
う
え
、
具
体
的
な
量
刑
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
、

ま
た
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」
。
そ
し
て
「
こ
の
観
点
か
ら
被
告
人
の
犯
罪
後
の
行
動
を
み
て
み
る
と
、
自
白
や
否
認
そ
れ
自
体
は
右
に
説
明
し

た
責
任
を
限
定
す
る
た
め
の
要
素
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
犯
罪
体
験
の
行
為
者
自
身
の
人
格
へ
の
は
ね
か
え
り
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
人
格
評
価

の
資
料
と
し
て
は
重
視
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
り
、
前
記
の
刑
の
個
別
化
事
由
と
し
て
は
当
然
考
え
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
」

と
さ
れ
る
(
西
村
清
治
「
量
刑
事
情
」
平
野
龍
一

H
松
尾
浩
也
(
編
)
『
実
例
法
学
全
集
・
続
刑
事
訴
訟
法
』
(
昭
和
五
五
年
)
二
五
三
頁
以
下
)
。

(
但
)
西
原
・
前
掲
書
(
注
剖
)
四
五
五
頁
。

(
何
)
平
場
・
前
掲
論
文
(
注
別
)
八
三
頁
。

「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化

本
稿
で
は
既
に
、
量
刑
に
お
け
る
「
予
防
」
の
内
容
を
、
「
行
為
者
に
対
す
る
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
」
に
よ
る
特
別
予
防
と
し

(
鉛
)

て
理
解
し
た
。
結
論
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
、
予
防
判
断
に
あ
た
っ
て
、
「
行
為
者
に
対
す
る
規
範
意
識
の
確
認
・
強

2 
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説

化
」
の
必
要
性
を
確
定
す
る
た
め
の
一
資
料
と
な
り
う
る
が
故
に
、
ま
た
そ
の
限
度
で
考
慮
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
科
刑
に
よ
る
行
為
者

に
対
す
る
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
の
必
要
性
判
断
は
、
現
在
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
の
現
実
的
作
用
と
そ
の
効
果
を
重
視
す
る
も
の
で

(W) 

あ
る
か
ら
、
「
責
任
判
断
」
と
は
異
な
っ
て
判
決
時
を
基
準
と
し
た
諸
事
情
を
そ
の
判
断
基
底
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
従

論

っ
て
、
犯
罪
行
為
時
は
も
と
よ
り
、
逮
捕
・
起
訴
・
公
判
を
経
て
判
決
に
至
る
ま
で
の
行
為
者
の
行
動
は
、

一
応
、
評
価
資
料
の
範
囲
に
含

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
予
防
判
断
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
該
「
犯

罪
後
の
態
度
」
か
ら
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
の
必
要
性
を
判
断
し
て
よ
い
の
か
否
か
に
関
し
て
は
、

一
定
の
基
準
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

右
の
よ
う
に
理
解
す
る
限
り
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
、
予
防
判
断
に
あ
た
っ
て
、
加
重
事
情
・
減
軽
事
情
の
い
ず
れ
と
し
て
も
考

慮
し
て
よ
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
評
価
資
料
の
一
つ
と
し
た
結
果
、
当
該
行
為
者
に
対
す
る
規
範
意
識
を
確
認
・

強
化
す
る
必
要
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
加
重
事
情
と
し
て
、
反
対
に
そ
の
必
要
性
が
低
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
減
軽
事
情

と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
幅
の
理
論
」
を
採
用
す
る
論
者
か
ら
も
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
特
別
予
防
判
断
に
際

し
て
顧
慮
す
る
場
合
に
は
、
責
任
の
幅
の
範
囲
内
で
加
重
・
減
軽
両
方
向
に
作
用
さ
せ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
が

外
部
的
事
情
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
警
察
に
自
首
し
た
り
、
あ
る
い
は
以
前
の
行
動
や
共
犯
者
と
の
関
係
を
断
っ
た
よ
う
な
場
合
、
ま
た
、

そ
の
他
、
犯
罪
の
発
覚
以
前
に
最
終
的
に
合
法
的
態
度
に
一
戻
る
よ
う
な
こ
と

を
し
た
場
合
に
は
、
責
任
に
見
合
う
範
囲
で
軽
い
刑
が
選
択
さ
れ
う
る
。
反
対
に
、
行
為
者
の
犯
罪
後
の
態
度
が
、
非
常
に
重
度
の
社
会
化

の
欠
陥
(
∞
。

N
E広
三
5
5
g皆
同
己
)
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
責
任
の
幅
の
中
で
上
限
に
達
す
る
刑
が
選
択
さ
れ
る
可
能
性
も
存
在

(
m
m
)
 

す
る
の
で
あ
る
。

盗
品
を
返
還
し
た
り
被
害
者
に
賠
償
を
行
っ
た
よ
う
な
場
合
、

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
特
別
予
防
判
断
に
際
し
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
い
う
量
刑
事
情
を
|
|
行
為
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責
任
の
範
囲
内
で
あ
る
に
せ
よ
ー
ー
よ
り
重
い
刑
を
選
択
す
る
理
由
と
し
て
考
膚
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
行
為
責
任
と
は
無
関
係
の
要
素
で
あ
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
、
「
予
防
の
必
要
性
」
に
基
づ
い
て
行
為
責
任
の
範
囲
内
で
加
重
方
向

に
作
用
さ
せ
る
こ
と
が
、
本
稿
の
採
用
す
る
消
極
的
行
為
責
任
主
義
に
反
し
な
い
か
否
か
で
あ
る
。

消
極
的
行
為
責
任
主
義
の
本
質
は
、
刑
罰
は
行
為
責
任
を
「
前
提
条
件
」
と
し
、

か
つ
行
為
責
任
を
「
限
界
」
と
し
て
そ
の
限
度
を
越
え

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
責
一
任
主
義
に
よ
っ
て
目
的
主
義
を
制
約
し
、
目
的
主
義
に
も
「
責
任
あ
れ
ば
刑
罰
あ
り
」

と
い
う
積
極
的
責
任
主
義
を
制
約
さ
せ
る
こ
と
に
も
連
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
の
下
で
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
判
断
資
料
と
し
た
予

そ
れ
が
行
為
責
任
の
範
囲
内
で
あ
る
限
り
、
特
に
問
題
が
な
い
よ
う
に
も

防
的
考
慮
に
基
づ
い
て
、

よ
り
重
い
刑
を
選
択
す
る
こ
と
に
は
、

思
わ
れ
る
。
予
防
的
考
慮
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
刑
量
が
、
行
為
責
任
に
見
合
う
刑
量
を
越
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
消
極
的
行
為
責
任

主
義
と
は
矛
盾
し
な
い
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

量刑基準に関する一試論 (4・完)

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば

H

量
的
u

に
消
極
的
行
為
責
任
主
義
が
維
持
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
問
題
は
、

行
為
責
任
と
は
無
関
係
な
要
素
に
よ
っ
て
、
刑
の
加
重
が
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
消
極
的
行
為
責
任
主
義
を
一
貫
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
量
刑
事
情
の
法
的
性
格
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
|
|
本
稿
は
こ
れ
を
H

質
的
N

な
問
題
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
|
|
維
持
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
行
為
責
任
と
は
無
関
係
な
要
素
を
判
断
資
料
と
し
て
予
防
的
考
慮
が
行
わ
れ
、
刑
が
加
重
さ
れ
た
な
ら
ば
|
|
そ
れ
が
結
果
的
に
は

行
為
責
任
の
量
を
越
え
て
い
な
い
と
し
て
も
|
|
(
行
為
)
責
任
主
義
に
よ
る
目
的
主
義
の
制
約
が
失
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
質
的
に
は
、
責
任
主
義
が
目
的
主
義
に
譲
歩
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
量
刑
に
お
い
て
消
極
的
行
為
責
任
主
義
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
行
為
責
任
と
は
無
関
係
な
要
素
を
資
料

と
し
て
予
防
判
断
を
行
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
刑
罰
加
重
的
・
減
軽
阻
止
的
に
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
為
責

任
と
は
無
関
係
な
要
素
に
基
づ
く
予
防
判
断
は
、
刑
罰
を
減
軽
す
る
方
向
で
の
み
考
慮
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
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説

に
基
づ
く
特
別
予
防
判
断
も
、
行
為
者
の
規
範
意
識
を
確
認
・
強
化
す
る
必
要
性
が
ど
の
程
度
少
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き

な
の
で
あ
っ
て
、

か
よ
う
な
必
要
性
が
「
犯
罪
後
の
態
度
」
か
ら
見
て
い
か
に
大
き
い
と
判
断
さ
れ
て
も
、
量
刑
に
お
い
て
考
患
に
入
れ
ら

論

れ
で
は
な
ら
な
い
。
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
、
予
防
判
断
に
際
し
て
、
減
軽
方
向
に
の
み
考
慮
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ

る
。
こ
れ
が
「
量
刑
に
お
け
る
消
極
的
行
為
責
任
主
義
」
か
ら
の
帰
結
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
当
該
行
為
者
が
示
し
た
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
予
防
判
断
に
お
け
る
考
慮
の
対
象
と
し
、

そ
こ
か
ら
行
為
者
の
規
範
意

識
を
確
認
・
強
化
す
る
必
要
性
(
が
ど
の
程
度
少
な
い
の
か
)
を
評
価
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

山
一
般
的
に
言
え
ば
、
当
該
行
為
者
が
示
し
た
「
犯
罪
後
の
態
度
」
な
い
し
事
後
行
為
が
外
部
的
事
情
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自

発
的
な
意
思
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

(
す
な
わ
ち
「
任
意
性
」
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
)

が
必
要
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
行

為
の
際
の
意
思
決
定
は
常
に
外
部
的
事
情
と
の
関
連
に
お
い
て
決
定
さ
れ
、
完
全
に
自
発
的
な
意
思
と
い
う
も
の
は
考
え
難
い
と
す
る
な
ら

ば
、
外
部
的
諸
事
情
を
考
慮
し
て
も
、
な
お
自
発
的
な
意
思
に
よ
る
と
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
自
発
性
・
任
意
性
の
有
無

(
m出
)

を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
事
後
行
為
に
至
る
「
動
機
」
が
重
要
な
要
因
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化

の
必
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
必
ず
し
も
道
徳
的
な
悔
悟
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
い
が
、
功
利
的
・
打
算
的
な
理
由
で

は
充
分
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
少
く
と
も
、
自
己
の
行
っ
た
犯
罪
に
対
す
る
否
定
的
価
値
評
価
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
い
く
つ
か
の
具
体
例
に
よ
っ
て
検
討
し
よ
う
。

①
損
害
賠
償

犯
罪
後
に
損
害
を
賠
償
し
た
こ
と
が
量
刑
事
情
と
な
り
う
る
こ
と
は
、
既
に
見
た
判
例
・
立
法
例
に
お
い
て
も
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
学

説
上
は
、
賠
償
と
い
う
客
観
的
事
情
じ
た
い
を
重
視
す
る
立
場
が
多
い
。
例
え
ば
平
野
博
士
は
、
被
害
を
賠
償
し
た
と
き
に
刑
を
軽
く
す
る

こ
と
は
「
民
事
と
刑
事
と
の
区
別
を
混
同
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
も
な
い
で
は
な
い
。
と
く
に
応
報
刑
的
な
観
点
か
ら
は
、
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ぜ
い
そ
れ
が
悔
悟
に
よ
る
場
合
だ
け
、
考
慮
に
価
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
刑
罰
の
目
的
が
被
害
の
防
止
に
あ
る
以
上
、
動
機
の
知
何
に

(
瑚
)

か
か
わ
ら
ず
、
犯
人
が
賠
償
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
は
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
実
務
家
の
立
場
か
ら
は
、

犯
罪
類
型
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
の
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
窃
盗
罪
や
詐
欺
罪
の
場
合

の
被
害
弁
償
は
「
犯
罪
に
よ
る
被
害
そ
の
も
の
の
回
復
」
と
い
う
性
質
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
恐
喝
罪
や
強
盗
罪
の
場
合
は
財
産
の
侵
害
に

尽
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
被
害
金
額
が
全
額
弁
償
さ
れ
た
と
し
て
も
評
価
は
異
な
る
と
さ
れ
、

ま
た
傷
害
罪
に
お
け
る
慰
籍
料
の
支
払
い

(
肌
)

は
犯
罪
の
被
害
の
付
随
的
結
呆
の
回
復
に
す
ぎ
な
い
か
ら
む
し
ろ
被
害
感
情
の
宥
和
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
は
、
第
三
者
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
が
行
わ
れ
た
場
合
も

l
l
量
刑
責
任
の
「
結
果
構
成
要
素
」
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(
剛
山
)

か
ら
|
|
量
刑
上
有
利
に
考
慮
し
て
よ
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
既
に
見
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
三
四
条
一
四
号
は
こ
れ
を
減
軽
事
情
と
し

(
間
)

て
規
定
し
て
い
る
。

し
か
し
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、

か
よ
う
な
損
害
賠
償
と
い
う
客
観
的
事
情
じ
た
い
よ
り
も
、

そ
こ
か
ら
行
為
者
の
規
範
意
識
を
確
認
・
強

量刑基準に関する一試論 (4・完)

化
す
る
必
要
性
が
少
な
い
こ
と
を
判
断
で
き
る
か
ど
う
か
の
方
が
重
要
と
な
る
。
従
っ
て
、

ど
の
程
度
被
害
が
回
復
さ
れ
た
か
、
ど
の
犯
罪

類
型
に
お
け
る
損
害
賠
償
で
あ
っ
た
か
と
い
う
事
情
が
そ
の
ま
ま
量
刑
上
考
慮
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
被
害
の
全
部
を
賠
償
し
た

場
合
ゃ
、
財
産
犯
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
方
が
、
被
害
の
一
部
し
か
賠
償
し
な
か
っ
た
場
合
ゃ
、
傷
害
罪
に
お
け
る
慰
籍
料
の
場
合
よ
り
も

当
然
に
有
利
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
当
該
賠
償
行
為
が
自
発
的
な
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
|
|
特
に
動
機
の
分
析

に
よ
っ
て
|
|
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
損
害
賠
償
の
程
度
や
犯
罪
類
型
は
そ
の
た
め
の
補
助
的
な
評
価
資
料
と
な
り
う
る
に

(
胤
)

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
損
害
が
完
全
に
賠
償
さ
れ
て
い
て
も
、
罪
が
軽
く
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
行
っ
た
り
、
他
人
に
説
得
さ
れ
て
や
む
を

(
鵬
)

得
ず
行
っ
た
り
し
た
場
合
に
は
量
刑
上
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
三
者
に
よ
っ
て
賠
償
が
な
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

(
揃
)

刑
法
四
六
条
二
項
が
、
損
害
を
回
復
す
る
た
め
の
「
努
力

B
S
E
E
gご
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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説

⑤
訴
訟
中
に
お
け
る
態
度

被
告
人
の
訴
訟
中
の
態
度
、
特
に
公
判
廷
に
お
け
る
自
白
・
否
認
が
量
刑
事
情
と
な
り
う
る
こ
と
も
、
我
が
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
判
例
に

論

あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
諸
外
国
の
立
法
例
に
お
い
て
も
、
特
に
自
白
を
減
軽
事
情
と
し
て
規
定
し
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
た
。
学
説
上

(

即

)

(

胤

)

(

問

)

は
、
従
来
主
と
し
て
訴
訟
法
的
観
点
か
ら
否
定
説
・
肯
定
説
が
そ
れ
ぞ
れ
有
力
に
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
。

本
稿
の
立
場
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
訴
訟
中
に
お
け
る
被
告
人
の
態
度
か
ら
規
範
意
識
を
確
認
・
強
化
す
る
必
要
性
が
少
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
か
よ
う
な
事
情
を
減
軽
方
向
に
考
慮
し
て
よ
い
と
解
さ
れ
る
た
め
、
特
に
自
白
を
中
心
と
し
た
供
述
態
度
が
対
象
と
な
る
。
自

自
の
考
患
が
、
被
告
人
の
黙
秘
権
の
侵
害
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
、
自
白
は
さ
ま
ざ
ま
な
動
機
か
ら

(
川
)

な
さ
れ
う
る
た
め
、
こ
こ
で
も
そ
の
分
析
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
り
、
自
白
し
た
こ
と
が
直
ち
に
量
刑
上
考
慮
さ
れ
る
と
解
す
る
べ
き
で
は

(m) 

な
い
。
訴
訟
技
術
的
な
理
由
の
た
め
に
自
白
す
る
場
合
(
例
え
ば
軽
い
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
自
白
し
て
お
い
て
後
に
な
っ
て
重
い
犯
罪
事
実

(

山

)

(

川

)

を
否
認
し
そ
の
罪
を
免
れ
よ
う
と
す
る
場
合
)
は
も
ち
ろ
ん
、
決
定
的
な
証
拠
を
提
示
さ
れ
て
や
む
を
得
ず
自
白
す
る
場
合
も
、
規
範
意
識

を
確
認
・
強
化
す
る
必
要
性
が
少
な
い
と
は
一
言
え
な
い
か
ら
、
減
軽
事
情
と
は
な
ら
な
い
。

①
既
遂
後
の
「
中
止
」
行
為

行
為
者
が
既
遂
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
、
発
生
し
た
結
果
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
り
、

そ
の
拡
大
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
措
置
を
講
ず
る

場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
窃
盗
行
為
を
行
っ
た
者
が
盗
品
を
返
還
し
た
り
、
傷
害
行
為
を
行
っ
た
者
が
被
害
者
の
救
護
に
努
め
た
り
、
放
火

(
以
)

行
為
を
行
い
既
遂
へ
と
至
ら
し
め
た
者
が
消
火
活
動
に
協
力
し
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
規
範
意
識
を
確
認
・

(
出
)

強
化
す
る
必
要
性
が
少
な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
き
に
は
減
軽
事
情
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
「
既
遂
後
」
の
中
止
行
為
で
は
な
い
が
、
未
遂
段
階
で
中
止
行
為
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
果
が
発
生
し
た
場
合
(
い
わ
ゆ
る

(
凶
)

「
準
中
止
未
遂
」
)
に
お
い
て
も

l
ー
既
遂
に
達
し
た
以
上
は
中
止
未
遂
規
定
の
適
用
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
|
|
既
述
の
観
点
か
ら
減
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軽
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

④
そ
の
他

以
上
の
ほ
か
に
も
、
行
為
者
が
自
ら
犯
罪
の
原
因
を
除
去
す
べ
く
努
力
し
た
場
合
(
ア
ル
コ
ー
ル
や
麻
薬
中
毒
の
治
療
に
専
念
し
た
よ
う

(

山

)

(

山

)

な
場
合
)
や
長
年
の
被
告
人
と
し
て
の
生
活
で
既
に
刑
罰
に
匹
敵
す
る
社
会
的
制
裁
を
受
け
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
例
え
ば
、
自
ら

進
ん
で
辞
職
し
て
い
る
場
合
な
ど
多
く
の
減
軽
事
情
と
な
り
う
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
当
該
行
為
者
の
規
範
意
識
を
確
認
・

強
化
す
る
必
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
来
は
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
自
首
・
自
白
・
解
放
行
為
が
、
法
の
規
定
す
る
要
件
を
充
足
し
な
か
っ
た
場

量刑基準に関する一試論(4・完)

合
(
例
え
ば
「
官
憲
発
覚
後
」
の
申
告
・
「
裁
判
確
定
後
」
の
自
白
・
「
公
訴
提
起
後
」
の
解
放
行
為
な
ど
)
も
、
宣
告
刑
形
成
過
程
に
お
け

る
減
軽
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

山
以
上
に
対
し
、
従
来
、
判
例
お
よ
び
学
説
に
お
い
て
刑
を
加
重
す
る
方
向
に
考
慮
さ
れ
て
き
た
「
犯
罪
後
の
態
度
」
|
|
公
判
廷
に
お

け
る
否
認
な
い
し
反
抗
的
な
供
述
態
度
・
盗
品
の
隠
匿
な
い
し
損
壊
・
新
た
な
犯
罪
の
開
始
な
ど

l
ー
は
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
す
べ
て

(
即
)

量
刑
事
情
に
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

右
の
帰
結
は
、
裁
判
上
の
加
重
事
由
に
お
い
て
も
具
体
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
「
情
状
」
に
よ
り
懲
役
と
罰
金
を

併
科
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
(
商
法
四
九
二
条
・
有
限
会
社
法
人

O
条
・
森
林
法
二
二
一
条
な
ど
て
こ
の
「
情
状
」
に
「
犯

罪
後
の
態
度
」
を
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
情
状
」
に
つ
い
て
既
に
団
藤
博
士
が
「
犯
罪
そ
の
も
の
の
情
状
で
、
犯
罪
後

の
状
況
を
含
ま
な
い
も
の
と
解
す
る
」
と
さ
れ
「
犯
罪
後
に
生
じ
た
事
由
を
加
重
原
由
と
す
る
こ
と
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
本
旨
か
ら
い
つ

(m) 

て
お
そ
ら
く
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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説

(
問
)
本
稿
第
三
章
第
五
節
二
参
照
。

(
併
)
〈
岡
戸
室
包
囲
『
同
門
F

H

の
D
a
m
-
N
N
号
戸
田
由
。
'
(
〉
ロ
ヨ
-
H
)
ω
'

印ω
h
H
e

印。∞-

(
M
m
)

問。凶百
-
m
F

由
。
・
(
〉
口
問

H
H
E
A凶

N)
∞
-
N
C
N同・

(
叩
)
〈
四
一
切
C
芹
w
p
m
F

白・
0
(
〉
ロ
ヨ

ω)
∞
∞
∞
印
同

こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
自
発
性
(
任
意
性
)
は
、
中
止
未
遂
(
刑
法
四
三
条
但
書
)
の
成
立
要
件
と
し
て
の
「
自
己
ノ
意
思
ニ
因
リ
」
の

意
義
の
問
題
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。
後
者
は
、
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
い
て
、
当
該
中
止
行
為
が
法
の
掲
げ
る
要
件
に
合
致
す
る
か
否
か
と

い
う
類
型
的
判
断
(
本
章
第
二
節
四
参
照
)
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
』
(
昭
和
六
三

年
)
一
九
四
l
一
九
三
頁
参
照
。

(
瑚
)
平
野
龍
一
『
矯
正
保
護
法
』
(
昭
和
三
八
年
)
三
七
頁
。

(
肌
)
小
田
健
二
「
裁
判
所
か
ら
み
た
情
状
と
量
刑
」
自
由
と
正
義
二
九
巻
六
号
(
昭
和
五
三
年
)
一
二
八
|
三
九
頁
。

(
即
)
〈
四
-
冨

E
Z円F
H

C

C
帥印巾
7
N
6戸印
-
E
・
0
2ロ
B
H
)
∞
E
N
-
さ
ら
に
、
川
崎
一
夫
『
体
系
的
量
刑
論
』
(
平
成
三
年
)
一
一
一
一
一
五
頁
以
下
参
照
。

こ
れ
に
反
対
す
る
見
解
と
し
て
、
〈
四
一
∞
円

F
E
Z
H
∞門

F『む色町『

H
n
z巾-白・白
0
・
2
ロヨ
-
H
)

官
。
閉
山
口
・
品
。
・

(
間
)
本
章
第
三
節
一
回
注
(
お
)
参
照
。

(
胤
)
〈
包
回
。
R
r
巾・由回・

0
・(〉国岡田・

ω)
∞∞∞印『・

(
朋
)
も
ち
ろ
ん
、
損
害
賠
償
を
量
刑
上
の
考
慮
に
止
め
ず
|
|
近
年
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
|
!
よ
り
広
範
に
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
の
中
に
位

置
づ
け
、
例
え
ば
刑
罰
な
い
し
悶
有
の
(
新
た
な
)
制
裁
と
し
て
把
握
す
る
必
要
性
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
別
個
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
高
橋
則
夫
「
刑
法
に
お
け
る
損
害
回
復
|
|
刑
法
理
論
的
・
解
釈
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

刑
法
雑
誌
三
二
巻
三
号
(
平
成
四
年
)
一
五
頁
以
下
、
佐
伯
仁
志
「
刑
罰
と
し
て
の
損
害
賠
償
」
内
藤
謙
H
松
尾
浩
也
H

田
宮
裕
H

芝
原
邦
爾
(
編
)

『
平
野
龍
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
・
下
巻
』
(
平
成
三
年
)
八
五
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

(
胤
)
交
通
事
犯
な
ど
に
お
い
て
問
題
と
な
る
示
談
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
被
告
人
の
努
力
を
減
軽
事
情
と
し
て
評
価
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
な
お
、
三
井
教
授
は
、
示
談
を
被
害
者
救
済
と
い
う
点
か
ら
量
刑
上
考
慮
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
か
よ
う
な
「
目
的

達
成
の
た
め
に
、
量
刑
が
政
策
的
に
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
責
任
主
義
を
基
盤
に
お
く
量
刑
の
基
本
的
あ
り
方
を
歪
め
て
し
ま
う
。

被
害
者
救
済
は
あ
く
ま
で
も
民
事
上
の
問
題
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
く
そ
の
方
面
で
の
救
済
制
度
・
方
策
の
充
実
を
企
図
す
る
の
が
先
決
で
あ
る
」

自省
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量刑基準に関する一試論 (4・完)

と
し
て
、
量
刑
に
本
来
的
機
能
を
越
え
た
役
割
を
担
わ
せ
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
量
刑
機
能
の
純
化
」
を
主
張
さ
れ
て
い
る
(
一
一
一

井
誠
「
量
刑
と
示
談
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
総
合
特
集
『
交
通
事
故
』
(
昭
和
五
二
年
)
二
八
五
頁
)
。
な
お
、
所
一
彦
H
前
田
俊
郎
「
刑
事
事
件
処
理

と
損
害
賠
償
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
九
号
(
昭
和
四
七
年
)
二
八
頁
参
照
。

(
即
)
否
定
説
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
佐
伯
博
士
は
①
自
白
ま
た
は
否
認
が
量
刑
理
由
に
な
り
得
る
と
い
う
一
般
的
な
状
態
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、

自
白
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
が
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
の
保
障
す
る
供
述
の
自
由
が
剥
奪
さ
れ
る
①
公
判
廷
に
お
け
る
被
告
人
の

態
度
か
ら
そ
の
対
社
会
的
態
度
を
判
断
し
人
格
を
一
評
価
す
る
と
し
て
も
、
人
格
の
評
価
方
法
と
し
て
は
極
め
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
他
に

い
く
ら
で
も
方
法
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
白
や
否
認
を
量
刑
に
考
慮
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
①
裁
判
は
感
情
や
好
悪
に
よ
っ
て
行
わ
れ

で
は
な
ら
ず
、
法
律
と
証
拠
に
よ
る
裁
判
を
保
障
す
る
た
め
に
も
公
判
廷
に
お
け
る
態
度
を
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
拠
を
掲
げ
ら

れ
る
(
佐
伯
千
偲
寸
量
刑
理
由
と
し
て
の
白
白
と
否
認
」
団
藤
重
光
H
平
場
安
治
H
鴨
良
弼
(
編
)
『
木
村
博
士
還
暦
祝
賀
・
刑
事
法
学
の
基
本

問
題
(
下
)
』
(
昭
和
三
一
一
一
年
)
九
八
七
頁
以
下
)
。
そ
の
後
も
久
岡
教
授
に
よ
っ
て
④
被
告
人
の
訴
訟
中
の
態
度
を
考
慮
し
た
量
刑
は
、
そ
の
態

度
の
意
味
を
争
う
機
会
・
防
御
の
機
会
が
被
告
人
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
量
刑
に
な
っ
て
、
不
意
打
ち
に
な
ら
な
い
か
⑤
訴
訟
当
事
者
と
し
て

の
被
告
人
の
地
位
と
矛
盾
し
な
い
か
⑤
仮
に
自
白
だ
け
を
軽
い
量
刑
事
情
と
考
え
る
に
し
て
も
以
上
の
事
実
は
変
わ
ら
な
い
し
、
悔
悟
の
あ
る

こ
と
が
軽
い
量
刑
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
悔
悟
の
な
い
こ
と
が
重
い
量
刑
に
作
用
す
る
の
を
と
ど
め
て
い
る
だ
け
で
な
い
と
は
、
必

ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
(
久
岡
康
成
「
量
刑
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五

O
O号
(
昭
和
四
七
号
)

四
五

O
頁)。

(
瑚
)
肯
定
説
の
側
か
ら
は
①
刑
罰
そ
の
他
の
手
段
で
供
述
を
強
要
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
黙
秘
権
の
効
果
で
あ
る
か
ら
、
供
述
し
た
被
告

人
と
黙
秘
し
て
い
る
被
告
人
を
、
量
刑
上
等
し
く
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
黙
秘
権
の
内
容
と
理
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、

む
し
ろ
、
実
体
上
の
量
刑
基
準
と
し
て
、
犯
罪
後
の
状
況
に
つ
い
て
顧
慮
す
る
こ
と
、
と
く
に
犯
人
が
犯
罪
を
悔
悟
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
考

慮
す
る
こ
と
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
犯
行
の
供
述
が
多
く
の
場
合
改
俊
・
悔
悟
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
般
に
も
認
め
ら

れ
て
い
る
(
田
宮
裕
「
被
告
人
・
被
疑
者
の
黙
秘
権
」
日
本
刑
法
学
会
(
編
)
『
刑
事
訴
訟
法
講
座
・
第
一
巻
』
(
昭
和
三
八
年
)
八
五
頁
)
②

責
任
の
有
無
や
大
小
だ
け
で
な
く
処
遇
の
選
択
の
た
め
に
、
被
告
人
の
訴
訟
追
行
の
態
度
か
ら
、
合
理
的
に
推
認
で
き
る
被
告
人
の
人
格
を
考

慮
す
る
こ
と
は
不
十
分
な
面
は
あ
る
が
直
接
主
義
の
立
場
か
ら
必
要
で
あ
り
、
被
告
人
の
訴
訟
追
行
の
自
由
を
奪
う
ほ
ど
で
は
な
い
(
平
場
・

前
掲
論
文
(
注
加
)
八
三
頁
以
下
)
③
刑
法
典
に
お
け
る
自
首
・
自
白
な
ど
の
減
免
規
定
が
有
す
る
政
策
的
意
義
を
肯
定
す
る
か
ぎ
り
、
訴
訟
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説

中
の
自
白
に
も
意
味
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
(
松
尾
浩
也
「
刑
の
量
定
」
富
津
浩
一

H
西
原
春
夫
H
中
山
研
一

H
藤
木
英
雄
(
編
)
『
刑
事
政
策

講
座
・
第
一
巻
』
(
昭
和
四
六
年
)
一
二
三
七
頁
)
④
全
体
と
し
て
の
刑
事
訴
訟
制
度
を
迅
速
円
滑
に
運
用
す
る
た
め
に
、
と
く
に
軽
い
罪
に
つ
い

て
、
自
白
者
の
刑
を
軽
く
し
、
そ
の
反
面
否
認
者
の
刑
を
重
く
す
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
排
斥
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
(
平
野
・
前
掲
書
(
注
目
)

三
七
頁
)
と
い
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
(
な
お
西
村
・
前
掲
論
文
(
注
位
)
二
五
三
頁
以
下
参
照
)
。

(
即
)
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
ラ

l
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
否
定
説
に
立
ち
、
自
白
ま
た
は
否
認
を
考
慮
す
る
こ
と
は
実
際
上
被
告
人
に
対
し
許
さ

れ
な
い
供
述
強
制
を
加
え
、
訴
訟
法
上
の
供
述
の
自
由
を
害
す
る
結
果
と
な
る
と
主
張
し
た
お

g
Z〈
河
田
円
買

5
F
の
Z
E
g
母『

同
コ
ヨ
百
回
目
宮
E
巾
F・
s・司
3
5円
買
広
三
=
『
者
吾
巾
E

F

S
『・

5
s
-
∞
-
H
N
H
同
町
)
こ
れ
に
対
し
て

E
-
シ
?
ミ
ッ
ト
は
、
自
白
ま
た
は
否
認
が
量
刑

に
お
け
る
「
誤
謬
の
原
因
(
司

sr「
os--巾
ご
と
な
る
危
険
を
認
め
つ
つ
も
、
全
面
的
に
こ
れ
を
否
定
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
裁
判
官
が

自
白
や
否
認
の
動
機
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
っ
そ
の
際
に
自
白
や
否
認
が
社
会
の
要
素
に
対
す
る
行
為
者
の
性
格
的
徴
表
と
認
め
ら
れ

る

と

き

に

は

量

刑

事

情

と

し

て

よ

い

と

し

た

2
Z
5
R己
伊

F
E含・

2
2
P耳
2
r
E
B
P
Eた
ロ
ヨ
巾
印
印
ロ
口
問

5
2
5
E
Eロ
E
m
g

ω守
弘
常
的
内
定
宮
内

F
g一
豆
巳
R
E
F
S
N
E『
ω円
『
白
内
「
市
内
宮
田
湾
問
。
「
戸
回
且
-
F
E
E
-
ω
N
N
)
。
現
在
で
も
、
既
述
の
よ
う
に
通
説
的
見
解
は
「
徴
表
説
」

に
依
拠
し
つ
つ
、
自
白
や
否
認
そ
れ
自
体
を
加
重
・
滅
軽
事
情
と
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
責
任
お
よ
ぴ
危
険
性
の
程
度
を
推
論
で
き
る

場
合
に
量
刑
上
考
慮
し
て
よ
い
と
す
る
(
∞
『

E
5・白・回・
0
・
2
ロ
ヨ
・
ご
戸

S
H
R
)
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
は
、
訴
訟
中
の
態
度
を
考
慮
す
る
こ

と
は
被
告
人
に
対
す
る
不
当
な
潜
在
的
抑
圧
に
な
る
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
被
告
人
に
有
利
な
予
後
が
推
論
さ
れ
る
場
合
に
の
み
考
慮
す
べ
き
も

の
と
し
て
い
る
窃
与
豆
島

Z
E印巾『・釦
-mW0・
2
2
-
∞)印
a

吋
匂
ご
。
〈
間
-
巧
巾
『
ロ
巾
『
W
E
B
-
含

1
E巾
F
2・
0
q
a
z守吋
C
N
巾
g
E
r
〈巾『同
-
2円
E
l
i
-

2
口
市
三
巾
岡
山
己
巾
宍
ロ
ロ
間
色
色
ツ

ω円『〈巾ユ

H匂∞
myω
・
ω印
日
間
同
一
の
巾
『
白
庄
の
『
口
口
者
曲
一
件
富
市
口
印
円
宮
市
ロ
『
巾
円
『

g
-目
的
可
民
間
)
『
。
N巾』
y
m門「〈市吋丹]戸市
w
∞
叶
-
∞
仏
印
ω同町・一

玄白『片岡ロ

Z-m自
己

-qe
〉

U回
目
)
同
白
血
円
『
巾
ロ
回
目
的
可
弘
司
『
。
Nmp-
∞丹『〈
2
A
H
U
m
U
0・
ω・
ω品
ロ
・
一
司
『
同
町
色
『
芯
F

U
巾ロ円宵巾タ

N
E
g
の
2
Sロ品ロ
Z
Fヨ

ω門司即『==ι

ω門『弘司『。
N島
『
巾
門
戸

N
g
t司
H
O
N
-
5
8・
ω・
巴
四
円
な
お
、
武
安
将
光
「
刑
の
量
定
と
犯
行
の
否
認
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
三
号
(
昭
和
三
六
年
)

三
四
頁
以
下
、
グ
ン
タ

l
・
ア
ル
ツ
ト
〔
井
回
良
H
山
名
京
子
共
訳
〕
「
自
白
と
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
」
法
学
研
究
六
五
巻
一

O
号
(
平
成
四
年
)

一
二
九
頁
以
下
参
照
。

(m)
〈岡
-
F
R
r
p
白
血

0
・
2
2戸
ω)
∞・

2
日
・
さ
ら
に
、
川
崎
一
夫
『
体
系
的
量
刑
論
』
(
平
成
三
年
)
二
三
七
頁
以
下
参
照
。

(m)
熊
谷
弘
「
刑
事
裁
判
の
量
刑
」
自
由
と
正
義
二
九
巻
六
号
(
昭
和
五
三
年
)
三
二
頁
、
西
村
・
前
掲
論
文
(
注
位
)
二
四
四
頁
参
照
。

(
山
)
ぐ
伺

F
O
Fの
の
め
=
。
出
刃
周
回
。
ω
ω
-
Z
M
1
H
ゆ∞
m
・

論
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量刑基準に関する一試論 (4・完)

(
旧
)
〈
四
一
∞
の
国
玄
ロ
何
回
。
。
。
・

ω・斗
N
寸
'

(
山
)
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
は
、
結
果
の
除
去
・
拡
大
防
止
が
現
実
に
達
成
さ
れ
た
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
と
解
さ
れ
よ
う
。

(
凹
)
な
お
、
こ
れ
ら
の
諸
事
情
の
類
型
化
に
際
し
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
「
有
効
な
悔
悟
〔
行
為
に
よ
る
悔
悟
〕
(
円
笠
岡
巾
河
内

5
)
」
の
諸
規

定
が
参
考
と
な
ろ
う
。
本
章
第
二
節
四
注
(
伺
)
参
照
。

(
山
)
な
お
、
香
川
達
夫
『
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
』
(
昭
和
三
八
年
)
一
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
凹
)
〈
四
戸
∞
円
F
D
=宵
巾

H
∞
門
町
芯
島
町
『

H
∞
可

2
・
白
血
・

0
(〉
口
国
同

)
m
A
E
河口・

ω匂

(
国
)
西
原
・
前
掲
書
(
注
制
)
四
五
六
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
三
五
年
一
一
月
二
八
日
下
刑
集
二
巻
一
一
日
一
一
一
号
一
四
五
七
頁
参
照
。
な
お
、
本

稿
で
問
題
と
し
て
い
る
寸
犯
罪
後
の
態
度
」
に
は
、
被
害
感
情
の
宥
和
・
社
会
状
況
の
推
移
・
手
続
の
遅
延
な
い
し
違
法
と
い
っ
た
事
情
が
当

然
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
行
為
者
に
対
す
る
特
別
予
防
の
必
要
性
判
断
に
資
す
る
要
因
の
存
否
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の

で
あ
る
(
そ
の
意
味
で
は
、
我
が
国
の
刑
事
訴
訟
法
二
四
八
条
に
い
う
「
犯
罪
後
の
情
況
」
の
方
が
広
い
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
)
。
こ
の
点

に
つ
き
、
指
宿
信
H
城
下
裕
二
「
採
尿
を
め
ぐ
る
捜
査
手
続
の
違
法
を
量
刑
事
情
に
加
え
る
こ
と
の
当
否
」
判
タ
八
一
九
号
五

O
頁
以
下
参
照
。

(
凹
)
従
っ
て
、
刑
事
訴
訟
法
三
九
三
条
二
項
に
お
け
る
「
第
一
審
判
決
後
の
刑
の
量
定
に
影
響
を
及
ぽ
す
情
状
」
に
つ
い
て
も
、
被
告
人
に
有
利

な
情
状
だ
け
が
含
ま
れ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(m)
団
藤
・
前
掲
書
(
注
幻
)
五
二
四
頁
。
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説

第
五
章

総
括
と
展
望

論

(1) 

本
稿
に
お
け
る
以
上
の
検
討
を
、
総
括
的
に
要
約
し
よ
う
。

第
一
章
で
は
、
本
稿
の
第
一
の
目
的
と
し
て
、
従
来
我
が
国
の
刑
法
学
に
お
い
て
必
ず
し
も
十
分
に
顧
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
当
為
と

し
て
の
量
刑
基
準
」

の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
掲
げ
た
。
さ
ら
に
第
二
の
目
的
と
し
て
、

か
よ
う
な
基
準
に
よ
る
評
価
の
対
象
と
す
べ
き

「
当
為
と
し
て
の
量
刑
事
情
」
を
、
特
に
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
際
、
実
際
に
導

か
れ
た
諸
帰
結
が
、
罪
刑
法
定
主
義
・
行
為
主
義
・
責
任
主
義
と
い
っ
た
刑
法
学
の
諸
原
則
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
説
明
で
き
る
こ
と
の
重

要
性
を
指
摘
し
た
。

第
二
章
で
は
、
「
量
刑
」
・
「
量
刑
基
準
」
・
「
量
刑
事
情
」
と
い
っ
た
諸
概
念
の
意
義
を
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
見
解
を
参
照
し
つ
つ
、
改
め

て
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
量
刑
基
準
・
量
刑
事
情
に
つ
い
て
の
各
国
の
立
法
例
お
よ
び
我
が
国
の
判
例
を
概
観
し
た
。

第
三
章
で
は
、
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、

ま
ず
刑
罰
理
論
に
お
け
る
「
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
」
を
め
ぐ

る
議
論
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
と
並
行
し
て
量
刑
に
お
け
る
「
責
任
主
義
」
の
意
義
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
量
刑
に
お
け
る
「
責

任
」
と
「
予
防
」
(
「
責
任
主
義
」
と
「
目
的
主
義
〔
H

予
防
的
考
慮
〕
」
)

題
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
を
指
摘
し
た

の
内
容
を
い
か
に
構
成
し
、
関
連
づ
け
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
問

(
第
一
節
)
。
次
に
、
我
が
国
に
お
け
る
刑
罰
理
論
の
状
況
を
概
観
し

(
第
二
節
)
、
改
正
刑

法
草
案
お
よ
び
準
備
草
案
の
量
刑
基
準
と
そ
れ
に
対
す
る
学
説
の
反
応
を
紹
介
し
た

第
三
節
)
。

さ
ら
に
、
我
が
国
の
草
案
と
学
説
に
強

い
影
響
を
与
え
て
き
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
状
況
、
特
に
、

い
わ
ゆ
る
「
幅
の
理
論
」
を
中
心
と
す
る
諸
見
解
を
整
理
し
た

(
第
四
節
)
。

以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
量
刑
に
お
け
る
「
責
任
」
と
「
予
防
」

の
関
係
を
検
討
し
、
消
極
的
行
為
責
任
主
義
の
妥
当
性
、

北法44(5・116)1154 
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ぴ
行
為
者
に
対
す
る
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
と
い
う
意
味
で
の
特
別
予
防
を
量
刑
上
考
慮
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
し
つ
つ
、
「
当
為

と
し
て
の
量
刑
基
準
」
に
関
す
る
一
つ
の
試
論
を
展
開
し
た
。
そ
こ
で
は
、
当
該
犯
罪
行
為
に
対
す
る
「
行
為
責
任
」
の
量
(
程
度
)
を
「
上

限
」
と
し
て
、
特
別
予
防
的
考
慮
の
必
要
性
に
応
じ
て
最
終
刑
を
決
定
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
断
構
造
が
示
さ
れ
た
(
第
五
節
)
。

第
四
章
で
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
焦
点
を
あ
て
て
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
事
情
」
を
検
討
し
た
。
ま
ず
、
量
刑
に
お
け
る
「
犯
罪
後

(
第
一
節
)
、
最
初
に
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
意
義
と
機
能
を
考
察
す
る
こ
と
に

の
態
度
」
の
諸
相
を
概
観
し

(
第
二
節
)
。
自
首
・
自
白
・
被
拐
取
者
の
解
放
と
い
う
諸
規
定
の
本
質
に
関
す
る
学
説
を
検
討
し

の
規
定
に
お
い
て
は
一
般
予
防
的
考
慮
に
基
づ
き
刑
の
減
免
と
い
う
「
処
罰
の
寛
大
化
」
が
要
請
さ
れ
る
が
、
減
免
が
任
意
的
な
場
合
に
は
、

し
た

(一

j
三
)
、
結
論
と
し
て
こ
れ
ら

量刑基準に関する一試論 (4・完)

次
に
述
べ
る
宣
告
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
判
断
構
造
が
当
て
は
ま
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

宣
告
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
意
義
と
機
能
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
(
第
三
節
)
。
ま
ず
、
諸
草
案
・
立
法
例
お
よ

び
判
例
を
概
観
し
(
一

1
二
)
、
前
章
で
示
し
た
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準
」
に
お
い
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
責
任
判
断
・
予
防
判
断

の
い
ず
れ
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
を
行
っ
た

(
四
)
。
そ
こ
で
、

(三
)

0

「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
責
任
判
断
の
対
象
と
し
よ
う

と
す
る
諸
学
説
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、

ど
の
見
解
も
刑
法
学
の
基
本
原
則
と
矛
盾
せ
ず
に
自
説
を
維
持
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
予
防
判
断
の
対
象
と
し
て
の
み
把
握
す
る
と
い
う
方
向
が
採

ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
章
で
確
認
し
た
「
予
防
」
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
も
、
行
為
者
の
規
範

意
識
を
確
認
・
強
化
す
る
必
要
性
の
判
断
資
料
と
な
り
う
る
か
ぎ
り
で
、
予
防
判
断
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ

ら
に
、
本
稿
の
採
用
す
る
消
極
的
行
為
責
任
主
義
の
下
で
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
減
軽
事
情
と
し
て
の
み
考
慮
す
べ
き
も
の
と
結
論
づ

け
ら
れ
た
。

(2) 

以
上
が
本
稿
の
要
約
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
|
|
第
一
章
に
お
い
て
も
確
認
し
た
よ
う
に
|
|
「
当
為
と
し
て
の
量
刑

北法44(5・117)1155 



説

基
準
」
に
関
し
て
は
責
任
主
義
と
予
防
的
考
慮
の
調
和
を
、

ま
た
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
事
情
」
に
関
し
て
は
刑
法
上
の
諸
原
則
と
各
々
の

理
論
と
の
調
和
を
、

そ
れ
ぞ
れ
視
座
に
据
え
て
き
た
。
そ
し
て
、

そ
の
「
調
和
」

の
た
め
の
原
理
が
「
量
刑
に
お
け
る
消
極
的
行
為
責
任
主

論

義
」
な
の
で
あ
っ
た
。
従
来
、
こ
の
原
理
は
、
主
と
し
て
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準
」

の
検
討
に
と
っ
て
意
味
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
「
量
刑
事
情
」
の
確
定
に
際
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
特
に
本
稿
に
お
い
て

は
、
そ
れ
が
「
質
的
」
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
量
刑
事
情
の
評
価
方
向
を
決
定
す
る
場
合
に
も
指
導
的
原
理
と
な
り
う
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

同
時
に
本
稿
で
は
、
責
任
の
「
基
礎
」

(
H
責
任
判
断
の
対
象
)

に
関
す
る
「
行
為
責
任
」
論
が
、
我
が
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多

数
説
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
量
刑
論
の
領
域
で
は
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
|
「
量
刑
の
基
礎
」
と
し
て
の
「
責

任
」
の
意
義
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
責
任
判
断
の
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
諸
見
解
の
検
討
を
通
し
て
1

1

指
摘
し
、

そ
れ
を
是
正
し
て
い

く
た
め
の
一
つ
の
方
途
を
示
し
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
本
稿
は
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
い
う
量
刑
事
情
を
一
つ
の
「
素
材
」
と
し
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
第
三

q
J
 

章
で
提
示
し
た
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準
」
に
関
す
る
本
稿
の
立
場
を
よ
り
実
質
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
他
の
さ
ま
ざ
ま

な
量
刑
事
情
(
特
に
従
来
そ
の
実
体
が
必
ず
し
も
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
犯
罪
の
「
社
会
的
影
響
」

(
l
)
 

そ
の
意
義
と
機
能
を
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
本
稿
の
立
場
か
ら
重
要
と
な
る
の
は
、

犯
人
の
「
経
歴
」
「
環
境
」

な
ど
)

に
つ
い
て
、

や
は
り
そ
れ

ら
の
諸
事
情
が
、
責
任
判
断
の
対
象
と
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
予
防
判
断
の
対
象
と
な
る
の
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
厳
密
な
分
析
を
行
つ

て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
帰
結
が
、
刑
法
学
に
お
け
る
基
本
原
則
と
矛
盾
せ
ず
に
維
持
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
同
時
に
、
各
々
の
量
刑
事
情
が
減
軽
事
情
と
し
て
作
用
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
加
重
事
情
に
も
な
り
う
る
の
か
と

(2) 

い
う
評
価
方
向
の
問
題
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
個
々
の
量
刑
事
情
相
互
の
関
係
(
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
二
項
前
段
に
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(
3
)
 

い
う
「
比
較
衡
量
」
)
、

(
4
)
 

お
よ
び
量
刑
事
情
の
「
数
量
化
」
|
|
す
な
わ
ち
当
該
量
刑
事
情
を
刑
量
へ
と
転
換
す
る
こ
と
ー
ー
に
つ
い
て
も
検

討
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
本
稿
で
は
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
や
「
予
防
」
の
内
容
な
ど
、
そ
れ
自
体
極
め
て
深
遠
か
つ
重
大
な
刑
法
学
上
の
諸
問
題
に
つ
い

て
、
量
刑
論
と
関
連
す
る
限
り
で
考
察
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
さ
ら
に
広
い
視
野
に
立
っ
て
検
討
を

重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
本
稿
で
は
、
量
刑
に
お
け
る
「
予
防
」
の
内
容
と
し
て
、
行
為
者
の
再
社
会
化
(
社
会
復
帰
)
と

い
う
意
味
で
の
特
別
予
防
を
重
視
し
た
が
、
周
知
の
よ
う
に
近
年
、
欧
米
を
中
心
に
社
会
復
帰
行
刑
な
い
し
処
遇
行
刑
が
「
衰
退
」
し
て

(

5

)

(

6

)

 

い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
真
の
評
価
に
つ
い
て
は
よ
り
立
ち
入
っ
た
考
察
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
少

な
く
と
も
我
が
固
に
お
け
る
「
あ
る
べ
き
量
刑
基
準
」
の
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、
右
に
述
べ
た
意
味
で
の
特
別
予
防
的
観
点
は
未
だ
に
重
要

性
を
失
っ
て
い
な
い
と
解
す
る
。
こ
の
点
は
、
「
量
刑
に
お
け
る
特
別
予
防
」
と
「
行
刑
に
お
け
る
特
別
予
防
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉

(
7
)
 

え
る
か
と
い
っ
た
角
度
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

量刑基準に関する一試論 (4・完)

さ
ら
に
、
本
稿
に
お
け
る
よ
う
な
検
討
か
ら
導
か
れ
た
帰
結
を
、
量
刑
基
準
に
関
す
る
実
証
的
研
究
、
す
な
わ
ち
「
存
在
と
し
て
の
量
刑

(
8
)
 

基
準
」
の
研
究
に
ど
の
よ
う
に
関
連
さ
せ
て
い
く
べ
き
か
も
問
題
に
な
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
け
る
量
刑
研
究
は
、

実
証
的
方
法
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
量
刑
相
場
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
従
来
の
実
証
的
研
究
で
は
、

(
9
)
 

「
実
務
の
大
勢
を
も
っ
と
も
正
し
い
規
範
と
し
て
受
容
す
べ
き
理
由
は
、
示
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
ま
た
、
「
量
刑
相
場
」

の
範
囲
内
に
あ
れ
ば
常
に
「
正
し
い
」
量
刑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
通
常
第
一
審
に
お
け
る
自
白
事
件
の
割
合
の
高
さ
、
控

(
叩
)

訴
審
に
お
け
る
控
訴
理
由
お
よ
び
破
棄
理
由
と
し
て
の
「
量
刑
不
当
」
の
割
合
の
高
さ
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
我
が
国
で
は
量
刑
問
題

が
被
告
人
に
と
っ
て
は
最
大
の
関
心
事
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
量
刑
に
客
観
的
合
理
性
を
備
え
さ
せ
る
必
要
性
は
大
き
い
。
こ
の
点
で

「
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準
(
な
い
し
量
刑
事
情
)
」
の
研
究
成
果
を
実
証
的
研
究
に
フ
ィ
ー
ド
パ
ヅ
ク
さ
せ
、
現
実
の
量
刑
を
合
理
化
し
て
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説

い
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

論

も
と
よ
り
量
刑
論
は
、
刑
法
学
の
み
な
ら
ず
、

具
体
化
に
と
っ
て
は
、
実
証
的
研
究
か
ら
の
成
果
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一
方
、
上
述
し
た
量
刑
事
情
の
「
数
量
化
」
、
あ
る
い
は
予
防
目
的
に
資
す
る
刑
量
の

く的
こ関
と連
がの
不下
可に
欠 考
で察
あさ
ろ(れ
う旦る

<< 
き
も
(J) 

で
あ
る

刑
事
訴
訟
法
学
・
刑
事
政
策
学
・
犯
罪
学
・
犯
罪
社
会
学
な
ど
の
隣
接
諸
領
域
と
の
有
機

量
刑
基
準
な
い
し
量
刑
事
情
に
つ
い
て
も
、
か
よ
う
な
観
点
か
ら
研
究
を
深
化
さ
せ
て
い

以
上
の
点
を
今
後
の
課
題
と
し
つ
つ
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)
川
崎
一
夫
『
体
系
的
量
刑
論
』
(
平
成
三
年
)
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。
最
近
の
研
究
と
し
て
、
岡
上
雅
美
「
責
任
刑
の
意
義
と
量
刑
事
実
を
め

ぐ
る
問
題
点
(
一
)
(
二
・
完
)
」
早
稲
田
法
学
六
八
巻
三
・
四
号
(
平
成
五
年
)
七
七
頁
以
下
、
同
六
八
巻
一
号
(
平
成
五
年
)
一
一
頁
以
下

が
注
目
さ
れ
る
。

(
2
)
こ
の
問
題
に
関
す
る
近
時
の
論
稿
と
し
て
、
林
美
月
子
「
量
刑
事
情
と
評
価
方
向
|
|
『
刑
を
重
く
す
る
事
情
の
不
存
在
』
に
関
す
る
ド
イ

ツ

の

議

論

|

|

」

神

奈

川

法

学

二

七

巻

二

U

三
号
(
平
成
四
年
)
一
三
五
頁
以
下
が
あ
る
。
〈
色

'
E
5
1吉
a
S
F
E
M
-

ω可
氏
N
E
自巾回目ロロ四日『巾
n
E
?
N
-

〉
巴
戸
-H
匂叶品・

ω
∞
Hω
門戸

(3)
回「匡ロタ印・田・

0
・(〉ロヨ
-H}ω
・。
hHOR-

(
4
)
∞
2
5・白・白・

0
2
5
F
H
)
ω
・
2ω
『
〈
尚
一
要

E
E
a
回目
E
s
q・
0お
司
O

『目白
-
E
m
E
Z
ι
2
3
2
p
z自
2
∞E
問日

g
g円
F
2
E口問
-
N
g垣市
W
0

・

呂
∞
∞
目
∞
官
民
・
(
翻
訳
と
し
て
、
岡
上
雅
美
訳
「
量
刑
決
定
の
定
式
化
」
ヴ
ィ
ン
フ
リ

l
ト
・
ハ
ッ
セ
マ

l

〔
堀
内
捷
三
編
訳
〕
『
現
代
刑
法
体

系
の
基
礎
理
論
』
(
平
成
三
年
)
一
四
一
頁
以
下
。
)

(
5
)
本
稿
第
二
章
第
二
節
注
(
扮
)
に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
。

(6)
宮
津
浩
一
「
行
刑
思
想
の
発
展
と
動
揺
」
石
原
一
彦
H

佐
々
木
史
朗
H

西
原
春
夫
日
松
尾
浩
也
(
編
)
『
現
代
刑
罰
法
大
系
7
・
犯
罪
者
の
社

会
復
帰
』
(
昭
和
五
七
年
)
三
頁
以
下
、
吉
田
敏
雄
『
行
刑
の
理
論
』
(
昭
和
六
二
年
)
二
七
六
頁
参
照
。
〈
包

Q
E
M
m
C岡田
=
-
g
g守
月

FF

〉
Z
伺

2国
内

WEE-
↓2
f
∞ι・

]

了

]

戸

市

wψN-ωω
∞円
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量刑基準に関する一試論 (4・完)

(
7
)

ユ
ル
ゲ
ン
・
パ
ウ
マ
ン
(
萩
原
由
美
恵
訳
)
「
量
刑
と
そ
の
執
行
へ
の
影
響
」
警
察
研
究
六

O
巻
五
号
(
平
成
元
年
)
四

O
頁
以
下
参
照
。

(
8
)
佐
伯
千
偲
「
刑
の
量
定
の
基
準
」
日
本
刑
法
学
会
(
編
)
『
刑
法
講
座
・
第
一
巻
』
(
昭
和
三
八
年
)
一
一
八
頁
。
最
近
の
論
稿
と
し
て
、
吉

野
絹
子
「
量
刑
と
そ
の
予
測
」
木
下
冨
雄
H

棚
瀬
孝
雄
(
編
)
『
法
の
行
動
科
学
』
(
平
成
三
年
)
一
一
六
一
頁
以
下
。

な
お
、
本
稿
で
問
題
と
し
た
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
関
す
る
実
証
的
研
究
と
し
て
、
服
部
朗
「
『
責
任
』
の
解
消
過
程
|

事
後
情
状
調
査
と
そ
の
結
果
」
石
村
善
助
H
所
一
彦
H
西
村
春
夫
(
編
)
『
責
任
と
罰
の
意
識
構
造
』
(
昭
和
六
一
年
)
二
八
三
頁
以
下
、
同
「
『
赦

し
』
の
社
会
学
の
提
案
|
|
脱
ラ
ベ
リ
ン
グ
論
へ
の
視
点
と
の
関
連
で

l
1
」
犯
罪
社
会
学
研
究
九
号
(
昭
和
五
九
年
)
一
一
九
頁
以
下
参
照
。

起
訴
猶
予
の
基
準
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
つ
い
て
、
三
井
誠
「
検
察
官
の
起
訴
猶
予
裁
量

(
4
)
i
i
そ
の
歴
史
的
お
よ
び
実
証
的

研
究
」
法
学
協
会
雑
誌
九
一
巻
一
一
一
号
(
昭
和
四
九
年
)
一
六
九
三
頁
以
下
。

(
9
)
宮
津
節
生
「
刑
事
司
法
の
機
能
分
析

(
1
)
法
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
宮
浮
浩
一

H
藤
本
哲
也
(
編
)
『
講
義
刑
事
政
策
』
(
昭
和
五
九
年
)

三
九
九
頁
。

(
叩
)
例
え
ば
、
平
成
三
年
度
の
通
常
第
一
審
に
お
け
る
終
局
人
員
に
つ
い
て
自
白
事
件
の
占
め
る
割
合
は
九
一
・
八
%
、
ま
た
控
訴
審
に
お
け
る

終
局
人
員
に
つ
い
て
「
量
刑
不
当
」
を
理
由
と
す
る
も
の
が
被
告
人
に
よ
る
申
立
て
で
は
七
四
・
八
%
、
検
察
官
に
よ
る
申
立
て
で
は
三
四
・
二
%

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
控
訴
審
に
お
け
る
終
局
人
員
に
つ
い
て
原
判
決
が
破
棄
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
「
量
刑
不
当
」
に
よ
る
も
の
が
二
四
・
九
%

で
あ
る
(
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
「
平
成
三
年
に
お
け
る
刑
事
事
件
の
概
況
(
上
)
」
法
曹
時
報
四
五
巻
二
号
(
平
成
五
年
)
二
二

O
頁

以
下
、
二
二
人
頁
以
下
参
照
)
。

(
日
)
主
と
し
て
手
続
法
的
視
点
か
ら
量
刑
論
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
松
岡
正
章
『
量
刑
手
続
法
序
説
』
(
昭
和
五

O
年
)
一
頁
以
下
、
鈴
木
義

男
「
量
刑
の
審
査
」
熊
谷
弘
H
松
尾
浩
也
H
佐
々
木
史
朗
H
田
宮
裕
(
編
)
『
公
判
法
体
系

N
・
上
訴
』
(
昭
和
五

O
年
)
一
五
一
頁
以
下
、
岡

部
泰
昌
「
量
刑
手
続
に
関
す
る
序
論
的
考
察
(
上
)
(
中
)
(
下
)
」
犯
罪
と
非
行
二
八
号
(
昭
和
五
一
年
)
五
九
頁
以
下
、
同
二
九
号
(
昭
和
五

一
年
)
一
七
頁
以
下
、
同
一
一
一
一
号
(
昭
和
五
二
年
)
四
四
頁
以
下
、
松
本
時
夫
「
刑
の
量
定
・
求
刑
・
情
状
立
証
」
石
原
一
彦
H

佐
々
木
史
閉

H

西
原
春
夫
H

松
尾
浩
也
(
編
)
『
現
代
刑
罰
法
大
系
6
・
刑
事
手
続
E
』
(
昭
和
五
七
年
)
一
四
五
頁
以
下
、
大
野
平
吉
「
刑
の
量
定
手
続
序
説
」

朝
倉
京
一

H
阿
部
純
二
日
下
村
康
正
H
森
下
忠
(
編
)
『
八
木
国
之
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
・
刑
事
法
学
の
現
代
的
展
開
・
上
巻
』
(
平
成
四
年
)

五
三
六
頁
以
下
な
ど
。
犯
罪
学
と
量
刑
論
の
関
係
に
つ
き
、
〈
四
-
・
日
出
回
】
ロ
吉
『
円
宮
白
=
「
出
円
F

H

}
ハ白『こ由
2
自
の
む
回
目
巾
-

H

出巳ロ
N

N

H

又・

2
E『「
2
F
F

〉=四巾同国
2
口
市
『
↓
2
-
・
↓
2
-
U
白ロ品
N

・斗-〉=2・
e

]

戸

市

w

∞川Y
ω

・印匂斗同・
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説

〔
後
記
〕

本
稿
は
、
北
海
道
大
学
法
学
部
に
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
「
量
刑
基
準
の
研
究

i
l
量
刑
事
情
と
し
て
の
『
犯
罪
後
の
態
度
』
を
中
心
に

i
l」

(
平
成
二
年
三
月
二
四
日
授
与
)
に
基
づ
い
て
い
る
。
公
表
す
る
に
あ
た
り
、
部
分
的
な
加
除
お
よ
び
修
正
を
行
っ
た
ほ
か
、
そ
の
後
入
手
し
え
た
若

干
の
文
献
を
補
充
し
た
。

な
お
、
本
稿
の
要
旨
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
五
月
一
一
一
一
一
日
に
関
西
学
院
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
刑
法
学
会
第
七
一
回
大
会
に
お
い
て
研
究
報
告

を
行
っ
た
。
貴
重
な
御
教
示
を
頂
い
た
諸
先
生
方
に
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

論
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Untersuchungen uber die Grundsatze der Strafzumessung (4) 

一一insbesonderezum "V erhalten nach der Tat“ 
als Strafzumessungstatsache -

Y uj i SHIROSHIT A・

@1 Fragestellung 

@2 Einleitung 

1. Grundbegriffe in der Strafzumessungslehr巴

n. Die Strafzumessungsregeln in auslandischen Strafrechten 

Ill. Die Rechtsprechung 

@3 Strafzumessungsgrund als Sollen 

1. Vorbemerkung 

一一Zusammenhangvon Straftheorie 

und Strafzumessungsgrund一一

n. Die Straftheorie in ]apan und der Strafzumessungsgrund 

Ill. Die Strafrechtsreform in ]apan und der Strafzumessungsgrund 

(soweit im 4. Heft des 43. Bands) 

N. Die Strafzumessungslehre in BRD 

(soweit im 5. Heft des 43. Bands) 

V. "Schuld“und "Pravention“in der Strafzumessung 

@4 Strafzumessungstatsache als Sollen 

一一 insbesonderezum "Verhalten nach der Tat“一一

1. Uberblick 

n. Das "Verhalten nach der Tat“in der gesetzlichen Strafbemessung 

(soweit im 2. Heft des 44. Bands) 

Ill. Das "Verhalten nach der Tat“in der richterlichen Strafzumessung 

1. Die historische Entwicklung 

"a. o. Professor an der juristischen Fakultat der Sapporo Gakuin Universitat， 

Dr. jur 

岡
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(1) Entwurfe in ]apan 

(2) Entwurfe in BRD 

(3) Auslandische Strafrechten 

2. Die Rechtsprechung 

(1) Die Rechtsprechung in ]apan 

(2) Die Rechtsprechung in BRD 

3. Die theoretischen Grundlagen des "Verhaltens nach der Tat“ 

(1) Die Schuldwertung und das "Verhalten nach der Tat“ 

(2) Die Praventionsentscheidung und das "Verhalten nach der Tat“ 

~ 5 Zusammenfassung (in diesem Heft) 
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